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第
三
章

補
論
ー
ー
ー
関
連
す
る
諸
問
題

A 

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
一
期
分

こ
こ
で
は
(
第
二
章
に
お
い
て
「
女
性
」
の
ラ
ン
ト
法
上
の
地
位
を
考
察
す
る
過
程
で
浮
上
し
た
き
た
)
「
レ

l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
」

に
関
す
る
「
レ

l
ン
法
」
の
史
料
的
所
見
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

(
一
)
こ
の
「
レ

l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
」
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
(
三
・
七
五
・
二
)
で
は
、
「
(
こ
の
)

レ
l
ン
は
、
彼
女
等
の
夫
の
存
命
中
、
彼
女
等
の

hwas唱
で
あ
り
、
彼
女
等
の
夫
の
死
後
そ
れ
は
彼
女
等
の
お
与
ニ

g
で
あ
る
」
、
と
言

北法51(I・56)56



わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
念
の
た
め
に
、
ま
ず
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
に
関
す
る
「
定
義
」
的
条
項
を
見
て
お
き
た
い
。

(
1
)
レ
l
ン
法
五
・
一
の
前
段
は
、
「
主
君
は
二
人
の
家
臣
に
(
同
じ
)
一
つ
の
所
領
を
封
与
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
す
な
わ
ち
一
人
が
そ

れ
(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
ゲ
ヴ
ェ
!
レ

(
H
占
有
・
占
有
権
)
を
も
ち
、
ま
た
も
う
一
人
の
者
は
、
そ
の
所
領
を
ゲ
ヴ
ェ
!
レ
の
中
に
も
つ

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
者
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
す
る
場
合
(
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
で
き
る
)
、
と
い
う
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
も
っ
、
と

(%) 

い
う
よ
う
に
」
、
と
言
、
っ
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
が
、
レ
ー
ン
(
あ
る
い
は
、
そ
の
授
封
)
の
一
種
で
は
あ
る
も
の
の
、
(
直
ち
に
)

所
領
の
占
有
・
支
配
を
伴
う
こ
と
の
な
い
「
予
約
」
(
言
わ
ば
「
(
停
止
)
条
件
っ
き
の
約
定
」
)
を
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
ま

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

た
、
そ
れ
が
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
ラ
ン
ト
法
」

2
7
七
五
・
二
)
に
現
れ
る

a
n
z
こ
g
の
概
念
が

l
i
(
釘
)

少
な
く
と
も
そ
の
本
質
的
属
性
の
一
つ
と
し
て
|
|
「
(
レ
i
ン
の
)
占
有
?
支
配
)
」
を
含
む
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
見
当
も
つ
く
で
あ
る
つ
。

(2)
レ
i
ン
法
五
・
一
は
、
さ
ら
に
そ
の
後
段
で
、
次
の
よ
う
に
続
け
る
。
「
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
に
は
(
レ
l
ン
の
)
承
継
す
♀
開
問
)
が
な
い
。

ま
た
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て
い
る
(
日
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
者
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
(
特
に
主
君
に
返

還
し
て
)
手
放
す
(
あ
る
い
は
、
手
放
し
た
)
(
庄
日
目
皆
同
)
場
合
に
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
破
ら
れ
る

(
H
破
棄
さ
れ
る
)
、
た
だ
し
彼
、
す
な
わ
ち

そ
れ
を
手
放
し
た
者
が
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
(
主
君
か
ら
)
再
び
受
領
し
、
そ
れ
が
(
そ
の
後
彼
の
死
亡
し
た
際
に
遺
さ
れ
て
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
川
町
)

権
者
に
)
帰
属
す
る
(
宮
お
ミ
刊
)
場
合
は
こ
の
限
り
で
な
い
」
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
レ

l
ン
に
設
定
さ
れ
た
一
期
分
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
が
死
亡
し
た
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
現
に
所

領
を
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
る
家
臣
が
所
領
を
手
放
し
た
(
り
、
あ
る
い
は
失
っ
た
)
場
合
や
、
(
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
に
は
「
レ
l
ン
の
承
継
(
権
ご

北法510・57)57

が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
)
J王
君
が
死
亡
し
た
り
あ
る
い
は
そ
の
所
領
を
手
放
し
た
(
り
、
あ
る
い
は
失
っ
た
)
場
合
に
も
、

一
期
分
(
の
予

約
)
が
実
現
さ
れ
な
い
こ
と
も
判
る
。
「
ラ
ン
ト
法
」
(
一
一
了
七
五
・
こ
で
「
そ
れ

(
H
レ
l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
一
期
分
)
は
幾
つ
か
の
仕

方
で
破
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
と
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。



説

(3)
し
か
し
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
、
(
そ
の
定
義
上
、
現
に
所
領
を
占
有
・
支
配
し
て
い
る
家
臣
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
に
限
っ
て
、
ゲ

デ
イ
ン
ゲ
権
者
が
所
領
を
占
有
・
支
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
)
、
は
じ
め
か
ら
息
が
あ
る
場
合
や
後
か
ら
息
が
生
ま
れ
た
場
合
に
は
、

「
一
期
分
」
を
設
定
す
る
手
段
と
し
て
は
用
を
な
さ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、
主
君
が
「
レ

1
ン
法
(
上
の
能
力
)
な
い
し
へ

l
ル
シ
ル

モ"l:.為
岡田

ト
を
欠
く
」
女
性
の
た
め
に
(
特
例
と
し
て
所
領
を
授
封
す
る
だ
け
で
な
く
)
そ
う
し
た
将
来
の
約
定
ま
で
す
る
(
あ
る
い
は
、
で
き
る
)
の
か
、

(ω) 

と
い
っ
た
疑
問
も
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

(
4
)
こ
の
う
ち
の
後
の
点
に
つ
い
て
、
レ
ー
ン
法
五
七
・
一
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
対
応
条
項
に
大
幅
な
「
改
訂
」
・

「
補
足
」
を
施
し

(
H
実
質
的
に
は
新
た
に
)
、
「
あ
る
主
君
が
女
性
ま
た
は
男
性
に
、
あ
る
家
臣
の
(
占
有
し
て
い
る
)
所
領
に
つ
い
て
ゲ
デ
イ

ン
ゲ
を
封
与
し
、
そ
の
後
そ
れ
(
日
そ
の
所
領
)
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
つ

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
か
の
者
が
死
亡
す
る
(
な
い
し
、
し

た
)
場
合
に
は
、
そ
の
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
は
、
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
封
与
さ
れ
て
い
た
者
に
帰
属
し
た

(
Z
5
8
2
2
)
こ
と
に
な

る
。
そ
れ
以
前
に
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
は
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
も
っ
て

(
H
占
有
・
支
配
し
て
)
い
た
者
が
封
相

続
人
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
(
に
そ
れ
を
占
有
・
支
配
で
き
る
)
、
と
い
う
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
H
約
定
)
お
よ
び
条
件
(
宮
湾
問
骨
)
の
下
で
の

(
H
そ

う
し
た
約
定
を
内
容
と
し
ま
た
そ
う
し
た
条
件
の
つ
い
た
)
そ
の
者

(
H
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
)
の
レ

l
ン
で
あ
っ
た
。
(
し
か
し
)
彼
(
日
そ
の
所
領
を

占
有
・
支
配
し
て
い
た
者
)
が
死
亡
し
た
と
き
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
は
(
そ
う
し
た
約
定
や
)
条
件

(ag関
白
)
の
な
い
そ
の
者
(
日
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
削
)

権
者
)
の
レ

1
ン
に
な
っ
た
の
で
あ
る
」
と
し
て
、
ひ
き
つ
づ
き
、
主
君
が
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
授
封
し
た
こ
と
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
場
合
に

そ
れ
を
「
想
起
」

(
g
E
B
D
)
さ
せ
る
手
続
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
が
女
性
に
対
し
て
も
授
封
さ
れ
や
っ
)

る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、
夫
が
自
分
の
所
領
に
つ
い
て
、
(
主
君
に
乞
う
て
)
妻
に
ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
を
授
封
し
て
も
ら
う
と
い
う
形
で
、

に
は
)
一
期
分
を
設
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
で
き
る
。

(
実
質
的

北法51(1・58)58



(
ニ
)
「
レ

l
ン
法
」
に
は
(
レ
!
ン
に
つ
い
て
の
こ
期
分
に
関
し
て
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。

(削〉

(
1
)
「レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
と
目
さ
れ
る
レ

l
ン
法
コ
二
・
一

H

「
あ
る
家
臣
が
彼
の
妻
(
の
た
め
)
に
、
成
熟

(
H
満

(
問
)

一
一
一
歳
)
に
達
し
た
息
た
ち
の
承
諾
を
得
て
、
所
領
を
一
期
分
と
し
て
約
定
(
な
い
し
、
設
定
)
す
る
(
島
呂
町
同
)
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
、
主

君
も
ま
た
子

(
N
息
)
た
ち
も
そ
れ
(
H
一
期
分
)
を
破
る
こ
と
を
え
な
い
、
彼
女
が
そ
れ
に
つ
い
て
証
人
を
有
す
る
な
ら
ば
。
子
た
ち
が
成

熟
以
前
に
そ
れ
に
同
意
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
に
は
、
彼
等
(
子
H
息
た
ち
)
は
(
そ
の
同
意
を
撤
回
し
)
そ
れ

(
H
一
期
分
)
を
破
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
主
君
は
(
そ
う
す
る
こ
と
が
)
で
き
な
い
」
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

こ
の
条
項
も
妻
の
た
め
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
レ

1
ン
に
つ
い
て
一
期
分
を
設
定
す
る
ケ
l
ス
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め

て
指
摘
す
る
ま
で
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
「
(
封
相
続
人
で
も
あ
(
り
う
)
る
)
息
た
ち
の
承
諾
を
得
て
」
行
わ
れ
る
こ
と
か
ら
、
そ

れ
が
(
通
常
の
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
設
定
さ
れ
る
一
期
分
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
封
相
続
人
で
あ
る
息
が
あ
る
場
合
に
も
妻
の
た

(
問
)

め
に
一
期
分
を
設
定
で
き
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
条
項
だ
け
で
は
、

そ
の
場
合
(
通
常
の
)

ゲ
デ
ィ
ン
ゲ
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
の
か
、
ま
た
、
主
君
が
そ
れ
を
破
り
え
な
い
と
い
う
の
は
具
体
的
に
は
何
を
意
味
す
る
の
か
な
ど
、
判

然
と
し
な
い
点
も
残
る
が
、
そ
う
し
た
疑
問
に
つ
い
て
は
、
ア
イ
ケ
以
後
の
補
遣
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
が
、
以
下
に
挙
げ
る
二
つ
の
条
項

が
参
考
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
胤
)

ア
イ
ケ
以
後
(
お
そ
ら
く
-
二
七
O
年
以
前
に
)
補
足
さ
れ
た
レ
l
ン
法
一
一
二
・
二
日

「
し
か
し
、
あ
る
主
君
が
あ
る
妻
(
あ
る
い
は
、
女
性
)
に
、
(
通
常
の
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
法
に
よ
っ
て

(
E
m
a
g
m
g
B
n
Z
)
で
は
な
く
、
彼

女
の
存
命
中
と
い
う
明
確
な
言
葉
を
用
い
て
所
領
を
封
与
す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
場
合
、
こ
の
レ
l
ン
(
H
一
期
分
の
授
封
)
を
彼

(
H
主
君
)

(
問
)
(
附
)

は
彼
女
の
存
命
中
彼
女
に
対
し
固
く
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
た
と
え
彼
女
が
そ
の
後
息
を
儲
け
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
彼
女
の
夫
が
こ

(2)
ま
ず
、
右
の
レ
l
ン
法
コ
二
・
一
の
直
後
に
、

北法51(1・59)59



説

の
所
領
を

B
n
F
B
m
m要
。
円
。
の
中
に
も
っ
て
(
こ
の
場
合
、
単
に
、
「
最
期
ま
で
き
ち
ん
と
占
有
・
支
配
し
て
い
て
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
、
「
法
定
ゲ

(
胤
)

ヴ
ェ

1
レ
」
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
な
意
味
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
)
死
亡
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
な
ら
ば
」
。

北j去51(1.60)60

-:;:-b、
日岡

こ
れ
に
よ
っ
て
、
ま
ず
レ

l
ン
法
コ
二
・
一
で
述
べ
ら
れ
て
い
た
一
期
分
の
設
定
が
、
(
単
に
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
を
借
り
て
(
黙
示
的
に
)

行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
「
彼
女
の
存
命
中
と
い
う
明
確
な
言
葉
を
用
い
て
」
、
(
つ
ま
り
そ
れ
が
一
期
分
の
設
定
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
)
行

わ
れ
る
こ
と
が
判
る
。
し
か
し
、
夫
は
一
期
分
の
設
定
さ
れ
た
所
領
を
最
期
ま
で
「
占
有
」
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、

一
期
分
権
者
で
あ
る
妻

が
夫
の
存
命
中
そ
れ
を
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
式
に
よ
る
一
期
分
の
設
定
も
(
一

種
の
)
ゲ
デ
イ
ン
ゲ

(
H
現
に
占
有
・
支
配
し
て
い
る
夫
の
死
後
に
お
け
る
所
領
の
占
有
・
支
配
の
予
約
を
内
容
と
す
る
授
封
)
で
あ
る
こ
と
を
確
認

(
即
)

で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
一
期
分
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
授
封
さ
れ
る
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
関
し
て
、
後
に
(
封
相
続
人
に
な
る
べ
き
)
息
が
生
ま

(
鴎
)

れ
で
も
、
主
君
が
そ
れ
を
理
由
に
し
て
こ
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
H

一
期
分
を
破
り
え
な
い
旨
、
明
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。

(

刈

)

(

川

)

(
3
)
次
に
、
レ
ー
ン
法
二
・
二
の
後
に
、
同
じ
く
ア
イ
ケ
以
後
(
し
か
し
早
く
て
も
一
二
七
O
年
以
降
)
補
足
さ
れ
た
レ

l
ン
法
二
・
三
H

「
あ
る
女
性
(
あ
る
い
は
、
妻
)
が
し
か
し
、
彼
女
の
た
め
に
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
女
の
存
命
中
一
期
分
と
し
て
設
定
し
た
者
の
死
後
、
法
に

よ
っ
て
(
邑
ご
白
与
問
。
)
(
H
主
君
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
手
続
を
経
て
て
あ
る
い
は
、
彼
の
主
君
の
愛
顧
(
な
い
し
、
一
存
)
に
よ
っ
て

(
B
X

(
川
)

5
5
5ロ
)
(
H
主
君
の
一
存
で
)
、
(
そ
の
)
所
領
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
入
る

(
H
そ
の
所
領
を
占
有
・
支
配
す
る
)
場
合
、
彼
女
は
そ
れ
を
彼
女

(
山
)

の
存
命
中
占
有

(
σ
2
5ロ
)
す
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ

(
H
所
領
な
い
し
そ
の
占
有
)
が
彼
女
に
と
っ
て
破
ら
れ
る

(
H
彼
女
か
ら
奪
わ
れ
る
)
こ
と

(
川
)

が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
(
主
君
が
そ
の
所
領
を
特
に
上
級
主
君
に
返
還
し
て
)
手
放
す
こ
と
に
よ
っ
て
も

(
E
2
1
a
g
o
)
ま
た
主
君
の
死
亡
に

よ
っ
て
も
、
(
た
だ
し
そ
れ
は
)
彼
女
が
彼
女
の
法

(
H
一
期
分
の
権
利
)
に
従
っ
て

(
E
0
5
2
2度
目
)
(
新
し
い
、
あ
る
い
は
、
上
級
主
君
に
)
そ

の
(
所
領
の
)
授
封
更
新
を
求
め
る
限
り
(
の
こ
と
で
あ
り
て
ま
た
(
彼
女
は
そ
の
場
合
)
そ
の
所
領
が
帰
属
す
る
い
ず
れ
の
(
新
し
い
、
あ
る
い

は
、
上
級
)
主
君
に
対
し
て
も

5-唱
(
授
封
更
新
華
議
)
を
も
っ
。
し
か
し
、
彼
女
が
彼
女
の
死
後
そ
れ

(
H
所
領
)
を
彼
女
の
子
た
ち
に



相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
」
。

こ
の
条
項
は
、

(
川
)

一
と
は
異
な
り
)
、

夫
は
死
亡
し
て
い
て
一
期
分
権
者
で
あ
る
妻
が
す
で
に
所
領
を
占
有

先
ほ
ど
述
べ
た
レ
l
ン
法

(
・
支
配
)
し
て
い
る
場
合
に
妻
が
所
領
に
つ
い
て
い
か
な
る
権
利
を
も
つ
か
、
を
述
べ
て
い
る
。
特
に
注
目
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
場
合
妻
は

(
山
)

(
こ
の
所
領
を
相
続
さ
せ
る
権
利
は
も
た
な
い
も
の
の
)
、
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
が
(
通
常
の
)
所
領
を
授
封
さ
れ
た
場
合
と
は
異
な
り
、
主

君
が
死
亡
し
、
あ
る
い
は
、
(
一
期
分
と
し
て
授
封
さ
れ
た
)
所
領
を
(
上
級
主
君
に
返
還
す
る
な
ど
し
て
)
手
放
し
た
場
合
、
(
新
し
い
、
あ
る
い

(
山
)

は
、
上
級
主
君
に
対
す
る
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
っ
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

(三)・

(
1
)
以
上
の
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
史
料
的
所
見
を
テ
キ
ス
ト
の
成
立
年
代
順
に
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で

ぇ
=φ

。
①
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
お
よ
び
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で
は
、

レ
ー
ン

く
「
女
性
」
に
対
し
(
例
外
的
に
)
所
領
が
授
封
さ
れ
る
ケ
l
ス
は
姿
を
見
せ
る
が
、
レ
ー
ン
に
つ
い
て
も
一
期
分
を
設
定
し
う
る
こ
と
は
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
女
性
に
も
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
授
封
し
う
る
こ
と
さ
え
、

ヘ
l
ル
シ
ル
ト
な
い
し
レ

l
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
欠

(
ま
だ
)
少
な
く
と
も
明
示
的
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。

②
「
妻
」
の
た
め
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
一
期
分
を
設
定
し
う
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
(
封
相
続
人
に
な
り
う
る
)
息
(
た
ち
)
が
あ
る
場
合
に

も
、
彼
(
等
)
の
承
諾
を
得
て
、
(
通
常
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
と
は
異
な
り
)
一
期
分
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
て
そ
れ
を
設
定
し
う
る
こ
と
は
、
「
レ
ー

ン
法
」
で
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
な
い
し
条
項
に
は
じ
め
て
姿
を
現
す
。

iヒ{去510・61)61

こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
著
者
の
ア
イ
ケ
が
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
い
て
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
に
つ
い
て
述
べ
た
際
に
レ
l

ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
そ
れ
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
結
果
、
「
レ
l
ン
法
」
に
も
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
を
加
え
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
、
と
推
量
さ
れ
る
。



説

③
ア
イ
ケ
以
後
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
妻
の
一
期
分
に
対
す
る
権
利
は
さ
ら
に
強
化
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
君
は
、
後
に

息
が
生
ま
れ
た
こ
と
を
理
由
に
そ
れ
を
破
り
え
な
い
こ
と
が
明
記
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

一
期
分
を
(
殺
り
に
そ
れ
が
約
定
さ
れ
て
い
る

北法51(1・62)62

乞晶

画岡

所
領
を
手
放
し
た
り
せ
ず
)
固
く
守
る

(
H
一
期
分
の
権
利
を
実
現
さ
せ
る
)
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
最
も
新
し
い
テ
キ
ス
ト
で
は
、
夫

の
死
後
す
で
に
妻
が
一
期
分
と
し
て
占
有
・
支
配
し
て
い
る
所
領
に
つ
い
て
は
、
主
君
が
死
亡
し
あ
る
い
は
そ
の
所
領
を
手
放
し
た
場
合
、

(「へ

i
ル
シ
ル
ト
な
い
し
レ
l
ン
法
を
欠
く
者
」
が
授
封
さ
れ
た
場
合
に
一
般
に
は
認
め
ら
れ
な
い
)
(
新
し
い
、
な
い
し
、
上
級
)
主
君
に
対
す
る

「
授
封
更
新
請
求
権
」
ま
で
認
め
ら
れ
て
い
る
。

(
2
)
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
レ

l
ン
(
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
一
期
分
)
は
、
彼
女
等
の
夫
の
存
命
中
、
彼
女
等
の
ゲ

(
川
)

デ
イ
ン
ゲ
で
あ
り
、
彼
女
等
の
夫
の
死
後
そ
れ
は
彼
女
等
の

B
n
z
-
g
で
あ
る
」
(
三
・
七
五
・
二
と
言
わ
れ
て
い
た
。
著
者
は
こ
の
場
合
、

『

R
Z
-
g
の
語
に
よ
っ
て
何
を
言
お
う
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
約
定
さ
れ
た
一
期
分
は
、
夫
の
存
命
中
夫
が
ひ
き
つ

づ
き
占
有
・
支
配
し
て
お
り
、
妻
が
そ
れ
を
占
有
・
支
配
す
る
の
は
夫
の
死
後
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
に
姿
を
見
せ
る
お
各
二

g
の

概
念
が
、
特
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
と
の
対
比
に
お
い
て
、
「
占
有
(
・
支
配
ご
と
い
う
属
性
に
着
目
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

レ
ー
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
で
は
、
(
そ
れ
は
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
な
い
し
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
に
授
封
さ
れ

る
。
し
か
し
、

る
レ
l
ン
の
一
種
で
あ
る
か
ら
)
、
も
と
も
と
「
相
続
権
」
も
「
授
封
更
新
請
求
権
」
も
な
い
は
ず
で
あ
る
。
一
方
、

B
n
v
ニg
に
は
、
ほ
ん
ら
い

そ
う
い
う
権
利
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、

一
一
・
三
で
、

ア
イ
ケ
以
後
(
最
も
新
し
い
テ
キ
ス
ト
で
)
補
足
さ
れ
た
レ
1
ン
法

一
期
分
に
つ
い
て
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
認
め
て
い
る
ケ
l
ス
で
は
、
一
期
分
が
そ
の
分
だ
け
(
ほ
ん
ら
い
の

)asこ
g
に

(
川
)

近
づ
い
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
こ
で
も
「
相
続
権
」
は
明
示
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
円
-mnz
ニg
に
は
当
然

「
相
続
権
」
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
右
の
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
お
各
二

g
の
用
語
法
は
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
そ
れ
と
は

異
な
り
、
ま
だ
十
分
に
熟
し
た
も
の
に
は
な
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
ひ
き
つ
づ
き

B
で
ザ
ク
セ
ン



シ
ユ
ピ

i
ゲ
ル
に
お
け
る
お
岳
ニ

g
の
概
念
を
検
討
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

B 

「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
」
に
お
け
る
湾
各
ニ

g

こ
こ
で
は
、
第
二
章
・
(
四
)
お
よ
び
本
章
・

A
で
「
レ
l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
」
に
関
連
し
て
問
題
に
な
っ
た
、
ザ
ク
セ
ン

シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る

B
n
zニ
g
の
概
念
を
検
討
す
る
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

(
一
)
ま
ず
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
お
岳
ニ

g
の
用
語
法
一
般
に
つ
い
て
。

(
凶
)

レ
l
ン
法
の
二
二
条
項
(
中
の
一
四
筒
所
)
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
う
(m) 

ち
八
条
項
(
九
箇
所
)
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
条
項
の
な
い

(
H
「
レ
!
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
条
項
で
あ
る
。

(
l
)
「レ
1
ン
法
」
に
円
宮
町
二

g
の
語
が
現
れ
る
の
は
、

残
り
五
条
項
(
五
箇
所
)
の
う
ち
の
一
つ
で
は
、
こ
の
語
は

(
A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
条
項
に
)
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
箇

(
凶
)

所
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
そ
れ
に
対
応
す
る
箇
所
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
に
当
た
る
語
も
な
い
。

(
2
)
以
上
(
九
条
項
・
一

O
筒
所
)
を
除
き
、
「
ア
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
対
応
す
る
箇
所
の
あ
る
四
条
項
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る

(
印
)

と
、
「
レ
i
ン
法
」
で
円
2
7
ニg
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、
二
条
項
で
は
単
に

g
s
P
2
5
(レ
l
ン
)
と
な
っ
て
い
る
が
、
他
の
二

(
凶
)

条
項
で
は

g
百
時
三
》

g
m
m
n
E
B
(
通
常
の
レ
l
ン
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
の

g
庶
民
m
-
u
g
m
m
n
E
B
の
語
は
、

(nq宮
5
と
同
じ
方
法
で

北法51(1・63)63

調
べ
た
限
り
で
は
)
、
こ
れ
以
外
に
も
、
「
レ
i
ン
法
」
で
は

B
n
vニ
g
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
(
実
質
上
)
二
条
項
(
二
箇
所
)
に
も
姿
を

(
別
)

見
せ
る
。



説

以
上
の
史
料
的
所
見
に
よ
っ
て
す
で
に
、

B
n
z
こ
g
の
概
念
が

|
l
l
v
m
E
E
の
場
合
と
同
じ
く
!
|
|
(
少
な
く
と
も
)
よ
う
や
く
「
レ

i

(
ニ
)
そ
こ
で
、
次
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る

g
庶
民

n
z
s
m
a
z
g
の
用
語
法
を
具
体
的
に
見
て
い
く
と
、
以
下
の

北法51(1.64)64 

ン
法
」
に
な
っ
て
か
ら
確
立
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
当
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。

論

通
り
で
あ
る
。

(
1
)
・
①

A

V
二
・
六
五
(
H
レ
l
ン
法
七

一
)
H
「
上
記
の
こ
と
は
、
す
べ
て

g-開問。
-ugmmaロ
ヨ
(
「
レ
l
ン
法
」
で
は
、
間
四

B
g
o

-ORRZ)
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
(
H
論
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
、
お
よ
び
、

A

V
二
・
六
六
(
H
レ
l
ン
法
・
向
上
)
H
「
さ
ら
に
私
は
三
種
の

z
s
p
z
B
(レ
l
ン
な
い
し
授
封
の
仕
方
)
を
区
別
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
読
者
は
(
以
下
に
お
い
て
て
そ
れ
ら
が
ど
れ
だ
け
白
否
布
告

(σgmmg白
)
(
H通
常
の
レ
l
ン
と
)
(
「
レ
l
ン
法
」
で
は
、
〈
包
想

52128nzm)
と
異
な
る
か
、
(
私
見
)
を
聴
か
れ
た
い
」
。

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ
ス
」
は
こ
の
後
、
(
「
レ
l
ン
法
」
と
く
ら
べ
る
と
は
る
か
に
簡
略
に
で
は
あ
る
が
)
、
@
二
・
六
七
と
六
八
(
H
レ
l

(
凶
)

ン
法
七
一
・
一
一
と
一
二
)
で

-
E
5
5島
Z
g
m
B
E
(
H裁
判
権
レ
!
ン
)
に
つ
い
て
述
べ
、
@
さ
ら
に
二
・
六
九
と
七

O
(
H
い
ず
れ
も
レ
l
ン
法

(
印
)

七
一
・
六
)
で
聞
き
も
日

E
u
z
g
m
a
c
B
(
H
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
i
ン
)
に
つ
い
て
述
べ
た
後
、
①
(
章
を
改
め

)
g
g
E
S
宮
5
P
E日
(H城
塞
レ
l

ン
)
に
つ
い
て
三
・
一
か
ら

一
ま
で

(
A
V
三
・
一

H
レ
l
ン
法
七
一
・
九
の
前
段
と
七
一
・
一
四
の
大
部
分
、

A
V
三
・
二
H
レ
l
ン
法

七
一
・
一
八
の
大
部
分
、

A
V
三
・
三
と
コ
了
間
H
レ
l
ン
法
七
一
・
一
九
の
大
部
分
と
七
一
・
二
O
の
前
段
、

A
V
三
・
五
H
レ
l
ン
法
七
二
・
一

の
末
尾
の
一
文
、

A
V
三
・
六
と
三
・
七
日
レ
l
ン
法
七
二
・
二
の
大
部
分
と
七
二
・
三
、

A
V
三
・
八
H
レ
l
ン
法
七
二
・
四
、

A
V
三
・
九
H
レ
1

(
m
a
)
 

ン
法
七
二
・
五
の
大
部
分
、

A
V
三
・
一
O
H
レ
l
ン
法
七
二
・
七
の
前
段
、

A
V
二
了
一
一
H
レ
l
ン
法
七
二
・
七
の
後
段
)
を
費
し
て
詳
し
く

(
凶
)

論
じ
て
い
る
。

②

A

V
で

g
庶
民

o
z
s
m
a
c
B
の
語
が
登
場
す
る
他
の
二
つ
の
条
項

(
A
V
三
・
四
日
レ
l
ン
法
七
一
・
一
九
、
お
よ
び
、

A
V
三
・
一
一



H
レ
l
ン
法
七
二
・
七
)
は
い
ず
れ
も
右
の
①
に
属
し
、
そ
こ
で
は

g
ぽ
R
1
5
5
P
E
B
の
語
が

R
Z
E
ヨ
σ
g
m
m
n
E
B
(
H
城
塞
レ
!
ン
)
に

対
置
さ
れ
た
上
で
、
城
臣
が
証
人
と
し
て
も
つ
権
利
(
お
よ
び
そ
の
限
界
)
、
あ
る
い
は
、
(
城
臣
の
責
任
な
し
に
)
破
壊
さ
れ
た
城
塞
が
再
建

(
四
)

さ
れ
る
ま
で
の
間
城
臣
が
城
塞
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
つ
権
利
、
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

③
以
上
に
お
い
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

g
-
m
R
m
g
s
p
z
s
の
語
が
、
三
つ
の
い
わ
ゆ
る

ω
o
E
E
m
F
S
(
H
「
特
別

(
な
い
し
、
特
殊
)
な
レ
l
ン
」
)
(
特
に
「
城
塞
レ
l
ン
」
)
と
の
対
比
に
お
い
て
、
そ
れ
以
外
の
「
通
常
の
(
あ
る
い
は
、
普
通
の
)
レ
l
ン
」
と
い

う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

(2)
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
三
種
の
「
特
別
な
レ

l
ン
」
は
具
体
的
に
い
か
な
る
点
で
こ
の

g
ぽ
E
H
Z凶
g
o
p
z
g
と
異
な
る
の
か
。

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

@
ま
ず
、
「
E
a
w
g
&
σ
g
m
m
n
E
B
(
H
裁
判
権
レ
l
ン
)
は
第
四
の
手
ま
で
下
り
て

(
H
授
封
さ
れ
て
)
は
な
ら
な
い
、
た
だ
し
裁
判
官
に
対

す
る

E
S
(
H
裁
判
権
)
を
も
っ
官
邸
m
p
n
E
S
(
H
シ
ユ
ル
ト
ハ
イ
ス
職
)
は
除
く
」

(
A
V
二
・
六
七

H
レ
l
ン
法
七
一
・
一
乙
、
ま
た
、
「
い
ず
れ

の
者
も
彼
に
封
与
さ
れ
た
宮
色
E
Z
B
(
裁
判
管
区
H
裁
判
権
)
を
他
の
者
に
封
与

(
H
又
授
封
)
す
る
こ
と
を
え
な
い
、
た
だ
し
そ
れ
に
付
属
し

て
い
る
岳
回
関
口
百
E
E
W
E
S
(
H
特
別
な
裁
判
管
区
・
裁
判
権
)
が
あ
れ
ば
別
で
あ
り
、

(Zen-EB
を
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
は
)
そ
れ
だ
け
は
自
由

(m) 

な

(
H
授
封
し
な
い
)
状
態
で
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
」

(
A
V
二
・
六
八
日
レ
l
ン
法
七
一
・
一
一
一
)
。

@
「
ま
た
誰
か
が
他
の
者
の
司
8
唱号
g
(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
授
封
さ
れ
た
場
合
、
(
そ
の
家
臣
は
)
法
的
に
は

(
a
t
z
B
)
そ
の
(
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー

ン
の
)
授
封
更
新
を
(
主
君
の
)
相
続
人
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
、
ほ
か
の
誰
か
(
新
し
い
主
君
、
特
に
上
級
主
君
)
に
対
し
て
も
(
そ

う
す
る
こ
と
が
で
き
)
な
い
。
し
か
し
、
官
。
-
E
m
g江田

σ
g
m
m
n
Z
B
(
H
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
、
な
い
し
、

ア
イ
ゲ
ン
の
授
封
)
は
(
ほ
ん
ら
い
)
第

六
の
手
ま
で
下
り
て
い
く
の
で
あ
り
、
彼
等
(
複
数
の
授
封
者
H

中
間
の
主
君
)
の
う
ち
最
上
級
の
主
君
以
外
は
他
の
い
か
な
る
者
も
、
(
特
に

北法51(1・65)65

主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
宮
s
m
a
z
g
(
H
授
封
、
こ
の
場
合
特
に
授
封
更
新
の
請
求
)
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
」

(
A
V
二
・
六
九

H
レ
l
ン
法

(m) 

七
一
・
六
)
。
「
彼
の
言
。
宮
町
宮
田
(
日
ア
イ
ゲ
ン
)
を
家
臣
た
ち
に
封
与
し
た
そ
の
同
じ
主
君
は
、
必
要
な
場
合
、
そ
れ

(
H
ア
イ
ゲ
ン
)
を
自
由



説

に
取
り
戻
す
こ
と
が
で
き
る
、
そ
れ
を
家
臣
た
ち
に
ぎ

E
E宮
E
E
(
H
ラ
イ
ヒ
の
所
領
)
に
よ
っ
て

Z
S
B
Sロ
B
(
H授
封
)
の
方
法
で

(H

(
肌
)

ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
授
封
す
る
と
い
う
形
で
)
補
償
す
る
限
り
」

(
A
V
二
・
七
O
H
同
じ
く
レ
l
ン
法
七
一
・
六
)
。

①
「
ロ
号
g
z
g
σ
g
m
m
n
z
s
(
H
城
塞
レ
l
ン
)
は
第
二
の
手

(H
又
家
臣
)
ま
で
下
り
る
こ
と
は
な
い
(
日
又
授
封
さ
れ
や
る
な
ど
。
た
だ
し
、

城
臣
が
こ
の

σ
s
o
m
a
z
g
(
H
城
塞
レ
l
ン
)
を
そ
の
よ
う
に
他
の
者

(H
そ
の
家
臣
、
城
主
の
又
家
臣
)
に
封
与

(H
又
授
封
)
し
で
も
、
こ
の
レ

北法510・66)66

型，
b岡

ー
ン
に
つ
い
て
の

g
s
m
a色
町
呂
田

(H
レ
l
ン
法
上
の
権
利
、
こ
の
場
合
、
具
体
的
に
は
城
塞
レ
l
ン
を
又
授
封
す
る
権
利
)
や
ニ
城
臣
で
あ
る
)
家

臣

(ggo)
が
そ
の
主
君
主
。
ョ
5
5
)
(
H
城
主
)
か
ら
享
受
し
て
い
る
場
合
は
別
で
あ
る
が
、
(
こ
の
場
合
に
も
又
家
臣
は
、
主
君

H
城
臣
に
異

動
が
あ
っ
た
際
に
)
他
の
(
H
新
し
い
ま
た
は
上
級
)
主
君
(
H
城
臣
の
封
栢
続
人
ま
た
は
城
主
)
に
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
は
(
で
き
)
な
い
」

(m) 

(
A
V
三
・
一
H
レ
l
ン
法
七
一
・
九
と
七
一
・
一
四
)
。
ま
た
、
「
城
臣
は
、
主
君
(
H
城
主
)
の
た
め
に
(
一
般
の
家
臣
と
同
じ
よ
う
に
)
勤
務
す
る

義
務
を
負
わ
な
い
が
、
城
塞
に
住
ん
で
そ
れ
を
そ
の
災
厄
か
ら
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
城
臣
は
、
必
要
な
場
合
、
主
君
(
日
城
主
)

(
郎
・

a)

の
た
め
に
(
そ
の
城
塞
法
廷
で
)
判
決
を
発
見
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
A
V
三
・
二
H

レ
l
ン
法
七
一
・
一
人
)
。

以
上
の
記
述
を
も
と
に
し
て
考
え
る
と
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

g
-
m
R
n
g
s
p
E
B
の
も
つ
属
性
と
し
て
、
お
お
よ
そ

次
の
こ
と
が
浮
か
び
上
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
あ
る
い
は
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
裁
判
権
・
裁
判
管
区
を

目
的
物
(
H
レ
l
ン
財
)
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
(
必
ず
し
も
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
が
)
、
(
上
級
主
君
か
ら
主
君
に
授
封
さ
れ
た
)
ラ
イ

ヒ
の
所
領
が
(
さ
ら
に
)
家
臣
に
(
又
)
授
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
家
臣
は
そ
れ
に
つ
い
て
(
自
分
の
家
臣
に
対
す
る
)
「
又
授
封
権
」
、
(
自
分

が
死
亡
し
た
場
合
、
そ
れ
を
自
分
の
怠
に
)
「
相
続
(
さ
せ
る
)
権
(
利
)
」
、
(
主
君
が
死
亡
し
ま
た
は
家
臣
の
レ
l
ン
を
上
級
主
君
に
返
還
し
た
場
合
な

ど
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
の
、
新
し
い
主
君
ま
た
は
上
級
主
君
に
対
す
る
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
も
っ
反
面
、
(
城
塞
レ
l
ン
と
は
異
な
り
)
主

君
に
対
す
る
(
城
塞
防
備
、
お
よ
び
、
城
塞
法
廷
に
お
け
る
勤
務
以
外
の
)
勤
務
の
義
務
(
具
体
的
に
は
、
特
に
軍
役
義
務
と
参
廷
義
務
)
を
伴
う
も

の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
そ
れ
で
あ
る
。



(
三
)
次
に
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
お
岳
ニ

g
の
用
語
法
を
検
討
す
る
が
、
紙
幅
の
節
約
の
た
め
に
、
右
に
述
べ
た
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l

ト
ゥ
ス
」
の

g
庶
民
m
g
s
m
n
E
B
と
共
通
す
る
点
は
で
き
る
だ
け
簡
略
に
す
ま
せ
、
そ
れ
と
異
な
る
点
に
力
点
を
置
く
こ
と
に
す
る
。

(
邸
)

(
l
)
「レ
i
ン
法
」
の

B
n
E
g
も、

σ
a
n
y
-
g
(
H
城
塞
レ
I
ン
)
と
対
比
さ
れ
る
場
合
が
最
も
多
¥
そ
れ
は
ま
た
(
三
つ
の
「
特
別
な
レ
1

(

胤

)

(

郎

)

ン
」
の
一
つ
で
あ
る
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
と
も
対
比
さ
れ
て
い
る
(
が
、
明
示
的
に
「
裁
判
権
レ
i
ン
」
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
)
0
5
n
z

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

-g
も
、
(
そ
の
限
り
で
は
=
庶
民
O
Z
5
p
z
g
と
同
じ
く
)
、
三
種
の
「
特
別
な
レ
l
ン
」
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

(
郎
)

し
か
し
、

B
Sニ
g
は
、
こ
れ
以
外
に
も
、
(
た
と
え
ば
、
「
家
人
領
」
の
よ
う
に
)
「
家
臣
に
臣
従
札
な
し
に
授
け
ら
れ
る
も
の
」
、
(
父
か
ら
の

(
問
)

相
続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
)
刊
ヨ
巳

g
(な
い
し
2
・白

g)、
(
本
章
・

A
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
現
に
別
な
家
臣
が
占
有
・
支
配
し
て
い
る
特
定
の
所
領
に

(
問
)

つ
い
て
の
)
明
白
色
宙
開
師
、
(
所
領
を
特
定
せ
ず
に
、
い
ず
れ
か
の
所
領
が
家
臣
の
死
亡
な
ど
に
よ
り
主
君
の
手
許
に
戻
っ
て
き
た
場
合
に
占
有
・
支
配
さ

(
問
)

せ
る
、
と
い
う
条
件
で
授
封
さ
れ
る
)
者
同
告
白
開
。
合
言
わ
ば
「
待
機
権
」
)
と
対
比
(
な
い
し
、
区
別
)
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
最
も
注
目
さ
れ
る
の
は
、
円
。
nzニ
g
が
明
示
的
に

m
a
g
m
n
(お
よ
び

S
E
E呂
町
)
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
に
よ
っ
て
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の

g-m理師

σ
g
o
m
a
c
B
に
お
い
て
は
(
三
種
の
「
特
別
な
レ
l
ン
」
と
の
比
較
か
ら
描
き
出
さ

れ
る
)
「
又
授
封
権
」
・
「
相
続
権
」
・
「
授
封
更
新
請
求
権
」
の
属
性
の
(
そ
の
ま
た
)
前
提
と
し
て
潜
在
し
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
「
(
レ
l
ン
の
)

占
有
(
・
支
配
ご
と
い
う
属
性
が
、
「
レ

l
ン
法
」
の

8
n
vニ
g
の
概
念
に
お
い
て
は
よ
り
鮮
明
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(
2
)
し
か
も
、
こ
の
こ
と
は
、
決
し
て
(
た
と
え
ば
「
レ
l
ン
法
」
で
幾
つ
か
の
条
項
が
「
補
足
」
さ
れ
た
結
果
、

snFこ
g
が
た
ま
た
ま
伺

a
s・

北法51(1-67)67

明
白
と
も
対
比
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
、
と
い
う
よ
う
な
)
単
な
る
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
著
者
ア
イ
ケ
が
意
識
的
・
自
覚
的
に
行
っ
た

「
改
訂
」
・
「
補
足
」
の
結
果
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

(a)
も
ち
ろ
ん
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
い
て
も
、
(
実
質
的
に
)
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
に
か
か
わ
る
条
項
は
存
在
す
る
。
し
か



説

し
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
へ
!
ル
シ
ル
ト
(
制
)
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
様
に
、
そ
の
数
は
「
レ

l
ン
法
」
に
く
ら
べ
る
と
目
立
っ
て
少
な
い

し
、
ま
た
、
そ
れ
に
関
す
る
用
語
も
(
ま
だ
)
統
一
(
な
い
し
、
確
立
)
さ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
」
を
指
す

Eチ'.6.
両岡

8
2邑
5
5
Z
5
m
n
g
(
H
(
こ
の
)
レ
l
ン
な
い
し
授
封
に
つ
い
て
二
番
手
の
者
)
(
な
ど
)
の
語
と
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
」
を
指
す
田
宮
n
E
5
σ
o
s
'

mnz
邑
・
-
ロ

σ
n
s
m
n
g
(
H
(
こ
の
)
レ
!
ン
(
に
つ
い
て
)
の
期
待
権
)
の
語
が
併
用
さ
れ
、
し
か
も
後
者
は
(
時
に
)
(
「
レ
l
ン
法
」
に
は
じ
め
て

(
附
)

明
確
に
姿
を
見
せ
る
、
授
封
の
際
に
所
領
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
さ
れ
な
い
)
者
向
含
ロ
唱
を
も
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
「
レ

l
ン
法
」
で
は
明
示
的
に

m
a
g
m
m
の
語
を
用
い
た
条
項
が
か
な
り
の
数
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
だ
け
で

(
凶
)

な
く
、
そ
れ
が
き
邑
ロ
ロ
明
。
と
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
開
m
b
F
ロ
加
刊
の
概
念
化
・
統
一
化
が
い
ち
だ
ん
と
進
展
し
て
い
る
。
し
た

が
っ
て
、
「
レ

l
ン
法
」
で
そ
の

m
a
g唱
と
対
比
さ
れ
る
(
に
い
た
っ
た

)
5
n
z
gロ
の
概
念
に
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
の
〈
ロ
ナ

問問。

σ
g
m
m
n
z
s
と
異
な
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
差
異
は
偶
然
に
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
と
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

(b)
す
で
に
前
出
土
乙
・

(
1
)
・
①
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、

g
-
m
R
o
σ
n
s
m
p
E
B
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た

A
V
二
・
六
五

と
二
・
六
六
は
、

-
一
で
は
次
の
よ
う
に
「
改
訂
」
さ
れ
て
い
る
。
「
こ
れ
よ
り
前
の
と
こ
ろ
で
述
べ
ら
れ
た
こ
と
は
す
べ
て
、

レ
ー
ン
法
七

m
n
E
g
o
-
g『
n
n
Z
(
H共
通
の
、
あ
る
い
は
、

一
般
の
レ
l
ン
法
)
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
は
(
読
者
)
諸
賢
に
さ
ら
に
三
つ
の

-
g
g
m
o
(
H
授
封
の
仕
方
、
具
体
的
に
は
レ
l
ン
の
種
類
)
を
説
明
し
、
そ
れ
ら
が
ど
の
点
で

m
o
E
g
o
-
O
R
R
Z
と
異
な
る
か
を
述
べ
な
く
て

は
な
ら
な
い
」
。

な
ぜ
こ
こ
で
著
者
ア
イ
ケ
は
、

g-m向
Z
v
s
o
m
aロ
自
の
語
に
(
他
の
条
項
に
お
け
る
よ
う
に

)
B
n
z
-
g
の
語
を
宛
て
ず
に
、
(
新
た
に

)
m
m
s
g白

一
つ
に
は
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
∞
a
g
m
n
(お
よ
び

S
E
E
m
m
)
に
関
す
る
条
項
を
「
補

足
」
し
て
そ
の
概
念
に
つ
い
て
省
察
を
加
え
、
今
一
つ
に
は
(
レ
l
ン
の
)
「
占
有
(
・
支
配
ご
を
お
吾
こ

g
の
本
質
的
属
性
と
し
て
明
確
に

意
識
し
た
結
果
、
(
そ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る

)
m
a
g
m
n
(お
よ
び

S
H
-
E
a白
)
は
含
む
も
の
の
、
し
か
し
(
そ
れ
よ
り
後
の
と
こ
ろ

-
g
-
R
Z
の
語
を
用
い
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
。

北法510・68)68



で
論
じ
ら
れ
る
)
三
つ
の
「
特
別
な
レ

l
ン
」
を
含
む
こ
と
の
な
い
新
し
い
概
念
を
用
い
る
必
要
を
感
じ
た
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
(
因
み
に
、

開邑
g
m
m
が
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
・
「
城
塞
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
も
成
立
し
う
る
こ
と
は
、
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
に
明
記
さ
れ
て
お
り
、
そ

(
川
出
)

の
点
か
ら
も
、
個
目
島
田
明
白
は
お
n
F

ニg
と
は
異
な
る
も
の
の
加

mgg丘町田円
R
Z
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
)
。

(
凶
)

①
レ

l
ン
法
七
一
・
一
九
は
、

A

V
三
・
三
を
承
け
て
、
城
主
は
城
塞
法
廷

(
Z
R官
-
R
Z
H
E
G
m
g
n
Z
)
を
城
塞
以
外
の
場
所
で
は

聞
き
え
な
い
こ
と
、
ま
た
、
そ
こ
で
は
城
主
か
ら
城
塞
レ

l
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
城
臣
で
な
け
れ
ば
判
決
発
見
人
・
証
人
に
な
り
え
な
い

A
V
コ
了
四
の
最
初
の
一
文
中
の

g
-
m問。

σ
B
o
p
-
z
B
の
語
を
お
nv
こ
g
に
置
き
換
え
、
「
ま
た
、
人

(H
城
臣
)
は
城

こ
と
を
述
べ
た
後
、

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

塞
レ

l
ン
を
も
と
に
、

B
S
ニ
g
を
も
っ
者
に
関
し
て
判
決
を
発
見
し
証
人
に
な
る
こ
と
を
え
な
い
、
ま
た
、
後
者
が
前
者
に
関
し
て
も

(
凶
)

(
そ
う
す
る
こ
と
を
え
)
な
い
」
と
つ
づ
け
て
、
こ
の
条
項
を
締
め
括
っ
て
い
る
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
は
、

E
ぽ
旬
開

σ
s
o
p
-
z
B
あ
る
い

は

B
n
z
-
g
の
い
ず
れ
の
語
を
用
い
よ
う
と
論
旨
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
で
意
識
的
・
自
覚
的
に

m
a
g
m
n
(お
よ
び

S
E
S
m
o
)
に
対
置
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
お
各
二

g
の
概
念
を
こ
こ
で
用
い
た
こ
と
の
意
味
な
い
し
効
果
は
、
そ
れ
に
つ
づ
く
レ

l
ン
法
七

一
・
二

O
(前
段
)
に
お
い
て
鮮
明
に
現
れ
る
。

(
凶
)

・二

O
(
前
段
)
H
「ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
あ
る
家
臣
は
、
城
塞
レ

l
ン
以
外
の
い
ず
れ
の
レ

l
ン
を
も
と
に

レ
ー
ン
法
七

し
て
で
も
、
他
の
(
ヘ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
)
者
(
H
家
臣
)
に
関
し
て
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
人
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
、
た
だ
し

諸
侯
の
(
も
つ
)
旗
レ

l
ン
に
関
す
る
場
合
は
除
く
」
。

こ
の
件
は
、
(
第
一
章
・
つ
3

・
⑬
で
)
前
述
し
た
よ
う
に
、

A

V
三
・
四
で
「
城
塞
レ
l
ン
は
別
に
し
て
、
家
臣
が
臣
従
札
に
よ
っ
て
受
領

(
川
)

し
ま
た
占
有
(
者
貧
富
島
由
)
の
中
に
も
っ
て
い
る
(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
い
ず
れ
の
レ

l
ン
に
も
と
づ
い
て
で
あ
れ
、
他
の
(
H
城
臣
以

外
の
)
家
臣
に
関
し
て
(
そ
う
す
る
)
資
格
の
あ
る
者
(
H
家
臣
)
な
ら
誰
で
も
、
判
決
を
発
見
し
ま
た
証
言
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
あ
っ

北法510・69)69

た
の
を
、
大
幅
に
「
改
訂
」
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
「
改
訂
」
に
よ
っ
て
、
実
は
A

V
三
・
四
と
レ

l
ン
法
七
一
・
二

O
と
で
は
論
旨
そ



説

の
も
の
が
変
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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雪ム
ロ岡

A
V
三
・
四
で
は
、
(
城
臣
は
城
塞
レ
i
ン
を
も
と
に
し
て
さ
庶
民
n
Z
5
P
E
B
を
も
っ
家
臣
の
判
決
発
見
人
・
証
人
に
な
り
え
な
い
と
し
た
上

で
)
、
(
〈
巳
加
旬
開
宮
5
P
Z
B
で
は
な
く
て
「
家
臣
が
臣
従
札
に
よ
っ
て
受
領
し
ま
た
占
有
の
中
に
も
っ
て
い
る

(
H
占
有
・
支
配
し
て
い
る
)
い
ず

れ
か
他
の

(
H
城
塞
レ
l
ン
以
外
の
)
レ

l
ン
を
も
と
に
(
号
官
。
5
2
同
-5σgmpg)」
と
い
う
表
現
を
用
い
、
「
他
の
レ
l
ン
」
の
「
占
有
(
・

支
配
)
」
を
、
(
城
臣
以
外
の
)
家
臣
が
他
の
(
同
じ
く
そ
れ
を
も
っ
、
城
臣
以
外
の
)
家
臣
に
関
し
て
判
決
発
見
人
・
証
人
に
な
る
た
め
の
要
件
と

し
て
い
る
。
「
城
塞
レ

l
ン
以
外
の
レ

l
ン
」
の
中
に
は
当
然
、

g-mRmσsop-ロ
ヨ
だ
け
で
は
な
く
、
(
「
城
塞
レ
l
ン
」
と
と
も
に
「
特
別
な

レ
l
ン
」
に
属
す
る
)
「
裁
判
権
レ
l
ン
」
や
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
も
含
ま
れ
る
(
こ
こ
で

g
夜
間
四
宮

g
p
z
B
で
は
な
く
宮
5
5
2
色
E
Z
-

(

川

川

)

自
由

n
E
B
の
語
を
用
い
て
い
る
の
も
お
そ
ら
く
そ
の
た
め
で
あ
る
)
。
そ
れ
に
対
し
て
、
同
4
0
n
E
S
(す
な
わ
ち
、
明
白
色
吉
明
。
と
垣
間
Eao)
を
も
っ

者
は
、
(
直
ち
に
)
レ

l
ン
を
「
占
有
の
中
に
も
つ
」
こ
と
は
な
い
か
ら
、
当
然
右
の
要
件
に
(
し
た
が
っ
て
、

A
V
三
・
四
の
主
題
そ
の
も
の
に

も
)
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、

レ
ー
ン
法
七
一

-こ
O
は
、
(
先
行
す
る
七
一
・
一
九
の
末
尾
で
、
城
臣
は
城
塞
レ
l
ン
を
も
と
に
お

n
z
-
g
を
も
っ
家
臣
に

関
し
て
判
決
・
発
見
人
・
証
人
に
な
り
え
な
い
、
と
し
た
の
を
承
け
て
)
、
主
題
を
よ
り
明
確
に
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い
て
完
全
な
家
臣
」
が
判

決
発
見
人
・
証
人
と
し
て
も
つ
能
力
の
問
題
へ
と
(
転
換
、
な
い
し
)
拡
大
す
る
。
そ
し
て
、
彼
等
が
「
他
の
(
同
じ
く
へ
l
ル
シ
ル
ト
に
つ
い

て
完
全
な
)
家
臣
」
に
関
し
て
判
決
発
見
人
・
証
人
に
な
り
う
る
要
件
と
し
て
は
、

(
A
V
に
お
け
る
臣
従
礼
お
よ
び
占
有
が
削
除
さ
れ
て
)
単
に

「
(
城
塞
レ
l
ン
を
除
く
)
い
ず
れ
か
の
レ
l
ン
(
を
も
つ
こ
と
)
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
要
件
の
中
に
は
、
(
ま
ず
)
文
言
上
、
「
裁
判
権
レ
l

ン
」
や
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
だ
け
で
な
く
、
「
占
有
(
・
支
配
)
」
を
伴
う
こ
と
の
な
い
加
包
宙
開
刊
(
お
よ
び

S
E
E
m
g
も
(
レ
l
ン
の
一
穫
で

あ
る
か
ら
)
当
然
含
ま
れ
(
う
)
る
こ
と
を
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
も
こ
の
こ
と
は
、
単
な
る
文
言
上
の
可
能
性
に
は
と
ど
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。



ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

レ
ー
ン
法
二
了
一

(
H
A
V
一
・
一
一
一
七
)
に
は
、
「
家
臣
が
彼
の
主
君
か
ら
(
少
な
く
と
も
)
半
フ

1
フ
エ
(
の
耕
地
)
、
ま
た
は
、
五
シ
リ

ン
グ
の
収
益
を
生
む
所
領
(
な
い
し
、
レ
ー
ン
財
)
を
受
領
し
て
い
な
け
れ
ば
、
彼

(
H
家
臣
)
は
レ

l
ン
法
廷
に
お
い
て
誰
の
(
た
め
の
)
証

人
に
な
る
こ
と
も
で
き
な
い
」
、
と
明
記
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
主
君
の
レ

i
ン
法
廷
で
証
人
に
な
る
た
め
に
は
唱

eam

(
山
)

(や

S
H
E
E個
師
)
を
授
封
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
足
り
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
し
か
し
、

(
A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
)

レ
1
ン
法
九
・
一
は
、
「
あ
る
主
君
の
家
臣
で
あ
る
者
は
誰
し
も
、
た
と
え
彼
が
(
そ
の
)
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
し
て
い
な
く
て
も
、
レ
ー

ン
法
廷
で
代
言
人
に
な
り
、
ま
た
判
決
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
言
う
。
こ
の
条
項
の
「
た
と
え
彼
が
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
し

て
い
な
く
て
も
」
と
い
う
件
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
、
(
一
般
に
そ
う
解
釈
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
)
「
別
な
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
し
て
い
れ
ば
」
と

(
財
)

い
う
合
意
を
も
つ
の
で
は
な
く
、
(
「
た
と
え
彼
が
主
君
か
ら
(
ま
だ
)
所
領
を
(
現
実
に
)
受
領
し
て
い
な
く
て
も
」
と
補
っ
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ

う
に
)
「
主
君
か
ら
加

m
e
a
-や
垣
間
昔
話
。
)
を
授
封
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
場
合
で
も
」
と
い
う
合
意
を
も
っ
。
こ
の
条
項
が
「
レ

l
ン
法
」

で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
明
白
島
呂
町
(
お
よ
び

g-E口
開
。
)
は
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
「
補
足
」
の
主
要
テ
|

(
則
)

マ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
私
見
を
支
持
す
る
で
あ
ろ
う
。

-二
O
の
「
改
訂
」
は
、

mag明
白
(
や
垣
間

SEam)
に
関
す
る
「
補
足
」
の
一
環
で
(
も
)
あ
り
、
(
少
な

く
と
も
)
判
決
の
発
見
に
関
す
る
限
り
、
そ
れ
は
明
白
色

5mm(な
い
し

g
a
E明
白
)
を
授
封
さ
れ
レ
!
ン
を
ま
だ
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
な
い
家

こ
れ
を
要
す
る
に
、

レ
ー
ン
法
七
一

臣
で
も
で
き
る
と
い
う
実
質
的
な
「
改
訂
」
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
「
改
訂
」
が
、

一
つ
に
は
、
「
レ

l
ン
法
」
で

maz唱
や

さ

E
E唱
を
も
っ
家
臣
の
地
位
に
省
察
を
加
え
た
結
果
で
あ
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
今
一
つ
に
は
、
(
そ
れ
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
(
レ
l
ン
の
)
「
占
有
(
・
支
配
ご
と
い
う
属
性
を
顕
在
化
さ
せ
明
確
に
し
た
)
お
吾
ニ

g
概
念
の
成
熟
・
明
確
化
と
関
連
す
る
(
そ
し
て
、
そ
れ

を
裏
づ
け
る
)
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
二
O
の
「
改
訂
」
は
、
他
方
に
お
い
て
、
本
稿
の
主
題
で
あ
る
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「
ヘ
!
ル
シ
ル
ト
(
制
)
」
概
念
の
明
確
化
・
確
立
と
も
関
係
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
|
|
次
章
に
お
け
る
考
察
を
先
取
り
す
る
こ



説

と
に
な
る
の
で
ー
ー
そ
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
)
。

(3)
「レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
お

n
z
-
g
の
概
念
と
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る

g
-
m
R
n
σ
s
o
m
a
z
B
の
概
念
の
差
異

北法51(1.72)72

自命

を
う
か
が
わ
せ
る
用
例
が
も
う
一
つ
あ
る
。

レ
ー
ン
法
六
五
・
四
は
、
主
君
に
よ
る
家
臣
の
問
責
手
続
に
関
し
て
、

A

V
二
・
四
、
二
・
五
、
二
・
六
を
一
つ
の
条
項
に
ま
と
め
て
次

の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
家
臣
が
あ
る
主
君
か
ら
ラ
イ
ヒ
の
所
領
(
品
目
田
島
町
田

m
g、
A
V
で
は
百
官
E
-
m
z
z
p
z
g
)
を
受
領
し
て
い
る

な
ら
ば
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼

(
H
家
臣
)
を
ラ
イ
ヒ
の
所
領

2
2
島
町
田
加
去
、

A
V
で
は
複
数
で

σ
s
o
p
-
E自由
MOS--白
)
に
召
喚
す
べ
き
で
あ

る
(
以
上
、

A
V
二
・
四
に
対
応
)
。
し
か
し
彼

(
H
家
臣
)
が
彼

(
H
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン

(
A
V
で
は
喝
B
宝
巴
虫
色
。
邑
昆
)
を
レ

l
ン
と
し
て

受
領
し
て
い
る
な
ら
ば
、
彼

(H主
君
)
は
彼

(H家
臣
)
を

(
A
V
で
は
お

n
E
E
B
E
H法
に
従
い
)
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
に
召
喚
す
べ
き
で
あ

る
(
以
上
、

A
V
二
・
五
に
対
応
)
。
し
か
し
家
臣
が
あ
る
主
君
か
ら
(
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
た
)
所
領
を
受
領
し
て

(
H
授
封
さ
れ
て
)

い
る
な
ら
ば
、
た
と
え
そ
れ
が
彼
の
主
君
の
レ
l
ン
で
あ
る
ア
イ
ゲ
ン

(
H
彼
の
主
君
が
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
l
ン
と
し
て
受
領
し
た
も

の
)
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
ゆ
え
に
彼

(H主
君
)
は
彼

(H家
臣
)
を
彼

(H主
君
)
の
い
ず
れ
の
お
岳
ニ

g
に
も
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
以
上
、

A
V
二
・
六
に
対
応
)
」
。

こ
の
条
項
の
前
半

(
A
V
二
・
四
と
二
・
五
に
対
応
す
る
部
分
)
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
判
る
。
主
君
が
家
臣
に
授
封
す
る
所
領
は
、
主
君

が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
(
も
と
も
と
は
国
王
に
発
す
る
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、
「
主
君
(
自
身
)
の
ア
イ
ゲ
ン
」

で
あ
る
場
合
も
あ
る
。
主
君
が
家
臣
を
問
貢
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
封
し
て
い
る
家
臣
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
、

「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
は
「
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
に
召
喚
し
・
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
い
た
っ
て

明
快
で
あ
り
何
の
問
題
も
な
い
。
問
題
は
後
半
で
あ
る
。

ま
ず
、
「
彼
の
主
君
の
レ

l
ン
で
あ
る
ア
イ
ゲ
ン
」
と
は
何
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
、
前
半
の
「
(
家
臣
が
)
主
君
の
ア



イ
ゲ
ン
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
い
る
」
場
合
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
、
主
君
(
自
身
)
の
ア
イ
ゲ
ン
で
は
な
く
、
主
君
が
上
級
主
君
か

ら
授
封
さ
れ
た
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
り
、
そ
れ
(
な
い
し
、
そ
の
一
部
)
が
家
臣
に
又
授
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
。
こ
れ

は
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
も
な
い
し
、
ま
た
、
「
主
君
(
自
身
)
の
ア
イ
ゲ
ン
」
で
も
な
い
。
こ
う
し
た
所
領
を
受
領
し
て
い
る
家
臣
を
問
責

す
る
た
め
に
、
主
君
は
彼
を
ど
こ
に
召
喚
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
の
条
項
の
後
半
は
そ
の
こ
と
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

見
ら
れ
る
通
り
、
「
主
君
の
い
ず
れ
の
お
各
二

g
に
も
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
の
が
こ
の
間
に
対
す
る
解
答
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
場
合
、
『
宮
町
二

g
と
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
具
体
的
に
い
か
な
る
所
領
か
。
そ
れ
が
、
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
「
ア
イ
ゲ

ン
」
だ
け
で
な
く
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
も
含
ん
で
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
後
半
の
主
旨
が
(
具
体
的
に
は
)
「
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で

ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

あ
る
レ

l
ン
」
を
又
授
封
さ
れ
て
い
る
家
臣
は
、
問
責
の
た
め
そ
れ
に
限
ら
ず
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
も
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い

う
点
に
あ
る
こ
と
は
、
前
半
と
の
比
較
に
よ
っ
て
自
ず
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
(
ほ
ん
ら
い
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」

に
つ
い
て
成
立
し
た
は
ず
の
)
B
S
こ
g
の
概
念
が
「
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

l
ン
」
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
ま
で
拡
大
さ
れ
て

い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
を
受
封
さ
れ
た
家
臣
は
(
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
に
し
か
召
喚
で
き
ず
)
「
上
級

主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ

l
ン
」
に
召
喚
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
か
ら
、
後
者
に
召
喚
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
(
依
然
と
し
て
)
そ
れ

を
又
授
封
さ
れ
た
家
臣
に
限
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
も
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
の
「
ア
イ
ゲ
ン
(
・
レ
ー

ン
)
」
と
し
て
の
特
性
が
完
全
に
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
条
項

に
、
む
し
ろ
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
が
又
授
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ
を
で
き
る
だ
け
(
ほ
ん
ら
い
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る

E
R
E
-
g
並

(
問
)

み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
、
を
読
み
取
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

因
み
に
、
こ
の
件
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
の
対
応
条
項
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

A

V
二
・
六
日
「
い
ず
れ
か
の

北法51(1.73)73 

主
君
が
誰
か

(
H
上
級
主
君
)
の
ア
イ
ゲ
ン
(
℃
B
匂
号
冨
田
)
を
レ

l
ン
と
し
て
受
領
し
て
お
り
、
そ
し
て
他
の
者

(
H
家
臣
)
が
彼
か
ら
そ
の
ア



品i

イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
て
い
る
場
合
、
主
君
は
こ
の
家
臣
を
、
城
塞
レ
l
ン

(σmspy-EC号
自
EM)
だ
け
は
除
き
、
彼

(
H
主
君
)
の
い
ず
れ

の
レ

l
ン

(
Z
E
m
a
z
g
)
に
お
い
て
も
問
責
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

i
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る

北法51(1'74)74

"，，'Ll<. 

iiflU 

〈
ロ
庶
民
四
宮
E
m
n
E
B
の
概
念
は
、
特
に
ロ
号
g
z
s
σ
刊号
m
n
z
s
と
の
対
比
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
条
項
の

σ
?

担
何
回
呂
田

B
も
〈
色
刷
『
旬
開

σ
g
m
m
a
z
g
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
可
能
性
が
大
き
い
の
だ
が
、
少
な
く
と
も
こ
の
条
項
か
ら
(
こ
の
条
項
に
お

け
る

Z
5
P
E
B
の
概
念
は
と
も
か
く

)
g
-阿
倍

-
m
σ
g
n
p
z
s
の
概
念
と
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
の
聞
に
(
レ
l
ン
法
六
五
・
四
の

B
n
z
-
g
の
場
合

の
よ
う
な
)
関
連
を
(
直
接
に
)
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
で
は
、
前
述
の
よ

う
に
、

g
庶民伺

σ
g
m
m
n
E
S
は
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
城
塞
レ

l
ン
」
や
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
の
ほ
か
に
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
と

も
対
置
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
単
に
「
城
塞
レ
l
ン
だ
け
を
除
く
い
ず
れ
か
の

Z
E
P
E
B」
と
言
っ
た
の
で
は
、
(
お
そ
ら
く
著
者
の
意
図
に
反

し
て
)
、
主
君
は

1

1
こ
の
場
合
|
|
|
彼
が
上
級
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
る
「
上
級
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
」
や
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
な
く
て

(
問
)

も
、
彼
の
(
ラ
ン
ト
法
上
の
)
「
裁
判
管
区
」
内
で
あ
れ
ば
ど
こ
で
も
家
臣
を
問
責
で
き
る
、
と
解
さ
れ
る
余
地
を
残
す
結
果
に
な
っ
て
い
る
。

「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ゥ
ス
」
に
お
け
る

g
ぼ

R
Z
u
g
m
p
z
g
概
念
の
未
成
熟
さ
を
示
す
一
例
で
あ
り
、
そ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
レ

l
ン
法
」
の
お
わ
町
二

g
概
念
の
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
の
関
連
が
い
ち
だ
ん
と
鮮
明
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

(
四
)
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
・
レ
ー
ン
法
」
に
見
ら
れ
る
お
n
z
wロ
の
概
念
は
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ

l
ト
ウ

ス
」
の

g
ぽ

R
n
σ
g
m
m
a
c
B
の
概
念
と
基
本
的
に
は
同
じ
も
の
を
指
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
こ
で
は
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
の
か
か
わ
り

(
問
)

が
(
い
ち
だ
ん
と
)
鮮
明
に
な
り
、
特
に
(
新
た
に
)
明
E
E明
白
(
お
よ
び

S
E
E
m
g
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
(
レ
l
ン
の
)
「
占
有
(
・

支
配
)
」
と
い
う
属
性
が
紛
う
方
な
く
顕
在
化
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る

お
n
z
-
g
概
念
の
明
確
化
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
何
か
。



ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
は
最
初
「
レ

l
ン
法
」
↓
「
ラ
ン
ト
法
」
の
順
で
執
筆
さ
れ
、
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
後
「
レ

l
ン
法
」
に
「
改
訂
」
・

「
補
足
」
が
施
さ
れ
た
、
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
作
業
仮
説
を
前
提
に
す
れ
ば
、
同
書
に
お
い
て

mag唱
お
よ
び
8
n
y

ニg
の
語
が
最
初
に
、

し
か
も
明
確
に
対
比
さ
れ
て
姿
を
現
わ
す
の
は
、
「
レ

1
ン
法
」
で
は
な
く
「
ラ
ン
ト
法
」
で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
す
で
に
「
ラ
ン
ト

法
」
に
お
い
て
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
(
妻
や
娘
の
た
め
に
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
一
期
分
を
設
定
し
う
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
そ
の

こ
と
を
前
提
し
た
上
で
、

一
期
分
は
(
妻
の
た
め
に
)
レ

l
ン
に
つ
い
て
も
設
定
し
う
る
こ
と
、
し
か
し
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
は
、
妻

に
と
っ
て
(
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
そ
れ
と
は
異
な
り
)
夫
の
存
命
中
は
明
白
色
ロ
唱
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
は
夫
の
死
後
に
は
じ
め
て
妻
の

(
日
)

B
n
z
-
g
に
な
る
、
と
説
か
れ
て
い
た
。

ザクセンシュピ ゲルにおけるへールシルト制(2) 

一
期
分
は
「
妻
の
存
命
中
」
に
限
っ
て
(
つ
ま
り
、

一
代
限
り
)
妻
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
レ

l
ン

に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
に
は
、
(
少
な
く
と
も
一
般
の
)
B
n
z
ニg
と
は
異
な
り
、
妻
の
死
後
そ
の
法
定
相
続
人
に
相
続
さ
れ
る
こ
と
は

な
く
、
ま
た
、
妻
は
へ

l
ル
シ
ル
ト
な
い
し
レ
ー
ン
法
(
上
の
能
力
)
を
も
た
な
い
か
ら
、
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
に
)
新
し
い
ま
た
は
上

級
主
君
に
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
著
者
ア
イ
ケ
は
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
そ
れ
を
敢
え
て
お

nz

-g
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
ぱ
ら
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
が
夫
の
死
後
は
じ
め
て
妻
の
占
有
(
・
支
配
)
に
帰
す
る
こ
と
を
強

(
問
)

調
す
る
た
め
で
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
は
、
以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
「
レ

i
ン
法
」
に
お
い
て
『
色
町
二

g
が

maz唱
と
対
比
さ
れ
、
(
レ
l
ン
の
)
「
占
有
(
・
支
配
こ
と
い
う
属
性
を
顕
在

化
す
る
に
い
た
っ
た
の
も
、
「
ラ
ン
ト
法
」
に
お
け
る
一
期
分
の
記
述
・
考
察
と
無
関
係
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
れ
が
(
少
な
く
と
も
)
一
つ
の
有

力
な
契
機
に
な
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
推
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
「
レ

i
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
一
期
分
」
は
、
「
レ
ー

ン
法
」
に
お
け
る
ア
イ
ケ
自
身
の
用
語
法
か
ら
言
え
ば
、
た
と
え
夫
の
死
後
そ
れ
を
妻
が
占
有
(
・
支
配
)
す
る
よ
う
に
な
っ
て
も
、
正
し
く

ア
イ
ケ
以
後
の
(
二
一
一
世
紀
後
半
に
お
け
る
)
テ
キ
ス
ト
の
発
展

北法51(1.75)75

は
円
onz
ニg
と
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、



説

こ
と
も
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

か
ら
、
特
に
そ
れ
に
つ
い
て
授
封
更
新
請
求
権
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が

B
n
p
二
g
に
さ
ら
に
近
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た

論

註

(
以
下
次
号
)
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(
M
m
)

な
お
、
こ
の
レ

l
ン
法
五
・
一
の
前
段
は
、

A

V
一
・
一
九

(
H
「
一
つ
の
レ
|
ン
を
二
人
の
者
に
授
封
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
人
が
宮
E
E
E
O

(
占
有
・
占
有
権
)
を
も
ち
、
ま
た
、
も
う
一
人
が
同
じ
所
領
に
つ
い
て
そ
の
者
の
死
後
彼
の
後
継
者
(
旨
2
2
8
3
に
な
る
よ
う
に
」
)
、
お
よ
び
、

A
v
-
-

二
O
の
前
段

(
H
「
も
し
彼
の
死
亡
日
に
、
彼
に
レ
l
ン
の
相
続
人
、
す
な
わ
ち
息
が
な
い
場
合
(
に
は
)
」
)
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
条
項
の
後
段
に
つ

い
て
は
、

(
2
)
で
ひ
き
つ
づ
き
後
述
す
る
。

(
肝
)
な
お
、

5nz-g
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
本
章

-
B
で
改
め
て
検
討
す
る
。

レ
l

M

(
伺
)
本
文
で
は
省
略
し
た
が
、
レ
ー
ン
法
五
・
一
は
、
こ
の
後
さ
ら
に
、
「
た
だ
し
、
彼
、
す
な
わ
ち
(
そ
の
所
領
を
占
有
し
て
い
て
)
そ
の
と
き
(
一

レ
l
〆

日
一
)
そ
れ
を
手
放
し
た
者
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
再
び
受
領
し
た
場
合
は
別
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
(
そ
の
彼
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
す

れ
ば
、
そ
の
所
領
は
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
も
っ
者
に
)
帰
属
す
る

(
5
5
2
m
)
こ
と
に
な
る
」
、
と
続
く
。

こ
れ
を
含
め
た
レ

l
ン
法
五
・
一
の
後
段
に
対
応
す
る

A
V
一
・
二

O
の
後
段
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
第
二
の
手

(
B
8
5
8
2
a
s

(
あ
る
い
は
、
二
番
手
の
者
H
後
継
者
)
は
(
そ
の
)
レ

i
ン
を
も
っ
(
日
占
有
す
る
)
こ
と
は
な
い
(
吉
田
町
田
σ
s
u
z
z
m
n
F
S、
こ
の
レ

l
ン
に
つ
い
て

彼
に
先
行
す
る
者
が
そ
の
者
の
死
亡
日
に
そ
れ

(
H
レ
!
と
を
彼
の
占
有
(
垣
間
自
島
由
)
の
中
に
も
っ
て
お
り
、
ま
た
彼

(
H
後
継
者
)
に
(
そ
れ
H

ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
)
授
封
し
た
主
君
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
た
の
で
な
い
限
り
」
。
こ
れ
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
ー
ン
法
五
・
一
の
後
段
は
、

A
V
一
・
二

O
(
と
基
本
的
に
は
同
趣
旨
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
に
し
て
も
、
そ
)
の
表
現
を
全
面
的
に
「
改
訂
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
判
る
で
あ

ろ、つ。こ
の
レ

l
ン
法
五
・
一
の
後
段
に
関
連
し
て
、

さ
ら
に
注
意
す
べ
き
こ
と
が
二
つ
あ
る
。

一
つ
は
、
前
註
(
部
)
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
こ
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で
も

5
8
2
8
の
語
は
「
レ

l
ン
法
」
で
「
改
訂
」
さ
れ
た
箇
所
に
現
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
は
そ
こ
で
の
さ
-
回
目
の
語
の
用

法
に
つ
い
て
で
あ
る
。

こ
の
条
項
の
〈
♀
明
白
が
「
白
吉
弘
0
5
n
(
H
レ
l
ン
の
承
継
)
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
が
(
「
テ
キ
ス
ト
」

E
、
。
戸
。
盟
賞
品
2

d

宅。
2
v
a
o
z
Zロ凹
S
・M
-
M
ム少〈。-胸骨
e
M
)

、
お
よ
び
、

g
g富
島
町
円
当

S
F
5
8
4印
M
ご
(
(
宮
)

N

凶
蜘
]
)
を
参
照
)
、
果
た
し
て
そ
れ
は
、
通
常
そ
う
理
解
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
(
こ
の
件
は
、
た
と
え
ば

E
M・
5
斗
で
は
、

2
『品同国関
a
E明。包
Z
g
r
o
g
g
s
m司
自

nzEPHMO呆
g
ロ
言
明
含
『
n
z
Eロ2
5
2
2
F
O
B戸、

∞Q
由。ゴ-∞
-
M
お
で
は
、

UFm
〉ロ

S
コ目
ny亀岡加国
Z
F
0
5
5
0
B
E
O
R
8
5
n
F
B】
5
5
m
R
Z
E戸
b
g
g
n
3
2
0
2
a
-
と
な
っ
て
い
る
)
、
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た

際
の
)
新
し
い
(
あ
る
い
は
、
上
級
)
主
君
に
対
す
る
「
授
封
更
新
請
求
権
」
を
(
あ
る
い
は
、
そ
れ
だ
小
を
)
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
結
論
か

ら
先
に
き
守
え
ば
、
こ
の
条
項
の
〈
♀
加
刊
の
語
は
(
「
授
封
更
新
語
求
(
権
こ
だ
け
で
は
な
く
)
封
相
続
人
の
「
相
続
(
権
こ
を
も
含
む
「
レ
l
ン
の
承
継

(
権
)
」
を
指
す
、
と
私
は
考
え
る
。
理
由
は
大
別
し
て
三
つ
あ
る
。

@
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
は
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
だ
け
で
な
く
「
相
続
権
」
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
現
に
レ

l
ン

法
一
一
・
一

(
H
A
V
一・三一一一

)
H
「
い
ず
れ
の
所
領
で
あ
れ
あ
る
家
臣
が
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
に
お
い
て
も
た
ず

(
H
占
有
し
て
お
ら
ず
)
、
ま
た

(
主
君
か
ら
)
(
占
有
)
指
定
さ
れ
て
(
宮
吉
田
2
)
(
そ
れ
を
占
有
す
る
よ
う
指
定
さ
れ
て
)
い
な
い
も
の
は
、
彼

(
H
家
臣
)
は
そ
の
授
封
更
新
を
別
な

(
新
し
い
、
な
い
し
、
上
級
)
主
君
に
求
め
る
な
♀
岡
町
ロ
)
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
(
そ
れ
を
)
彼
の
息
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
」
、
と
い
う
条
項
も
あ

る
(
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
後
註

(m)、
お
よ
び
、
石
川
「
開
仲
間
g
m
g
q
m」
、
六
一
四
真
、
お
よ
び
、
註
(
日
)
を
参
照
。
た
だ
し
、
註
(
日
)
に
お
け
る
こ

の
条
項
の
理
解
は
一
部
修
正
を
要
す
る
)
。
@
こ
の
件
に
対
応
す
る
A
V
一
・
二

O
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
(
先
任
者
が
死
亡
時
に
そ
の
所
領
を
占

有
し
て
い
る
こ
と
と
並
ん
で
)
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
授
封
し
た
主
君
が
そ
れ
ま
で
生
き
て
い
る
」
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権

者
が
所
領
を
占
有
し
う
る
場
合
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
レ

l
ン
法
五
・
一
は
、
全
体
と
し
て
、
ゲ
デ
イ
ン

ゲ
の
「
定
義
」
的
条
項
と
し
て
「
改
訂
」
さ
れ
て
お
り
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
は
含
ま
れ
な
い
権
利
、
お
よ
び
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
が
破
ら
れ
る
(
H
占
有
が

実
現
し
な
い
)
場
合
を
、
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
規
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
は
「
相
続
権
」
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
「
定
義
」
的
説
明
と
し
て
は
欠
落
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
①
(
「
レ
l
ン
の
承
継
」
と
い
う
意
味
で
の
)

〈。
-mm
と
い
う
語
は
、
少
な
く
と
も
「
ラ
ン
ト
法
」
の
二
つ
の
条
項
(
了
五
六
、
一
二
・
五
二
了
一
二
)
で
は
「
相
続
権
」
を
含
め
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が

(
「
前
稿
」
(
二
)
、
註
(
m
別
)
、
①
を
参
照
)
、
「
レ
l
ン
法
」
に
も
、
た
と
え
ば
註
(
問
)
で
後
述
す
る
レ

l
ン
法
五
九
・
三
な
ど
、
「
相
続
権
」
を
含
め

て
理
解
で
き
る
(
あ
る
い
は
、
そ
う
し
た
方
が
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
)
用
例
も
見
ら
れ
る
。
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説論

こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
(
不
完
全
な
こ
と
を
承
知
の
上
、
私
自
身
の
今
後
の
検
討
の
手
が
か
り
と
し
て
)
次
の
こ
と
を
補
足
し
て
お
き
た
い
。

こ
れ
ま
で
な
ぜ
(
こ
の
意
味
で
の
)
〈
。
-mo
の
語
が
(
言
わ
ば
機
械
的
に
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
の
意
味
に
解
さ
れ
て
怪
し
ま
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た

の
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら
く
(
こ
の
意
味
で
の

)g-mg
の
語
の
用
法
に
引
か
れ
た
か
ら
だ
と
思
わ
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
(
こ
の
意
味
で
の
)

〈。ぽ

g
の
語
は
レ

l
ン
法
二
・
五
、
二
・
六
、
一
一
・
一
、
一
一
・
二
、
二
ニ
・
四
、
一
四
・
三
、
一
五
・
一
、
一
五
・
二
、
二

0
・
四
、
二

五
・
一
、
三
二
・
回
、
一
二
五
・
一
、
四
四
・
二
、
七
一
・
一
二
、
七
二
・
九
、
七
六
・
三
な
ど
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
う
ち
三
五
・
一

を
除
く
す
べ
て
の
条
項
に
お
い
て
、
そ
れ
が
「
授
封
更
新
を
求
め
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
同
じ
文
章
の
中
で
(
包
)

g(osgmwス
g)
宮
司

(g)
や
さ
号
巳
(
日
そ
れ
よ
り
先
へ
)
の
誇
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
(
そ
う
し
た
語
の
見
ら
れ
る
)
前
後
の
文
章
や
条

項
と
の
つ
な
が
り
、
か
ら
容
易
に
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
な
お
、
レ
ー
ン
法
三
五
・
一
は
、
息
た
ち
が
父
の
存
命
中
に
父
の
所
領
を
父
と
共
同
で

受
領
し
(
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
て
そ
の
後
も
父
だ
け
が
そ
の
所
領
を
占
有
し
て
い
て
父
が
死
亡
し
た
際
、
主
君
が
息
た
ち
に
対
す
る
授
封
(
の
事
実
)
を
認
め

(
ょ
う
と
し
)
な
い
場
合
を
扱
っ
て
お
り
、
こ
の
場
合
、
主
君
は
(
子
た
ち
は
ゲ
ヴ
ェ

1
レ
を
も
た
な
い
H
そ
の
所
領
を
占
有
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
)

(
子
た
ち
の
)
証
人
に
よ
る
立
証
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
子
た
ち
は
主
君
と
(
授
封
の
有
無
を
め
ぐ
っ
て
)
法
廷
で
争
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
(
含
意

と
し
て
は
、
自
ら
の
「
相
続
権
」
に
も
と
づ
き
)
も
う
一
度
臣
従
札
を
捧
げ
て
改
め
て
授
封
を
受
け
る
方
が
よ
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
主
君
の
異
動
で
は
な
く
父
の
死
亡
の
場
合
を
扱
う
こ
の
条
項
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
息
た
ち
の
立
場
か
ら
言
え
ば
、
彼
等
が
主
君
に
求

め
て
い
る
の
は
(
単
な
る
)
父
の
所
領
の
「
相
続
」
で
は
な
く
、
臣
従
礼
の
更
新
(
し
た
が
っ
て
、
そ
の
限
り
で
の
「
授
封
更
新
請
求
」
)
の
含
意
そ
も
つ
こ
と
に

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
項
が
お
ほ
阪
侶

R
E
S
ι
a
m
E
O
(
A
V
一
・
八
九
で
は

E
J器
ヨ
ロ
自
問
陪
陪
山
R
Z
S
P宮
ヨ
)
と
い
う
表
現
を
用
い

て
い
る
こ
と
も
領
け
る
で
あ
ろ
う
)
。

こ
れ
に
対
し
て
、
(
レ
l
ン
の
承
継
に
関
す
る
)
〈
♀
胸
骨
の
語
は
、
レ
ー
ン
法
二
・
二
、
〔
二
・
三
〕
、
(
こ
こ
で
問
題
に
し
て
い
る
)
五
・
一
、
二
六
・

七
、
五
六
・
一
、
五
七
・
四
、
五
人
・
一
、
五
九
・
一
二
、
七
一
・
六
、
七
一
・
七
、
七
一
・
一
回
、
七
五
・
二
(
ド
イ
ツ
語
第
二
版
)
な
ど
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
条
項
の
う
ち
、
(
以
下
に
挙
げ
る
一
一
一
つ
を
除
く
)
大
部
分
は

A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
、

A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
レ
ー

ン
法
五
・
一
で
は
(
前
述
の
よ
う
に
)
〈
♀
な
の
語
は
「
改
訂
」
さ
れ
た
箇
所
で
用
い
ら
れ
、
レ

l
ン
法
二
・
二

(
H
A
v
-
-
五
|
|
第
一
章
・
(
二
)
・

④
を
参
照
)
と
七
一
・
一
四

(
H
A
V
三
・
一
、
後
述
、
本
章
・

B
、
合
乙
・

(
2
)
・
①
を
参
照
)
の
さ
-mm
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
筒
所
は
、

A
V

で
は
も
と
も
と
(
動
詞
の
)
田

2
5『
に
な
っ
て
い
た
、
換
言
す
れ
ば
、
(
名
詞
の

)5-m刊
の
語
は
(
「
補
足
」
さ
れ
た
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
じ
め
て
用
い

ら
れ
て
い
る
こ
と
、
が
ま
ず
注
目
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
用
例
の
う
ち
、
同
じ
文
章
(
や
条
項
)
の
中
に

g
g
g
g
a
n沼
田

町

nqg(な
ど
)
の
語
が
あ
っ

北法51(1.78)78
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た
り
、
あ
る
い
は
、
同
じ
文
章
(
や
条
項
)
の
中
に
(
三
宮
と
は
区
別
さ
れ
て
)
四

5
8凹
E
2
8口
開
)
の
語
や

OEm宮
司

2
巴
忌
な
ど
の
文
が
見
ら
れ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
紛
れ
も
な
く
「
授
封
更
新
請
求
(
権
こ
だ
け
を
指
す
と
確
認
で
き
る
の
は
、
レ
ー
ン
法
二
・
一
一
(
前
註
(
初
)
参
照
)
、

〔
二
・
一
一
一
〕
(
や
が
て

(
3
)
で
訳
出
す
る
)
、
二
六
・
七
(
・
u

)

(

後
註

(m)
で
訳
出
す
る
)
、
五
六
・
一
(
第
四
章
で
改
め
て
後
述
す
る
)
、
五
七
・
四
、

五
八
・
一
、
七
一
・
一
四
(
関
連
す
る
七
一
・
九
と
比
較
す
れ
ば
、
そ
こ
に
き
布
2
8
a
g
2
2
8
Z
S
E
と
あ
る
)
、
七
五
・
二
に
限
ら
れ
、
(
こ
こ
で

問
題
に
し
て
い
る
)
レ
l
ン
法
五
・
一
、
二
六
・
七

(
i
)
(
後
註

(m)
で
訳
出
)
、
五
九
・
三
、
七
一
・
六
と
七
一
・
七
(
こ
の
両
条
項
に
お
け
る

5
5
0
の
語
は
同
義
)
の
五
条
項
に
つ
い
て
は
、
少
な
く
と
も
文
章
上
そ
う
し
た
こ
と
は
確
認
で
き
ず
、
少
な
く
と
も
(
「
授
封
更
新
請
求
権
」
だ
け
で

な
く
)
「
相
続
権
」
を
含
む
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
内
容
に
立
ち
入
っ
て
そ
の
点
を
確
認
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
七
一
・
六
(
と
七
一
・
七
)
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
即
)
、
お
よ
び
、
本
章
・

C
の
(
二
)
・
@
に
お
い
て
改
め
て
述
べ
る
が
、

こ
こ
で
特
に
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
レ
ー
ン
法
五
九
・
三
に
お
け
る
さ
-
な
の
用
例
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
条
項
は
、
「
見
せ
か
け
の
授
封
」

を
扱
っ
た
レ

1
ン
法
五
九
・
一
(
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
」
、
一
四
八
頁
以
下
を
参
照
)
を
承
け
て
、
「
こ
の
よ
う
な
仕
方
で

(
H
見
せ
か
け
だ
け
)
こ
の

所
領
を
封
与
さ
れ
て
い
る
者
た
ち

(
H
見
せ
か
け
の
授
封
を
行
っ
た
B
の
家
臣
た
ち
)
は
、
(
日
こ
の
所
領
)
に
つ
い
て
〈
色
沼
を
欠
く
、
彼
等
は
ゲ
ヴ
ェ
l

レ
(
H
そ
の
所
領
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
)
を
欠
き
、
ま
た
、
彼
等
の
う
ち
い
ず
れ
の
者
も
そ
れ
(
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
H
占
有
権
)
を
レ
ー

ン
と
し
て
受
領
し
て

(
H
授
封
さ
れ
て
)
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ゲ
ヴ
ェ
l
レ

(
H
占
有
権
)
の
な
い
す
べ
て
の
レ
l
ン
(
な
い
し
、
授
封
)
は
〈
。
百
四

を
欠
き
、
授
封
の
な
い
す
べ
て
の
ゲ
ヴ
ェ
l
レ

(
H
レ
l
ン
と
し
て
の
占
有
・
支
配
)
は
不
法
で
あ
る
。
あ
る
(
あ
る
い
は
、
一
人
の
)
家
臣
が
そ
れ

ら
(
H
授
封
と
占
有
)
の
双
方
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
双
方
と
も
不
法
で
あ
る
」
、
と
述
べ
て
、
「
見
せ
か
け
の
授
封
」
を
強
く
非
難
し

て
い
る
が
、
こ
の
条
項
中
の
〈
o-唱
の
語
は
|
|
先
行
す
る
五
九
・
一
、
五
九
・
二
と
の
関
連
で
は
、
見
せ
か
け
の
授
封
を
行
っ
た
者

(
B
)
の

主
君

(
H
六
九
・
三
の
「
家
臣
た
ち
」
か
ら
見
れ
ば
「
上
級
主
君
」

(A))
に
対
す
る
「
授
封
更
新
請
求
権
」
の
含
意
が
強
い
こ
と
は
確
か
だ
が
l
|
「
相

続
権
」
を
含
め
て
理
解
し
て
も
一
向
に
差
し
っ
か
え
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
条
項
中
の

E
g
の
語
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
註
(
川
)
で

述
べ
る
こ
と
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
的
)
な
お
、
第
一
章
・
(
二
)
・
④
の

A
v
-
-
五
H
レ
l
ン
法
二
・
二
、
お
よ
び
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た

2
3
・
(
6
)
は
、
い
ず
れ
も
、
「
レ
ー

ン
法
な
い
し
へ
l
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
」
に
直
ち
に
所
領
を
占
有
・
支
配
さ
せ
る
ケ
1
ス
で
あ
る
。

(
刈
)
(
エ
ッ
ク
ハ
ル
ト
に
よ
っ
て
)
こ
の
条
項
に
対
応
す
る
(
と
さ
れ
て
い
る
)
A
V
一
-
一
一
一
は
、
「
(
こ
の
)
所
領
を
吉
岡
8
g
g
の
中
に
も
っ
て
い
た

(
H
占
有
し
て
い
た
)
者
が
死
亡
す
る
な
ら
ば
、
(
こ
の
)
レ
l
ン
に
つ
い
て
上
述
し
た
形
で
次
位
に
あ
る
者
(
回
目

n
g
E目)
(
H
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
も
っ
者
)
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論 説

は
、
六
週
と
一
年
以
内
に
、
彼
の
主
君
の
許
に
赴
い
て
、
彼
に
授
封
さ
れ
て
い
る
レ
l
ン
(
H
こ
の
レ
l
ン
が
彼
に
授
封
さ
れ
て
い
る
こ
と
)
に
つ
い

て
承
認
す
る
よ
う
、
乞
う
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
、
以
下
そ
の
際
の
証
人
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
を
本
文
で
引
用
し
た
レ

l
ン
法
五
七
・

一
と
比
較
し
て
み
る
と
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
こ
で
A
V
(
一
・
二
こ
か
ら
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
は
、
(
せ
い
ぜ
い
て
「
あ
る
主
君
が
・
:
あ
る
家

臣
の
所
領
に
つ
い
て
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
を
封
与
し
、
そ
の
後
そ
れ
を
ゲ
ヴ
ェ

i
レ
の
中
に
も
つ
者
が
死
亡
す
る
場
合
に
は
・
:
」
と
い
う
部
分
だ
け
で
あ

り
、
他
は
す
べ
て
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
「
女
性
」
(
に
対
す
る
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
授
封
)
も
、
ま
た
、
前
註

(
邸
)
で
指
摘
し
た
町
田
円
四
2
2
の
語
も
、
こ
の
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
た
件
に
現
れ
る
こ
と
が
判
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
レ

l
ン
法
五
七
・
一
に
は

(
A
V
と
く
ら
べ
る
と
)
二
つ
の
「
変
更
」
が
認
め
ら
れ
る
。
@
そ
れ
が

(
A
V
で
は
一
-
一
、
一
ひ

(
H
レ
ー

ン
法
五
・
こ
と
一
・
一
一
一
一

(
H
レ
l
ン
法
五
・
二
の
後
段
)
の
聞
に
位
置
し
て
い
た
の
に
)
、
最
も
近
い

A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
も
の
で
言
え
ば
、
レ

ー
ン
法
五
四
・
一

(
H
A
V
一
-
一
二
六
)
(
第
一
章
・
(
二
)
・
⑬
を
参
照
)
、
お
よ
び
、
五
五
・
二

(
H
A
V
-
-
一
O
七
)
の
後
に
移
さ
れ
(
つ
ま
り
、

レ
i
ン
法
五
四
・
二
(
「
序
章
」
で
訳
出
)
、
五
五
・
一
、
五
五
・
三

1
九
、
五
六
・
一

1
六
ま
で
は
(
ず
っ
と
)
A
V
に
対
応
条
項
が
な
く
「
レ

1
ン

法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
が
続
い
て
い
る
)
、
さ
ら
に
五
七
・
二

i
五
、
五
八
・
一
と
二
、
宜
九
・
一

1
四
、
六
0
・
一
と
こ
ま
で
続
く
大
量

の
「
補
足
」
の
口
火
を
切
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
@
レ

l
ン
を
占
有
し
て
い
た
者
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
し
た
場
合
、

(
A
V
で
は
、
ゲ
デ
イ

ン
ゲ
を
も
っ
者
が
、
ま
ず
主
君
の
と
こ
ろ
に
赴
い
て
承
認
を
受
け
た
上
で
所
領
を
占
有
す
る
、
と
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
て
レ

l
ン
法
五
七
・
一
で
は
、

レ
i
ン
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
権
)
は
、
直
ち
に
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
に
移
る
(
な
い
し
、
帰
属
す
る
)
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら

に
、
(
同
じ
く
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ
l
ン
法
五
七
・
三
で
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
が
こ
の
場
合
あ
ら
か
じ
め
(
レ
l
ン
法
廷
に
お
い
て
)

主
君
の
承
認
を
求
め
る
手
続
を
と
ら
ず
に
所
領
を
占
有
し
て
も
、
主
君
か
ら
そ
れ
に
つ
い
て
問
責
さ
れ
た
際
に
直
ち
に
所
領
を
代
表
・
擁
護
し

自
分
の
権
利
を
証
明
す
れ
ば
不
法
を
行
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
。

(
川
)
つ
ま
り
、
こ
の
条
項
に
は
A
V
に
対
応
条
項
が
な
い
。

(
叩
)
こ
の
場
合
、

e
a
g
と
い
う
動
詞
は
、
回

agmm
と
い
う
名
詞
(
全
国
間
目
さ
れ
た
も
の
、
な
い
し
、
さ
れ
た
こ
と
)
の
も
と
に
な
っ
た
語
と
(
一
般
に

も
)
解
さ
れ
(
て
い
)
る
。
因
み
に
、
レ
ー
ン
法
二
0
・
二
と
七
六
・
回
に
は
、
(
島
町
回
開

g
の
過
去
分
詞
を
そ
の
ま
ま
名
詞
と
し
て
用
い
た

)mag加刊号

の
語
も
姿
を
見
せ
る
。

(
即
)
な
お
、
こ
の
条
項
で
、
「
子
た
ち
が
成
熟
以
前
に
与
え
た
同
意
を
撤
回
し
(
母
の
二
期
分
を
破
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
点
は
、
「
(
後

か
ら
生
ま
れ
た
相
続
人

(
H
子
ご
の
場
合
と
は
異
な
り
)
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
に
関
す
る
「
ラ
ン
ト
法
」
の
諸
条
項
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
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ザクセンシュピーゲルにおけるへールシルト制(2) 

も
の
で
あ
る
が
、
(
「
ラ
ン
ト
」
法
に
は
「
子
が
成
熟
以
前
に
修
道
士
に
さ
れ
る
(
あ
る
い
は
、
さ
れ
た
)
場
合
、
彼
は
成
熟
ま
で
の
聞
は
(
修
道
院
を
)
去
る

こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
と
ラ
ン
ト
法
(
上
の
能
力
)
を
保
持
す
る
」
(
一
・
二
五
・
二
)
と
い
う
条
項
も
あ
り
)
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は

(レ
l
ン
法
一
三
・
一
と
)
同
趣
旨
の
こ
と
が
(
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
の
一
期
分
に
関
し
て
は
)
特
に
書
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
川
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
胤
)
す
な
わ
ち
、
「
ド
イ
ツ
語
第
三
版
」
(
。
丘

E
晶
H
n
)

に
属
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
(
「
邦
訳
h
e
w
-
V
頁
を
参
照
)
0

(
川
)
こ
の
件
、
原
文
は
骨
二

S
E
E
-
-
3医
巴
島
田
8
2
S
Z
2
m
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
ヒ
ル
シ
ユ
は

8
5
E
R
R
-
E
g
宮

g

g
ご
F
B

庁

Z
E
N
m』
丹
市
問
問
ほ
巴
問
団
団

(
H
そ
の
ま
ま
も
た
せ
て
お
く
)
(
出
了
∞
-
-
M
M
)

、
シ
ョ
ッ
ト
は

8
5
E
E
2
E『
色
島
田
宮
町

2
2『
z
z
g
N
E
隠
阿
倍
口
隠
民
自

(
H
骨
障
す
る
)
(
臼

2
0月
∞
-
M
∞
ご
と
、
い
ず
れ
も
(
夫
の
死
後
)
彼
女
の
も
つ
一
期
分
の
権
利
が
笑
現
し
所
領
を
占
有
・
支
配
し
た
後
の
こ
と
と
理

解
し
て
い
る
。
し
か
し
、
町
長
同

g
の
語
に
は
「
も
た
せ
る
」
な
い
し
「
も
た
せ
て
お
く
」
(
ま
し
て
「
保
障
す
る
」
)
を
意
味
す
る
用
例
が
ほ
か
に
な

く
(
「
テ
キ
ス
ト
」

E
、切・
M
M
喧
ー
ー
な
お
、
そ
の
意
味
の
こ
と
を
言
う
の
に
、
レ
ー
ン
法
五
五
・
六
で
は
、

E
F
O
(
L
o
F
O
B
)
Z
S
O
B
Sロ
2
E
o
U
R

と
な
っ
て
い
る
の
を
参
照
さ
れ
た
い
て
ま
た
、
こ
の
後
に
つ
づ
く
条
件
文
か
ら
し
て
も
、
こ
の
件
は
、
(
一
期
分
権
者
が
死
な
な
い
限
り
、
夫
が
そ
の

所
領
を
手
放
さ
ず
に
最
後
ま
で
き
ち
ん
と
占
有
・
支
配
し
て
い
れ
ば
、
主
君
は
|
|
た
と
え
ば
彼
女
に
そ
の
後
息
が
生
ま
れ
た
な
ど
の
理
由
で
|
|
こ
の
ゲ

デ
イ
ン
ゲ
H

一
期
分
の
授
封
を
撤
回
な
い
し
破
棄
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
て
て
夫
の
死
亡
時
に
お
け
る
一
期
分
の
実
現
(
の
保
障
)
に

か
か
わ
る
も
の
、
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
註
(
削
)
に
紹
介
す
る
異
本
、
お
よ
び
、
す
ぐ
後
の

(
3
)
や
後
註
(
凶
)

で
述
べ
る
こ
と
も
参
照
さ
れ
た
い
)
。

(附

)
i
(
川
)
こ
の
箇
所
は
、
同
じ
く
。
三
ロ
ロ
話
回
n
に
属
す
る
異
本
で
は
、
「
ま
た
、
彼

(
H
主
君
)
は
彼
女
に
対
し
(
そ
の
所
領
な
い
し
一
期
分
を
)
破

る
こ
と
を
え
な
い
、
(
た
と
え
)
こ
の
家
臣
(
ま
た
は
、
夫
)
が
息
た
ち
を
も
っ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
、
そ
の
後
彼
等

(
H
息
た
ち
)
を
儲
け
(
た
と

レ
ー
ン

し
)
て
も
、
彼
女
の
夫
が
そ
の
所
領
を
彼
の
死
に
い
た
る
ま
で
彼
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
の
中
に
保
持
す
る

(
H
占
有
し
つ
づ
け
る
)
限
り
。
し
か
し
彼
女

は
、
彼
女
の
主
君
が
そ
れ

(
H
一
期
分
と
し
て
授
封
し
た
事
実
)
を
承
認
(
し
よ
う
と
)
し
な
い
場
合
、
彼
女
の
夫
の
死
後
彼
女
の

(
H
彼
女
に
与
え
ら

れ
て
い
る
)
法
定
年
期
内
に
、
彼
女
の
主
君
に
対
し
て
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
法
に
従
い

(
E開
a
g
m
g
a
n
F
S
)
こ
の
(
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
行
わ
れ
た
一
期

分
の
)
授
封
を
証
人
に
よ
り
立
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
レ

l
ン
法
コ
二
・
一
、
お
よ
び
、
コ
二
・
二
の

ケ
l
ス
に
お
い
て
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
形
で
一
期
分
の
設
定
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
、
(
本
文
に
訳
出
し
た
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
よ
り
も
)
も
っ
と
端
的
に
確
か

め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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説

(
問
)
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
附
)
に
訳
出
し
た
異
本
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
つ
ま
り
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
こ
の
方
式
で
(
明
示
的
に
)
設
定
さ
れ
た
一
期
分
に
は
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
た
そ
れ
と
同
じ
権

利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
(
第
二
章
・
(
凹
)
・

(
4
)
・
(
b
)
に
引
用
し
た
ラ
ン
ト
法
一
・
一
二
・
一
一
を
参
照
)
。
ま
た
こ
れ
に
関
連
し
て
、
前

註

(m)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
レ

l
ン
法
二
・
二

(
H
A
V
一
・
五
)
は
、
第
一
章
・
合
乙
・
④
、
お
よ
び
、
前
註
(
却
)
に
訳
出
し
て
あ
る
。

(
川
)
具
体
的
に
は
、
。
丘

E
話
回
〈
n
に
属
す
る
も
の
(
す
な
わ
ち
、
二
一
七
O
年
の
直
前
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
「
ド
イ
ツ
語
第
四
版
」
に
は
な
く
(
一
般
に

一
四
世
紀
前
半
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
)
〈
三
宮
冨
(
通
用
本
)
に
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
1

1
「
邦
訳
」
、

v
頁
参
照
)
。
な
お
、
「
テ
キ
ス
ト
」

E
(
∞-

M
O
)

は
、
こ
の
条
項
の
テ
キ
ス
ト
を
二
つ
掲
げ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
訳
出
す
る
の
は
そ
の
う
ち
右
側
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
山
)
こ
の
箇
所
の

g
E
H呂
田
g
お
よ
び

BH円『
nnzg
に
つ
い
て
は
、
(
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
五
O
頁
で
述
べ
た
)
レ

i
ン
法
五
九
・
四
の

B
E
E
E
g

a
R
S
U
B
n
z
g
の
用
語
法
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
レ

i
ン
法
」
(
で
新
た
に
「
改
訂
」
・
「
補
足
」
さ
れ
た
条
項
)
で
は
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
が
所

領
を
占
有
す
る
に
当
た
り
必
ず
し
も
あ
ら
か
じ
め
(
レ
I
ン
法
廷
で
)
主
君
の
承
認
を
求
め
る
必
要
が
な
い
、
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
註
(
削
)

で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

(
山
)
ザ
ク
セ
ン
シ
ュ
ピ

l
ゲ
ル
に
お
け
る
宮
田
町
宮
ロ

(
H
宮
田
宮
町
田
)
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
註
(
剖
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
ヒ
ル
シ
ユ

(
E
・
2
0
E
R
g
d
zな
S
S
J
∞-
M
宏
)
に
よ
る
と
、

u
g
z
n
F
g
m
R
F円
室
。
ロ
刊
号
ロ
ny(
切
弘
同
・
・
∞
・
∞
主
)
は
、
(
富
町
加
OFg
を
意
味
す
る
)

S
E
r
g
-
戸釦

N
S
(「
テ
キ
ス
ト
」

E
で
は
、
。
1
a
m
p
s
-
g
)
の
語
の
原
義
は
お
巴
開
口
問
切
で
あ
る
、
と
し
て
い
る
。
事
実
、
「
レ

l
ン
法
」
で

8
E
g

と
(
こ
の
意
味
で
の

)
E
g
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
は
、

A

V
の
対
応
条
項
で
は
お
巴
官
民
同
に
な
っ
て
い
る

(
A
V
一
・
四
二
H
レ
l
ン
法
一

六、

A
V
-
-
五
七
H
レ
l
ン
法
二
五
・
一
、

A
V
一
・
八
O
H
レ
l
ン
法
一
二
0

・一、

A
V
一
・
九
一
と
九
二
H
レ
l
ン
法
三
七
・
一
、

A
V
-
-
九
五

H
レ
l
ン
法
三
九
・
一
、

A
V
一
-
一
一
一
二
日
レ
l
ン
法
四
八
・
一
と
四
人
・
二
、

A
V
一
・
一
一
四

(
H
レ
l
ン
法
四
八
・
二
に
実
質
的
に
対
応
)
、

A
V

三
・
一
四
H
レ
l
ン
法
七
六
・
二
、

A
V
三
・
一
七
H
レ
l
ン
法
七
六
・
七
。
な
お
こ
の
ほ
か
に
も
、

8
E
g
の
語
は
、
レ
ー
ン
法
人
・
一
、
二
0

・二、

二
六
・
九
、
二
六
・
一
O
(
以
上
二
つ
は
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
」
に
属
す
る
)
、
三
六
、
三
人
・
一
、
三
人
・
二
、
三
九
・
三
、
四
四
・
て
五
五
・
一
、
五
五
・

四
、
五
五
・
七
、
五
六
・
四
、
五
七
・
四
、
七
一
・
一

O
、
七
六
・
四
、
七
八
な
ど
に
、
ま
た
、
(
こ
の
意
味
に
お
け
る

)
E
g
の
語
は
、
同
じ
く
レ
l
ン
法

五
・
一
(
前
出
(
一
)
・

(
l
)
と

(2)
を
参
照
)
、
一
一
六
・
一

O
(
前
出
「
ド
イ
ツ
語
第
二
版
)
、
二
八
・
一
、
二
八
・
二
、
一
二
二
・
三
、
三
八
・
一
、
三
九
・

二
、
四
八
・
一
、
五
五
・
一
、
五
五
・
五
、
五
五
・
七
、
五
七
・
五
、
七
六
・
二
、
七
六
・
七
な
ど
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
A
V
に
は
対
応

員命
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条
項
な
い
し
対
応
箇
所
が
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
語
に
つ
い
て
も
、
ほ
ん
ら
い
本
稿
と
同
じ
よ
う
な
検
討
が
必
要
な
は
ず
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
そ

れ
に
は
立
ち
入
る
ゆ
と
り
が
な
い
)
。

「レ

l
ン
法
」
で
「
所
領
を
毛

E
g
ま
た
は

E
g
す
る
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
そ
の
多
く
に
つ
い
て
は
相
手
方
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
レ
ー

ン
法
二
六
・
一

O
(
E
E
H
未
成
熟
の
主
君
)
、
二
八
・
二
、
三
人
・
一
(
家
臣
↓
上
級
主
君
を
含
む
)
、
三
八
・
二
、
四
八
・
一
、
五
五
・
一
、
五

五
・
四
、
五
五
・
七
、
五
七
・
五
、
七
一
・
一

O
、
七
六
・
二
、
七
六
・
七
な
ど
で
は
「
主
君
」
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
語
が
「
所
領
を
(
放

棄
し
て
)
主
君
に
返
還
す
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
。
所
領
が
主
君
か
ら
授
封
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
こ
の
こ
と

は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
に
す
ぎ
ず
、
相
手
方
が
明
記
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
「
主
君
に
所
領
を
返
還
す
る
」
の
意
に
解

し
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、
レ

l
ン
法
三
七
・
一
(
後
註
(
問
)
に
訳
出
)
に
は
、
広
島
四
〈
色
民
団
四
国
ほ
m
E
円
侶
〈
。
2
5
m
z
n耳
目
口
、
ま
た
三
九
・
三
に
は
、
ぇ

g
g
g自
国
阿
倍
除
問
団
関
口
同
陪
恒
〈
。
『
包

E
Z
5ロ
と
い
う
ケ
i
ス
が
現
れ
、
後
者
に
つ
い
て
は
ひ
き
つ
づ
き
、
「
(
こ
の
場
合
)
彼
(
日
別
な
家
臣
)

は
最
初
の
家
臣
の
も
の
で
あ
っ
た

(
H
最
初
の
家
臣
が
も
っ
て
い
た
)
そ
の
所
領
に
つ
い
て
の
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
(
H
占
有
・
占
有
権
)
を
取
得
す
る
」
と
ま

で
言
わ
れ
て
い
る
。
ヒ
ル
シ
ユ
お
よ
び
シ
ョ
ッ
ト
は
、
こ
れ
ら
の
筒
所
を
い
ず
れ
も

5
5
s
r
E
ほ
品
協
同
同
お
よ
び

2
5
5
g
R
S
(富
包
ロ
)

佐
山
陽
『
と
訳
し
、
「
息
」
ま
た
は
「
別
な
家
臣
」
を
「
父
」
ま
た
は
「
あ
る
家
臣
」
が
所
領
を
(
直
接
に
)
岳

E
開
国
す
る
「
相
手
方
」
と
解
し
て
い
る

(百二∞・

3
唱

F
E
-
-
R
Eゴ-∞
-
M
a
c
-
M
∞
叶
)
。
し
か
し
、
い
か
に
「
主
君
の
面
前
に
お
い
て
」
で
あ
れ
、
主
君
に
よ
る
授
封
な
し
に
、
家
臣
が
第

三
者
に
所
領
を
「
譲
渡
」
し
た
り
、
あ
る
い
は
、
(
占
有
権
と
い
う
意
味
で
の
)
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
を
取
得
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
(
こ

の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
回
二
頁
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

こ
れ
ら
の
ケ
l
ス
が
現
れ
る
条
項
の
少
し
前
に
次
の
よ
う
な
条
項
が
あ
る
。
レ
ー
ン
法
三
六
H

「
あ
る
家
臣
が
彼
の
主
君
に
所
領
を
、
そ
れ
を

彼

(
H
主
君
)
が
別
な
家
臣
に
封
与
す
る
と
い
う
条
件
で
返
還
し
(
。
立
兄
)
、
(
し
か
る
に
)
そ
れ
を
主
君
が
自
ら
保
持
し
よ
う
と
望
み
、
ま
た
彼

(
H

主
君
)
が
そ
れ
を
か
の
者

(
H
他
の
家
臣
)
に
封
与
(
し
よ
う
と
)
し
な
い
場
合
、
彼

(
H
主
君
)
は
そ
の
よ
う
な
(
こ
と
を
す
る
H
そ
れ
を
別
な
家
臣
に

封
与
し
な
い
で
自
ら
保
持
す
る
)
権
利
を
も
た
な
い
、
け
だ
し
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
は
彼

(
H
主
君
)
に
、
彼
が
そ
れ
を
必
ず
か
の
者

(
H
別
な
家
臣
)

に
封
与
す
る
、
と
い
う
よ
う
に

(
H
と
い
う
条
件
に
お
い
て
)
だ
け
、
返
還
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
前
出
レ
ー
ン
法
三
七
・
一
お
よ
び
三

九
・
三
も
、
こ
う
し
た
所
領
の
条
件
っ
き
返
還
を
前
提
と
す
る
ケ
l
ス
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
(
そ
の
意
味
で
、
前
稿
(
こ
、
註
(
お
)
・
(
幻
)

で
、
こ
の
ケ
l
ス
に
つ
い
て
単
に
「
譲
渡
」
と
し
た
の
は
、
い
さ
さ
か
ミ
ス
・
リ
i
デ
イ
ン
グ
で
あ
り
、
「
(
実
質
的
に
)
譲
渡
」
と
す
べ
き
で
あ
っ
た
ろ
う
)
。
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説

な
お
、
前
述
し
た
レ
l
ン
法
五
四
・
一
を
直
接
に
敷
桁
す
る
も
の
と
し
て
、
レ
ー
ン
法
五
七
・
五

(
H
「
し
か
し
、
そ
れ

(
H
家
臣
の
所
領
)
が
そ

れ
を
ゲ
ヴ
ェ
l
レ
の
中
に
も
っ
て
い
た
(
日
占
有
し
て
い
た
)
者

(
H
家
臣
)
の
存
命
中
に
(
主
君
か
ら
上
級
主
君
に
l
l
直
前
の
レ
I
ン
法
五
七
・
四
を
参

照
|
|
返
還
さ
れ
、
彼

(
H
家
臣
)
に
正
し
く
法
に
従
っ
て
(
『
a
o
r
g
E号
日

nzo)
、
(
上
級
)
主
君
が
そ
れ

(
H
そ
の
返
還
さ
れ
た
所
領
)
を
授
封
し
た
者

(
H
上
級
主
君
の
家
臣
)
を
(
新
し
い
主
君
と
し
て
)
指
定
し
た
場
合
、
最
初
の
主
君
が
そ
の
所
領
に
つ
い
て
封
与
し
て
い
た
す
べ
て
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
破
ら
れ

た
こ
と
に
な
る
」
)
が
あ
る
。
こ
の
条
項
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ケ
自
身
は
、
主
君
が
所
領
を
上
級
主
君
に
返
還
す
れ
ば
、
そ
の
所
領
に
設
定
さ
れ
た

ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
す
べ
て
破
ら
れ
る

(
H
破
棄
さ
れ
る
)
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
山
)
前
註
(
蜘
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
。

(
川
)
第
一
章
・
つ
乙
・
④
の

A
V
一
・
五
日
レ
l
ン
法
二
・
二
。
た
だ
し
、
本
章
・

c、
(
四
)
・

(5)
で
後
述
す
る
(
「
レ
l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」

さ
れ
た
)
二
・
七
を
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
な
お
、
念
の
た
め
に
付
言
す
る
と
、
こ
れ
は
、
(
夫
の
死
亡
に
よ
り
)
一
期
分
の
権
利
が
実
現
さ
れ
て
妻
が
す
で
に
所
領
を
占
有
(
・
支
配
)
し
て

い
る
場
合
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
前
註
(
川
)
の
末
尾
で
紹
介
し
た
レ
l
ン
法
五
七
・
五
(
日
レ
l
ン
法
五
・
こ
や
前
出

(
2
)
で
述
べ
た
レ
l
ン
法

=
二
・
二
の
場
合
と
異
な
る
こ
と
は
言
、
つ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
特
に
こ
の
レ
l
ン
法
二
・
三
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
レ
l
ン
法
三

一
・
二
の

aa-g
骨

za宮
町

2
8号
『
釦

5
2
s
g
s刊
ロ
認
の
件
(
前
註
(
防
)
を
参
照
)
は
、
具
体
的
に
は
、
「
主
君
は
一
旦
家
臣
の
妻
の
た
め
に

一
期
分
を
設
定
し
た
以
上
、
妻
が
生
き
て
い
る
限
り
、
そ
の
所
領
を
濫
り
に
(
上
級
主
君
に
返
還
し
た
り
し
て
)
手
放
し
て
は
な
ら
ず
、
彼
女
の

(
一
期
分
を
実
現
す
る
)
た
め
に
変
わ
る
こ
と
な
く
保
持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
は
っ
き
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
な

お
、
レ
l
ン
法
二
・
三
に
つ
い
て
は
、
後
註
(
川
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
第
二
章
・
(
四
)
・

(
4
)
・
(
C
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
前
述
し
た
レ
!
ン
法
一
二
一
・
一
の
、
夫
が
奏
の
た
め
に
「
息
た
ち
の
同
意
を
待
て
、
所
領
を
一
期
分
と
し
て
設
定
す
る
場
合
」
(
前
述
(
二
)
・

(
1
)
参
照
)
、
お
よ
び
、
(
お
そ
ら
く
同
じ
く
息
の
同
意
を
前
提
す
る
と
解
さ
れ
る
)
レ
l
ン
法
コ
二
・
二
と
二
・
一
二
(
前
述
(
三
)
の

(
2
)
と

(
3
)
を
参

照
)
の
場
合
、
も
し
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
所
領
に
つ
い
て
息
の
「
相
続
権
」
が
失
わ
れ
る
と
す
れ
ば
、
息
の
向
意
を
得
る
こ
と
は
実
際
上
難
し
く

な
る
の
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
(
こ
の
点
は
、
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期
分
が
、
妻
の
死
後
、
夫
の
法
定
相
続
人
、
し
た

が
っ
て
、
最
も
多
く
の
場
合
、
息
た
ち
に
相
続
さ
れ
る
l
|
第
二
章
・
(
四
)
・

(
5
)
・
(a)
、
お
よ
び
、
前
註
(
∞
∞
)
を
参
照
)
の
と
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で

あ
ろ
う
)
。

号、

"冊
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
一
般
論
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
ず
、
一
般
的
に
は
、
レ

l
ン
(
な
い
し
お

nz-g)

に
つ
い
て
は
当
然
「
相
続
権
」
が
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
は
、
現
在
そ
れ
を
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
る
者
が
封
相
続
人
な
し
に
死
亡
す

れ
ば
、
と
い
う
条
件
で
授
封
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
明
示
的
に
一
期
分
と
し
て
設
定
さ
れ
る
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
の
場
合
に
は
、
封
相
続
人

が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
承
諾
を
得
て
行
わ
れ
る
例
外
的
な
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
な
く
と
も
こ
の
場
合
に
限
つ

て
は
、
封
相
続
人
で
あ
る
息
の
父
の
レ

i
ン
に
関
す
る
「
相
続
権
」
を
否
定
す
る
必
要
は
な
く
、
そ
れ
を
一
期
分
権
者
で
あ
る
母
の
死
亡
ま
で
凍

結
し
て
お
け
ば
足
り
る
は
ず
で
あ
る
、
と
。

レ
l
ン
法
二
・
三
末
尾
の
一
文
、
「
し
か
し
、
彼
女
が
彼
女
の
死
後
そ
れ
を
彼
女
の
子
た
ち
に
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
い
」
は
、
字
義
通
り
に

は
、
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
推
定
と
真
向
か
ら
衝
突
す
る
。
し
か
し
、
母
の
一
期
分
が
設
定
さ
れ
て
い
た
ア
イ
ゲ
ン
に
つ
い
て
も
、
母
の
死
後
そ

れ
を
息
た
ち
(
が
あ
る
場
合
に
彼
等
)
に
相
続
さ
せ
る
の
は
、
法
的
に
は
父
で
あ
っ
て
母
で
は
な
い
。
ま
た
、
レ

l
ン
に
つ
い
て
設
定
さ
れ
る
一
期

分
に
関
す
る
諸
条
項
の
う
ち
、
こ
の
条
項
に
限
っ
て
(
「
息
た
ち
」
で
は
な
く
)
「
彼
女
の
子
た
ち
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。
「
娘
た
ち
」
に
は
も
と
も
と
(
父
の
)
レ

l
ン
に
つ
い
て
の
「
相
続
権
」
は
な
い
か
ら
、
こ
の
一
文
が
母
の
死
後
母
が
そ
れ
ま
で
占
有
(
・
支
配
)

し
て
い
た
所
領
を
現
実
に
誰
が
継
承
す
る
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
書
か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
具
体
的
な
意
味
を
も
ち
う
る
の
は
母
が
再

婚
し
て
そ
の
後
に
儲
け
た
息
に
関
し
て
だ
け
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

(
川
)
レ

l
ン
法
二
二
・
一
、
五
五
・
九
、
五
六
・
二
、
五
七
・
四
、
六
三
・
一
、
六
五
・
四
、
七
一
・
一
一
一
(
二
回
)
、
七
一
・
一
九
、
七
二
・
六
、

七
二
・
七
、
七
二
・
八
、
七
二
・
九
、
七
二
・
一

o。
な
お
、
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
述
べ
る
こ
と
の
概
略
は
、
「
前
稿
」
(
二
、
註

(
8
)

で
も
述
べ
て
お
い
た
。
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
レ
l
ン
法
五
五
・
九
、
五
六
・
二
、
五
七
・
四
、
七
一
・
一
一
一
(
二
回
)
、
七
二
・
六
、
七
二
・
八
、
七
二
・
九
、
七
二
・
一

O
。

(
山
)
レ

l
ン
法
二
二
・
一
。

(
凶
)
レ

l
ン
法
六
三
・
一

H
A
V
一
・
一
三
O
(後
註
(
附
)
を
参
照
)
、
お
よ
び
、
レ
ー
ン
法
六
三
・
四

H
A
V
二
・
六
(
な
お
、

A
V
二
・
六
で
は
、

さ
ら
に
後
述
す
る
よ
う
に
、
厳
密
に
言
え
ば
(
あ
る
い
は
、
実
質
的
に
は
)
、
「
城
塞
レ
l
ン
を
除
く
(
そ
れ
以
外
の
)
い
か
な
る
彼
の
F
S
o
p
-
z
E
(
に
お
い
て

も
)
」
と
な
っ
て
い
る
)
。

(
凶
)
レ

l
ン
法
七
一
・
一
九

H
A
V
三
・
四
(
第
一
章
・
(
二
)
・
⑬
、
お
よ
び
、
前
註
(
幻
)
を
参
照
)
、
お
よ
び
、
レ
ー
ン
法
七
二
・
七

H
A
V
三
・

一
一
)
。

(
A
V
三
・
一
一
は
、
直
前
の
三
・
一

O
H
「
城
塞
が
破
壊
さ
れ
、
あ
る
い
は
主
君
の
貧
困
ま
た
は
怠
慢
に
よ
っ
て
荒
廃
に
帰
し
、
あ
る
い
は
、
不
法

北法510・85)85



(
な
行
為
)
の
か
ど
で

(
E
E
B
5
2
5、
こ
の
箇
所
は
レ
l
ン
法
七
一
了
七
で
は
、
よ
り
明
確
に

5

5凹
g
n
z
n
H
「
犯
罪
の
か
ど
で
」
と
な
っ
て
い
る
)

判
決
に
よ
っ
て
取
り
壊
さ
れ
、
城
臣
が
そ
の
(
不
法
な
い
し
犯
罪
の
)
実
行
者
(
な
い
し
犯
人
)
で
な
い
場
合
、
(
城
臣
は
)
そ
の
ゆ
え
に

R
v
g
g
g
g
s
p
E
E

を
失
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
を
承
け
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
そ
う
で
は
な
く
て
、
城
塞
レ
l
ン
は
そ
の
者
(
H
城
臣
)
に
と
っ
て
=
百
貨
o
g
S
F
E自
と

見
倣
さ
れ
る
、
城
塞
が
再
建
さ
れ
城
門
と
防
壁
と
で
全
面
的
に
固
め
ら
れ
る
ま
で
の
間
は
」
(
後
略
)
0

な
お
、

A
V
に
対
応
条
項
の
な
い
レ

l
ン
法
七
一
・
一

こ
で
も
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
あ
る
主
君
(
H
城
主
)
が
彼
の
城
塞
(
そ
の
も
の
)
を
そ
っ
く
り
(
自
分
の
一
家
臣
に
)
封
与
し
、
あ
る
い
は
、
彼
が

そ
れ
を
彼
の
ロ
ロ
開
g
O
B
(
H
レ
l
ン
法
上
彼
と
同
格
で
な
い
者
、
具
体
的
に
は
彼
よ
り
シ
ル
ト
の
低
い
者
)
に
譲
渡
す
る
(
}
包
)
(
後
者
は
城
塞
が
彼
の
ア
イ
ゲ

ン
で
あ
る
場
合
を
想
定
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
)
な
ら
ば
、
城
臣
た
ち
は
彼
等
の
城
塞
に
つ
い
て
か
の
者

(
H
城
塞
の
封
与
な
い
し
譲
渡
を
受
け
た
者
)

に
対
し
て
(
そ
の
)
授
封
更
新
を
求
め
る
義
務
は
な
く
、
彼
等
は
、
彼
等
が
そ
れ
(
H
城
塞
レ
l
ン
)
を
受
領
し
て
い
た
者
(
H
城
主
)
か
ら
(
受
領
し
た
)
彼

等
の
司
R
E
S
-
g
と
し
て
(
そ
れ
を
ひ
き
つ
づ
き
)
保
持
す
る
か
、
あ
る
い
は
、
彼
等
は
そ
れ

(
H
城
塞
レ
l
ン
)
に
つ
い
て
彼

(
H
城
主
)
が
そ
れ
を
譲
渡
し
た

者
に
対
し
て
円
R
E
o
-
g
と
し
て
(
そ
の
)
授
封
更
新
を
求
め
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
、
彼
等
が
(
城
臣
と
し
て
城
塞
に
)
留
ま
る
こ
と
を
望
ま
な
い
場
合
に
は
、

城
塞
の
上
に
あ
る
彼
等
の
建
物
に
つ
い
て
人
(
H
城
主
な
い
し
彼
か
ら
城
塞
を
封
与
な
い
し
譲
渡
さ
れ
た
者
)
は
彼
等
に
(
代
価
を
)
支
払
わ
な
く
て
は
な
ら

な
い
」
。
こ
こ
に
(
も
)
「
城
塞
レ
1
ン
」
が
百
円
F

こ
g
と
し
て
扱
わ
れ
る
事
例
が
見
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
に
は
「
へ

l
ル
シ
ル
ト
」
の
語
が
用
い
ら
れ
て

い
な
い
も
の
の
、
こ
の
条
項
も
、
同
じ
へ

l
ル
シ
ル
ト
を
も
っ
者
の
家
臣
に
な
れ
ば
シ
ル
ト
が
下
が
る
、
と
い
う
原
則
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
す
る

必
要
が
あ
る
)
。

(出

)
A
V
二
・
六
五

H

レ
l
ン
法
七
一
・
一
、
お
よ
び
、

A
V
二
・
六
六

H

向
上
。
本
文
に
「
(
実
質
的
に
こ
の
語
を
加
え
た
の
は
、
後
者
で
は

ー
ー
す
ぐ
に
訳
出
す
る
よ
う
に
|
|
(
構
文
上
、

5
0
m
n
E
E
の
語
が
省
略
さ
れ
)
単
に
三
宮
町
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

(
郎
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
さ
ら
に
七
一
・
三
の
一
部
、
七
一
・
四
、
七
一
・
五
が
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。

(
郎
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
こ
の
後
に
さ
ら
に
七
一
・
七
が
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。

(
m
-
a
)
前
註
(
悶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
「
レ

l
ン
法
」
で
は
さ
ら
に
七
一
・
八
、
七
一
・
九
の
後
段
、
七
一
・
一

O
、
七
一
・
一
一
、
七
一
・
一
二
、
七
一
・
一
一
二
、
七
一
・
一
四
の

末
尾
、
七
一
・
一
五
、
七
一
・
一
六
、
七
一
・
一
七
、
七
一
・
一
八
の
一
部
、
七
一
・
一
九
の
末
尾
、
七
二
・
二
の
末
尾
で
、
か
な
り
大
幅
な

「
補
足
」
を
施
し
て
い
る
。

(m)
こ
こ
で
検
討
の
対
象
と
し
て
い
る
条
項
の
中
で
は
、
こ
の
ほ
か

A
V
一

説
三宅'h.
両岡

北法51(1・86)86
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一
三

O
で
も
、
口
一
円

σ
g
z
g
Z
R
P
E
S
の
語
が

zsmaロ
ヨ
に
対
比
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さ
れ
て
い
る
。
前
註
(
印
)
を
参
照
。

(問
)
A
V
二
・
六
人
後
段
の
主
語
は
、
構
文
上
は
(
単
に
)
住
吉
Z
を
受
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
(
彼
が
封
与
す
る
こ
と
を
え
な
い
と
さ
れ
る
目
的
語

は
Z
ι
E
C
5
8
5
2
2
B
巴

E
で
あ
る
か
ら
)
、
実
質
的
に
は
、
「
裁
判
権
レ
l
ン
を
授
封
さ
れ
た
裁
判
官
」
で
あ
り
、
こ
の
裁
判
権
レ
l
ン
・
留
保
禁

止
の
条
項
は
、
文
言
上
、
(
裁
判
権
レ
l
ン
を
授
封
す
る
だ
け
の
)
「
国
王
」
に
は
及
、
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
因
み
に
、
レ
l
ン
法
七
一
・
一
一
一
末
尾
の

「
一
年
を
こ
え
て
」
(
留
保
し
て
は
な
ら
な
い
)
、
お
よ
び
、
「
同
じ
よ
う
に
国
王
は
旗
レ
l
ン
を
(
留
保
し
て
は
)
な
ら
な
い
」
の
件
は
、
「
レ

l
ン
法
」

の
部
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
い
わ
ゆ
る
「
授
封
強
制
」
の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
も
見
逃
す
こ
と
の
で
き
な
い

点
で
あ
る
が
、
「
授
封
強
制
」
に
関
す
る
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

1
ゲ
ル
の
史
料
的
所
見
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
二
)
、
八
O
九
頁
、
お
よ
び
、
註
(
問
)
・

(m)
・
(
則
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
こ
の
A

V
二
・
六
九
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
七
一
・
六
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
「
誰
で
あ
れ
ア
イ
ゲ
ン
を
レ
l
ン
と
し
て
受
領
す
る
者

(
H
家
臣
)
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
(
日
そ
の
レ
l
ン
)
に
つ
い
て
は
〈
♀
%
が
な
い
。
し
か
し
、
(
そ
の
レ
l
ン
の
)
授
封
は
、
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他

の
レ

l
ン
と
同
じ
く
、
第
七
の
手
ま
で
及
ぶ
。
彼
等

(
H
中
間
の
主
君
)
の
う
ち
い
か
な
る
者
も
、
他
の
者

(
H
自
分
の
家
臣
)
に
対
し
〈
。
-
m
m
を
却

け
る
こ
と
を
え
ず
、
ま
た
そ
の
所
領
に
つ
い
て
レ
l
ン
法
(
上
の
義
務
)
(
具
体
的
に
は
、
(
又
)
授
封
)
を
拒
む
(
目
g
B
n
E円。∞垣包明白円
g
g
a四
g
n
m
w
E伺
)

こ
と
を
え
な
い
、
そ
れ
(
日
そ
の
所
領
)
が
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
最
上
級
の
主
君
は
別
に
し
て
」
。

①
こ
れ
を
本
文
で
訳
出
し
た
A

V
二
・
六
九
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
の
「
改
訂
」
な
い
し
「
補
足
」
が
施
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
る
が
、
そ

の
う
ち
実
質
的
に
意
味
が
あ
(
り
う
)
る
の
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

@
ま
ず
最
初
の
文
章

(
A
V
で
は
「
(
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
さ
れ
た
家
臣
は
)
法
的
に
は
そ
の
授
封
更
新
を
(
主
君
の
)
相
続
人
に
も
、
ま
た
他
の
誰

か
(
H
主
君
)
に
も
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
さ
れ
て
い
た
件
)
が
「
そ
れ

(
H
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
レ
!
ン
)
に
つ
い
て
は
さ
-
%
が
な
い
」
と

改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
〈
三
宮
(
日
レ
l
ン
の
承
継
)
の
語
は
(
具
体
的
に
は
)
何
を
指
す
の
か
。
こ
の
場
合
、
前
註
(
路
)
で
論
じ
た
レ
l
ン
法
五
・

一
H
A
V
一
・
二

O
場
合
と
は
異
な
り
、
(
そ
の
も
と
に
な
っ
た
)
A
V
二
・
六
九
の
テ
キ
ス
ト
で
は
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
と
い
う
こ
と

だ
け
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
、

g-m伺
H
「
授
封
更
新
請
求
権
」
と
い
う
通
説
に
従
っ
て
読
む
こ
と
に
何
の
問
題
も
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。

@
次
に
、

(
A
V
で
は
「
彼
等
の
う
ち
:
:
:
い
か
な
る
者
も
」
と
「
F

刊
号
待
吉
国
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
」
の
聞
に
)
「
他
の
者
に
対
し
さ
】
伺
刊
を
拒
む
こ

と
を
え
ず
、
ま
た
」
が
「
補
足
」
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
も
、

s-間四
H

「
授
封
更
新
請
求
権
」
と
読
ん
で
ま
ず
問
題
が
な
さ
そ
う
に
見
え
る
。

た
だ
そ
の
よ
う
に
読
む
と
、
「
他
の
者
に
対
し
授
封
更
新
の
請
求
を
却
け
る
こ
と
」
と

(
A
V
に
も
と
か
ら
あ
っ
た
)
「
そ
の
所
領
に
つ
い
て
レ

l
ン

北法510・87)87



説母o.
n岡

法
(
上
の
義
務
H
(
又
)
授
封
)
を
拒
む
こ
と
を
え
な
い
」
と
の
重
複
が
多
少
気
に
は
な
る
が
、
前
者
で
は
「
原
則
論
」
の
形
で
述
べ
た
こ
と
を
後
者

で
は
具
体
的
に
述
べ
た
も
の
、
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

①

(
A
V
で
は
「
ア
イ
ゲ
ン
(
に
つ
い
て
)
の
レ
l
ン
は
第
六
の
手
ま
で
下
り
て
い
く
」
と
な
っ
て
い
た
件
に
)
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ
l
ン
と

同
じ
く
」
の
一
句
が
「
補
足
」
さ
れ
、
「
第
六
の
手
」
が
「
第
七
の
手
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

A
V
(
二
・
六
九
)
の
テ
キ
ス
ト
に
は
も

と
も
と
次
の
よ
う
な
問
題
が
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
ー
ン
」
は
(
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
と
は
異
な
り
)
(
第
一
シ
ル
ト
を
も
っ
)
国
王
か

ら
出
発
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
(
仮
に
第
二
シ
ル
ト
を
も
っ
教
会
諸
侯
が
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
を
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
)
そ
れ
は
(
た
か
だ
か
)
「
第
六

の
手
」
ま
で
し
か
及
ば
ず
、
(
た
と
え
ば
、
第
五
シ
ル
ト
を
も
っ
参
審
自
由
人
が
ア
イ
ゲ
ン
を
授
封
し
た
場
合
を
考
え
て
み
れ
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
)
常
に

「
第
六
の
手
」
ま
で
及
ぶ
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
「
レ

l
ン
法
」
で
は
、
「
手
」
と
い
う
同
じ
言
葉
を
、
ア
イ
ゲ
ン
の
持
主
で
あ
る
最
上
級
の
主
君

か
ら
数
え
て
何
番
目
の
授
封
者
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
の
「
シ
ル
ト
」
の
持
主
か
と
い
う
意
味
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
問

題
点
を
除
去
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
「
改
訂
」
は
、
(
間
接
的
に
へ
l
ル
シ
ル
ト
が
国
王
に
始
ま
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る

だ
け
で
な
く
て
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
で
あ
る
他
の
レ

l
ン
と
同
じ
く
」
と
い
う
「
補
足
」
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
が
又
授
封

さ
れ
た
場
合
に
は
そ
れ
を
お

nz-g
並
み
に
扱
お
う
と
す
る
志
向
と
も
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
(
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
(
三
)
・

(
3
)
で
後
述
す
る

レ
!
ン
法
六
五
・
四
を
参
照
さ
れ
た
い
)
。

②
右
の
@
・
@
で
述
べ
た
点
は
、
ヒ
ル
シ
ユ
(
国
「
∞
・

5M)
、
お
よ
び
、
シ
ョ
ッ
ト
(
∞

Ec--
∞
・
出
凶
)
の
読
み
方
と
も
一
致
す
る
。
た
だ
し
、

そ
の
よ
う
に
読
む
と
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
六
が
「
特
別
な
レ
!
ン
」
の
一
つ
で
あ
る
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
の
特
性
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、

(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
の
反
射
と
し
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・

レ
l
ン
」
に
も
(
家
臣
が
死
亡
し
た
際
の
)
「
相
続
権
」
は
あ
る
、
と
い
う
解
釈
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

そ
の
点
(
特
に
@
の

}
m
R
R
Z
2
5
-
m
m円
四
国
の
読
み
方
)
に
関
し
て
、
ホ
l
マ
イ
ヤ
i
は
独
自
の
見
解
を
述
べ
て
い
る
(
出
0

・固
M
-

∞・凶包
{
)
0

す
な

わ
ち
彼
は
、
@
と
⑥
の
〈
♀
問
。
の
語
は
(
主
君
に
異
動
が
あ
っ
た
際
の
)
「
授
封
更
新
請
求
(
権
)
」
だ
け
を
意
味
す
る
、
と
解
し
た
上
で
、
@
の

-g'

B
n
E
5
哩
2
m
m
aロ
の
語
は
、
「
相
続
人
(
の
授
封
請
求
)
を
拒
む
」
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
家
臣
の
「
相
続
権
」
だ
け
に
か
か
わ
り
そ
れ
を
明
示
的
に

否
定
し
た
も
の
、
と
解
し
て
い
る
。
(
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
は
、
そ
れ
を
根
拠
に
し
て
、
さ
ら
に
レ
l
ン
法
七
一
・
一
五
は
、
「
城
寒
一
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
、
た
と

え
「
城
塞
」
お
よ
び
「
城
塞
レ
l
ン
」
の
一
方
ま
た
は
双
方
が
城
主
の
「
ア
イ
ゲ
ン
」
で
あ
っ
て
も
、
城
臣
に
は
「
相
続
権
」
・
「
授
封
吏
新
権
」
が
い
ず
れ
も

例
外
と
し
て
認
め
て
い
る
、
と
解
し
た
い
る
が
、
こ
の
条
項
、
お
よ
び
、
ホ
l
マ
イ
ヤ
ー
が
こ
の
点
に
関
す
る
第
二
の
例
外
と
す
る
レ
1

ン
法
七
一
・
六
に
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つ
い
て
は
、
本
章
・

C
で
改
め
て
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
)
。
し
か
し
、
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
の
一
言
う
よ
う
に
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
家
臣
の

(
「
授
封
更
新
請
求
権
」
だ
け
で
な
く
)
「
相
続
権
」
も
な
か
っ
た
か
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
根
本
的
な
疑
問
な
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。

@
レ
l
ン
法
七
六
・
三
は
、
後
に
改
め
て
本
章
・

C
、
(
四
)
・

(2)
・
@
で
訳
出
す
る
よ
う
に
、
(
事
実
上
、
「
フ
ェ

l
デ
宣
告
」
の
意
味
を
も
ち

う
る
)
主
従
関
係
の
解
約
に
関
し
て
、
ま
ず
家
臣
が
主
君
に
対
し
て
主
従
関
係
を
解
約
す
る
と
、
家
臣
が
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
所
領
は
主
君

の
手
許
に
一
戻
る
と
し
、
次
い
で
、
逆
に
主
君
が
家
臣
に
対
し
て
主
従
関
係
を
解
約
す
る
と
、
主
君
は
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
所
領
を
「
そ
れ
が
主

君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
場
合
を
除
き
」
失
っ
た
こ
と
に
な
り
、
家
臣
は
上
級
主
君
に
対
し
て
そ
の
授
封
更
新
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
、
と
し
た
上

で
、
「
し
か
し
、
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
が
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
、
あ
る
教
会
(
伺
昆
念
日
吉
田
)
に
属
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

が
(
主
君
の
支
配
権
・
支
配
留
の
)
外
へ
出
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
家
臣
が
そ
れ
を
そ
の
先
(
上
級
主
君
の
許
)
ま
で
さ
-
m
g
(
H
授
封
更
新
を
求
め

る
こ
と
が
)
で
き
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
所
領
を
家
臣
は
彼
の
存
命
中
(
主
君
に
対
す
る
)
勤
務
な
し
に
保
持
す
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
彼

の
子
に
相
続
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
レ

l
ン
法
を
行
う

(
H
自
分
の
家
臣
に
又
授
封
す
る
)
こ
と
も
で
き
る
(
下
略
)
」
、
と
言
う
。
つ
ま
り
、
主

君
が
家
臣
に
対
し
主
従
関
係
を
解
約
し
た
場
合
、
一
般
的
に
は

(
H
「
ラ
イ
ヒ
の
所
領
」
で
あ
る
レ
l
ン
、
あ
る
い
は
、
主
君
が
上
級
主
君
か
ら
授
封
さ

れ
て
い
た
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
)
主
君
が
家
臣
に
授
封
し
て
い
た
レ

l
ン
は
主
君
の
手
を
離
れ
て
上
級
主
君
の
手
許
に
戻
り
、
家
臣
は
そ
の
授
封
更

新
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
が
、
(
「
自
分
の
土
地
」
で
あ
っ
て
上
級
主
君
か
ら
授
封
し
た
の
で
は
な
い
)
主
君
の
ア
イ
ゲ
ン
(
お
よ
び
教
会
領
)
で
あ
る
レ
ー

ン
に
つ
い
て
は
上
級
主
君
は
存
在
せ
ず
、
家
臣
は
そ
の
授
封
更
新
を
上
級
主
君
に
求
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
で
、
そ
の
所
領
を
彼
の
存
命

中
主
君
に
対
す
る
勤
務
な
し
に
占
有
(
・
支
配
)
し
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
し
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
(
も
と
も
と
)
「
相
続

権
」
が
な
か
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
主
君
に
よ
る
主
従
関
係
の
(
一
方
的
)
解
約
に
対
し
て
家
臣
の
「
権
利
」
を
保
護
す
る
こ
と
に
は
こ
れ
だ
け
(
つ
ま

り
、
所
領
の
占
有
・
支
配
を
家
臣
の
-
代
に
限
っ
て
事
実
上
現
状
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
)
で
十
分
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
、
そ
の
後
ひ
き
つ

づ
き
説
か
れ
て
い
る
家
臣
の
「
相
続
権
」
と
「
又
授
封
権
」
の
う
ち
後
者
に
つ
い
て
は
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
六
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と
そ
れ
が
家

臣
に
認
め
ら
れ
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
(
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
の
解
釈
に
よ
っ
て
も
)
む
し
ろ
義
務
づ
け
ら
れ
て
(
さ
え
)
い
た
こ
と
が
判
る
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
(
レ
i
ン
法
七
一
・
六
で
明
示
的
に
否
定
さ
れ
て
い
な
い
)
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

1
ン
」
に
つ
い
て
の
「
相
続
権
」
も
も
と
も
と
家
臣
に
認
め
ら
れ
て

い
た
、
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。

@
因
み
に
、
レ
l
ン
法
七
六
・
三
の
う
ち
、
右
に
「
」
を
付
し
て
引
用
し
た
件
は
「
レ
l
ン
法
」
で
(
新
た
に
)
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

対
応
す
る

A
V
三
・
一
五
は
、
(
も
と
も
と
)
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
「
主
君
に
対
し
家
臣
が
彼
の
ぎ

E
Eロ
ヨ
(
臣
従
札
、
な
い
し
、
臣
従
関
係
)
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説fie 
"冊

を
解
約
す
る
場
合
、
(
家
庄
が
)
彼

(
H
主
君
)
か
ら
受
領
し
た
レ

l
ン
は
主
君
に
と
っ
て
自
由
に
な
る

(
H
そ
の
手
許
に
一
反
る
)
。
反
対
に
主
君
は
家

臣
が
彼
か
ら
受
領
し
て
い
た
レ
l
ン
を
失
う
こ
と
に
な
る
、
も
し
(
主
君
が
)
家
臣
に
対
し
て
(
主
従
関
係
を
)
解
約
し
、
そ
し
て
家
臣
が
法
に
従

い(目。

E
E
E
B
宮
田
)
直
ち
に
上
級
主
君
に
対
し
そ
の
レ

l
ン
(
の
授
封
更
新
)
を
(
乞
い
)
、
あ
る
い
は
、
(
別
に
新
し
い
主
君
を
指
定
し
て
)
そ
の
者

(
H
別
な
新
し
い
主
君
)
か
ら
(
家
臣
が
)
前
の
主
君
か
ら
受
領
し
て
い
た
の
と
同
じ
だ
け
の
名
誉

(
g
g『
)
を
も
っ
て

E
的
(
レ
l
ン
法
上
の
権
利
、
所

領
の
支
配
権
)
を
受
領
で
き
る
よ
う
に
、
(
自
分
を
)
別
な
(
新
し
い
)
主
君
の
許
へ
送
る
よ
う
に
乞
う
こ
と
に
な
れ
ば
」
。
「
同
じ
(
だ
け
の
)
名
誉
を

も
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
第
一
章
・
つ
乙
@
に
訳
出
し
た
A
V
一
・
五
七
、
お
よ
び
、
同
上
⑪
に
訳
出
し
た

A
V
一
・
一
二
四
に
も
明
ら
か
な

よ
う
に
、
具
体
的
に
は
「
自
分
の
シ
ル
ト
(
日
レ
l
ン
法
上
の
地
位
・
身
分
)
を
下
げ
る
こ
と
な
く
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
の

A
V
三
・
一
五

(
し
た
が
っ
て
、
間
接
的
に
は
レ
l
ン
法
七
六
・
一
三
の
意
図
が
家
臣
の
権
利
の
(
拡
大
で
は
な
く
)
(
現
状
の
ま
ま
の
)
保
全
に
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と

が
は
っ
き
り
判
る
で
あ
ろ
う
。

@
以
上
の
理
由
で
、
私
は
今
の
と
こ
ろ
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
六
の
さ
-
唱
の
諾
は

(
A
V
三
・
一
五
の
論
旨
を
忠
実
に
継
承
し
て
)
(
主
君
に
異
動
が

あ
っ
た
際
の
)
「
授
封
更
新
請
求
権
」
だ
け
を
指
す
が
、
そ
こ
で
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
に
つ
い
て
の
家
臣
の
「
相
続
権
」
は

あ
っ
た
、
と
考
え
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
レ

l
ン
法
七
一
・
六
の
後
半

(
H
A
V
二
・
七
O
)
で
は
、
「
そ
の
(
自
分
の
ア
イ
ゲ
ン
で
あ
る
)
所
領
を
封

与
す
る
(
あ
る
い
は
、
封
与
し
た
)
同
じ
(
最
上
級
の
)
主
君
は
ま
た
、
彼
が
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
を
必
要
と
す
る
場
合
、
(
い
つ
で
も
)
そ
れ
を
取
り

戻
す
こ
と
が
で
き
る
」
、
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
は
、
法
的
に
は
「
相
続
権
」
が
あ
っ
て
も
な
く
て
も
、
も
し
主

君
が
家
臣
が
死
亡
し
た
時
に
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ
l
ン
」
を
取
り
戻
せ
ば
、
結
局
同
じ
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
お
考
え
に
な
る
向
き
が
あ

る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
六
は
、
ひ
き
つ
づ
き
「
彼

(
H
最
上
級
の
主
君
)
が
そ
れ
を
家
臣
に
対
し
ラ
イ
ヒ
の
所
領
に
つ
い

て
の
同
等
の
交
換
に
よ
っ
て

(
H
同
等
の
価
値
を
も
っ
ラ
イ
ヒ
の
所
領
を
授
封
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
)
補
償
す
る
限
り
」
と
い
う
条
件
を
つ
け
て
い
る

か
ら
、
家
臣
に
「
相
続
権
」
が
あ
る
場
合
と
な
い
場
合
と
で
は
、
「
補
償
」
の
有
無
、
す
な
わ
ち
、
家
臣
の
権
利
の
保
護
の
点
で
大
き
な
差
が
生
じ

る
こ
と
に
な
る
。
(
な
お
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

C
で
改
め
て
後
述
す
る
)
。

(m)
前
註
(
印
)
の
末
尾
、
②
・
①
を
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
レ
ー
ン
法
七
一
・
六
の
末
尾
で
は
、

A
V
二
・
七
O
の
末
尾
に
あ
っ
た

B
E
。

σnsmnz
の
語
に
直
接
に
対
応
す
る
表
現
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
そ
れ
が
な
く
て
も
A
V
二
・
七
O
と
同
じ
論
旨
で
あ
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

(
印
)
本
文
に
掲
げ
た
訳
は
、

z
s
o
の
語
を
「
城
臣
」
を
指
す
、
と
い
う
理
解
を
前
提
し
て
い
る
。
(
た
と
え
ば
、
前
註
(
凶
)
で
扱
っ
た
A
V
三
・
一
一
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H
レ
l
ン
法
七
二
・
七
を
参
照
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
前
提
が
成
り
立
ち
う
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
)
。
し
か
し
、
こ
の

A
V
三
・
一
に
は
対
応
す
る

「レ
l
ン
法
」
の
条
項
(
特
に
七
一
・
九
)
で
大
幅
な
(
城
塞
レ
l
ン
を
又
授
封
し
た
城
臣
に
と
っ
て
は
よ
り
き
び
し
い
方
向
で
の
)
「
改
訂
」
が
施
さ
れ
て

お
り
、
「
レ
l
ン
法
」
を
参
照
す
る
と
、

A
V
三
・
一
の

g
s。
を
「
城
臣
の
家
臣
」
と
解
す
る
余
地
が
ま
っ
た
く
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
と
も
考

え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
で
は
、
「
レ
l
ン
法
」
に
お
け
る
「
城
塞
レ
l
ン
」
を
本
格
的
に
検
討
す
る
余
裕
も
な
い
し
、
そ
の
必
要
も
な
い
と
思
わ

れ
る
の
で
、
と
り
あ
え
ず
本
文
の
よ
う
に
訳
し
て
お
い
た
。
な
お
、
「
城
塞
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
は
後
註
(
郎
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
m
-
a
)
レ
l
ン
法
七
一
・
一
八
で
は
、
最
初
の
部
分
が
、
「
城
塞
レ

1
ン
を
も
と
に
彼

(
H
城
臣
)
は
彼
の
主
君
に
対

L
Z
P
E
を
も
ま
た

宮『

2
Eを
も
勤
務
す
る
義
務
を
負
わ
な
い
」
と
補
足
さ
れ
て
い
る
。

(
印
)
レ

l
ン
法
二
ニ
・
一
、
五
五
・
九
、
七
一
-
一
二
、
七
一
・
一
九
、
七
二
・
六
、
七
二
・
七
、
七
二
・
入
、
七
二
・
九
、
七
二
・
一

O
。
こ

れ
ら
の
う
ち
A
V
の
対
応
箇
所
で

g
-
m
R四
宮
5
m
n
E
B
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
註
(
問
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、
レ

l
ン
法
七
一
・
一

九
と
七
二
・
七
(
こ
れ
に
つ
い
て
は
前
註
(
印
)
を
も
参
昭
…
)
の
二
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
も
う
一
つ

A
V
に
対
応
条
項
の
あ
る
レ
l
ン
法
一
二

7
一
に

お
い
て
は
、
『
m
n
z
-
g
の
語
は
「
レ
l
ン
法
」
で
「
補
足
」
さ
れ
た
箇
所
に
姿
を
見
せ
る
(
前
註
(
凶
)
を
参
照
)
。
他
の
六
条
項
は
す
べ
て
「
レ
l
ン

法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
(
前
註
(
印
)
を
参
照
)
。

(
国
)
レ
l
ン
法
六
五
・
四

(
H
A
V
二
・
六
|
|
前
註

(m)
を
参
照
)
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
が
、
こ
の
条
項
の
お
n
z
-
g
の
語
も

「レ
l
ン
法
」
で
「
改
訂
」
さ
れ
た
箇
所
に
現
れ
る
。

(m)
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
が
お
各
ニ

g
の
中
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
「
前
稿
」
(
二
、
註

(8)

で
も
前
述
し
て
お
い
た
が
、
す
ぐ
に
後
述
す
る
レ
!
ン
法
七
一
・
一
に
お
け
る
寝

B
E
E
S『R
Z
の
用
語
法
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(m)
レ
l
ン
法
六
三
・
一

(
H
A
V
一
・
一
三
O
)
。
そ
の
前
段

(
H
「
い
ず
れ
の
所
領
で
あ
れ
家
臣
に
臣
従
礼
な
し
に
封
与
(
な
い
し
、
授
与
)
さ
れ
る
(
な

い
し
、
さ
れ
た
)
も
の
は

8
各
門
戸
何
回
と
は
言
わ
な
い
、
(
た
と
え
ば
)
主
君
が
彼
の
家
人
に
臣
従
礼
な
し
に
ぎ
〈
q
R
Z
(
H
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
法
)
に
従
っ
て
授
与

す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
所
領

(
H
家
人
領
)
の
よ
う
に
」
)
は
、

A
V
(
一
-
二
二
O
)
で
は
、
「
何
で
あ
れ
家
臣
が
臣
従
礼
に
よ
っ
て
受
領
し
な
い
も
の

は、

Z
5
m
a
z
B
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
(
え
)
な
い
、
(
た
と
え
ば
)
主
君
が
彼
の
家
人
た
ち
に
、
臣
従
礼
な
し
に
、
呂
田

g
E
(
H
フ
ァ
ミ
リ
ア
の
法
)

に
従
っ
て
授
与
す
る
場
合
の
よ
う
に
」
(
と
な
っ
て
い
て
、
『
2
z
-
g
に
は

Z
5
m
n
z
g
の
語
が
対
応
し
て
い
る
(
前
註

(m)
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
)
。

こ
の
場
合
、
両
者
の
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
実
質
的
に
は
変
わ
り
が
な
(
く
、
む
し
ろ
A
V
の
方
が
、
家
人
領
は
た
と
え
『
2
z
rロ
で
な
く
て
も
何
ら

か
の
レ
i
ン
で
あ
り
う
る
の
か
、
と
い
う
紛
れ
を
残
さ
な
)
い
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
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(
印
)
レ

l
ン
法
五
五
・
九
。
前
註
(
問
)
で
述
べ
た
よ
う
に
、

A
V
に
は
こ
の
条
項
に
対
応
す
る
条
項
が
な
い
。
な
お
、
こ
の
(
町
三
包

g
な
い
し

m
s
g
の
)
語
は
レ

l
ン
法
三
七
・
一

(
H
「
父
が
所
領
を
彼
の
息
の
た
め
に

(
H
彼
の
息
に
授
封
す
る
と
い
う
条
件
で
)
彼
の
主
君
の
前

(
M
レ
l
ン
法
廷
)

で
(
主
君
に
一
自
己
返
還
す
る
(
あ
る
い
は
、
し
た
)
場
合
|
|
前
註
(
川
)
を
参
照
|
|
、
息
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て
日
三

g
(と
し
て
の
権
利
)

を
も
た
な
い
、
た
と
え
そ
れ

(
H
そ
の
権
利
)
が
彼
の
父
の
も
の
で
あ
っ
た

(
H
そ
の
権
利
を
彼
の
父
が
も
っ
て
い
た
)
と
し
て
も
、
け
だ
し
そ
れ

(
H
そ
の
所

領
)
は
彼

(
U
息
)
に
相
続
さ
れ
な
か
っ
た
(
あ
る
い
は
、
相
続
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
)
か
ら
で
あ
る
。
誰
で
あ
れ
彼

(
H
自
分
)
の
耳
5
-
g
(
H
自
分
が
相

続
に
よ
っ
て
取
得
し
た
レ
l
ン
)
を
(
主
君
に
)
返
還
し
て
そ
れ
を
再
び
受
領
す
る
(
な
い
し
、
し
た
)
者
が
あ
れ
ば
、
彼
は
そ
れ

(
H
そ
の
所
領
)
に
つ
い
て

司
耳
目

g
(と
し
て
の
権
利
)
を
も
た
な
い
こ
に
(
二
回
)
姿
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る

A
V
一
・
九
一

(
H
「
も
し
父
が
息
の
た
め
に
い
ず
れ
か
の

レ
l
ン
を
主
君
に
返
還
す
る
耳
鼻
皇
国
号
室
豆
な
ら
ば
、
息
は
こ
の
レ
i
ン
を

F
O
E
-
E
2
2
0
(相
杭
権
に
よ
っ
て
)
受
領
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
、
け

だ
し
(
こ
の
レ
l
ン
は
)
彼
に
相
続
さ
れ
な
か
っ
た
(
な
い
し
、
相
続
さ
れ
た
の
で
は
な
い
)
か
ら
で
あ
る
」
)
、
お
よ
び
、

A
V
一
・
九
一
一

(
H
「
同
じ
よ
う

に
、
レ
ー
ン
を
主
君
に
返
還
(
『
邑
加
国
民
)
し
、
そ
の
後
再
び
同
じ
レ

l
ン
を
授
封
さ
れ
た
者
(
が
あ
れ
ば
、
そ
の
者
)
は
そ
れ

(
H
レ
l
ン
)
に
つ
い
て

z
a
S
E
E
g
g
-
-著
者
の
意
図
と
し
て
は
お
そ
ら
く
「
(
父
か
ら
)
相
続
(
し
た
)
財
産
と
し
て
の
権
利
」
、
た
だ
し
、
「
(
息
に
)
相
続
(
さ
れ
る
)
権
(
利
こ

と
も
読
め
る
ー
ー
を
失
う
こ
と
に
な
る
こ
に
は
直
接
そ
れ
に
当
た
る
誇
は
な
く
、
こ
の
語
は
お
そ
ら
く

(
A
V
の
テ
キ
ス
ト
に
見
ら
れ
る
「
紛
れ
」

(
H

「
相
続
権
を
失
う
」
と
も
読
ま
れ
か
ね
な
い
と
い
う
お
そ
れ
)
を
除
去
す
る
た
め
に
)
「
レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
創
り
出
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
し
か

し
、
そ
の
点
は
い
ず
れ
に
も
せ
よ
、
た
と
え
(
父
か
ら
相
続
し
た

O
B
E
で
は
な
く
)
家
臣
が
主
君
か
ら
新
た
に
授
封
さ
れ
た
レ

l
ン
で
あ
っ
て
も
、

家
臣
が
そ
れ
を
最
期
ま
で
占
有
(
・
支
配
)
し
て
い
れ
ば
息
に
相
続
さ
せ
う
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
く
、
円
m
n
z
-
g
と
の
相
違
は
、
(
せ
い
ぜ
い
)
後

者
に
つ
い
て
は
法
定
ゲ
ヴ
ェ

l
レ

(
B
n
Z
8
0
2、
一
伺
お
)
が
授
封
後
一
年
と
一
日
後
に
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
そ
れ
が
(
所
領
と

と
も
に
)
息
に
「
相
続
」
さ
れ
る
|
|
こ
の
最
後
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
川
「
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
、
一
四
五
頁
、
お
よ
び
、
一
六
一
一
一

i
一
六
四
頁
を
参

照
ー
ー
と
い
う
点
に
限
ら
れ
る
。

(
瓜
)
レ

l
ン
法
五
五
・
九
、
五
六
・
二
、
五
七
・
図
。
こ
れ
ら
の
条
項
は
、
前
註
(
印
)
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
い
ず
れ
も

A
V
に
対
応
条
項
が
な

く
、
「
レ

i
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、

m
a
g
m白
が
(
少
な
く
と
も
)
明
示
的
に
お
n
z
-
g
(な
い
し
、

g-mRO

F05mnEE)
に
対
比
さ
れ
る
の
は
、

(
A
V
に
は
見
ら
れ
ず
)
「
レ

l
ン
法
」
に
お
い
て
は
じ
め
て
見
ら
れ
る
現
象
で
あ
る
。

(
即
)
レ

l
ン
法
五
五
・
九
、
五
七
・
四
。
こ
の
両
者
も
、
前
註
(
問
)
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

A
V
に
は
対
応
条
項
が
な
く
、
垣
間
告
白
間
四
に
対
応
す

る
語
な
い
し
概
念
も

A
V
に
は
ま
だ
見
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
垣
向
島
g
m刊
の
語
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
て
も
、
実
質
的
に
そ
の
こ
と
を
述
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べ
た
条
項
が
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
(
不
完
全
な
こ
と
は
承
知
の
上
で
、
今
回
目
に
つ
い
た
も
の
を
挙
げ
る
と
て
た
と
え
ば
レ
ー

ン
法
七
・
一
、
七
・
二
(
ド
イ
ツ
語
第
二
版
)
、
七
・
四

(
H
A
V
-
-
二
八
)
、
七
・
六
、
七
・
七
、
七
・
八
、
一

0
・
二

(
H
A
v
-
-
二
八
)
、
四

九
・
二

(
H
A
V
一
-
一
一
七
)
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
な
お
、
前
註
(
凶
)
の
@
に
引
用
し
た
レ

l
ン
法
一
一
・
一
で
は
、
開
a
g
m刊
に
つ
い
て

だ
け
で
な
く
宅
R
Eロ
胸
骨
の
こ
と
を
も
含
め
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
直
接
に
は
こ
れ
ら
二
つ
の
語
が
い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
、

と
推
定
さ
れ
る
。

(
則
)
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
」
を
指
す
語
と
し
て
は
、

8
2邑
g
(邑・

8
2邑
F)
宮

σ
g
m
m
a
o
の
語
が

A
V
一
・
一
一
一

(
H
レ
l
ン
法
五
七
・
一
|
|
前
註

(
問
)
を
参
照
)
と
一
・
四
四

(
H
レ
l
ン
法
二
0

・
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
か
、
一
・
一
九

(
H
レ
i
ン
法
五
・
こ
で
は

8
2
2
8『
2
5
(
H
そ

の
(
現
に
所
領
を
占
有
し
て
い
る
)
者
(
日
家
臣
)
の
後
継
者
)
、
一
・
一
一
O
(
H
レ
l
ン
法
五
・
こ
で
は
ヨ
g
g
回
目

E
E白
(
H
第
二
の
手
、
二
番
手
の
者

|
|
前
註
(
川
町
)
を
参
照
)
、

A
V
一
・
八
八
で
は
認
可
四
2
8
5
(
H
期
待
権
者
)
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
史
官
2
2
5
3
g
m
m
n
E
o
a
-
-ロ

Z
R
m
n
g
)
(
H
(
レ
l
ン
の
)
期
待
権
)
の
語
は
、

A
V
一
-
一
一
五

(
H
レ
l
ン
法
六
・
二
)
、
一
・
一
一
七

(
H
レ
l
ン
法
一

0
・
二
、
一
・
八
四

(
H
レ
ー

ン
法
三
二
・
二
、
一
・
八
八
、
一
-
一
一
七

(
H
レ
l
ン
法
四
九
・
一
一
九
一
・
一
一
一
五
(
二
回
)
(
H
レ
l
ン
法
一

0
・
二
)
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
語
の
用
法
に
つ
い
て
注
目
さ
れ
る
の
は
次
の
諸
点
で
あ
る
。

@
こ
れ
ら
の
条
項
は
、

A
V
一
・
八
八
を
除
き
、
す
べ
て
「
レ

i
ン
法
」
に
対
応
条
項
が
あ
る
。
(
な
お
、

A
V
-
-
八
八

(
H
「
俗
的
な
(
な
い
し
、

世
俗
の

)
E
Z
E
m
(
H
生
活
、
生
活
様
式
)
を
宝
ユ
吉
弘
宮

(
H
霊
的
な
、
な
い
し
、
聖
界
の
)
(
そ
れ

H
Z
Z恒
例
)
へ
と
変
え
る
者
は
、
レ
ー
ン
を
(
封
相
続
人

H

息
に
)
相
続
さ
せ
る
こ
と
は
な
く
、
ま
た

mH司
自

n
Z
E
S
(
H
そ
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
期
待
権
を
も
っ
者
)
に
と
っ
て
宮
口
o
p
-
-
E司
R
5
5
(
H
そ
の
レ
l
ン
に
つ

い
て
の
期
待
権
)
は
消
滅
す
る
こ
は
、
「
ア
ウ
ク
ト
ル
・
ヴ
ェ
l
ト
ゥ
ス
」
か
ら
「
レ
1
ン
法
」
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ご
く
少
数

(
H
ほ
ん
の
こ
・

三
)
の
例
外
の
一
つ
で
あ
る
が
、
第
二
章
・
竺
乙
・
@
、
お
よ
び
、
(
三
)
・

(
4
)
で
前
述
し
た
よ
う
に
、
「
ラ
ン
ト
法
」
で
は
「
修
道
士
」
に
つ
い
て
、
レ
ー
ン

お
よ
び
レ
l
ン
法
(
上
の
能
力
)
と
の
断
絶
が
強
調
さ
れ
て
お
り
、
お
そ
ら
く
、
「
ラ
ン
ト
法
」
執
筆
後
「
レ
l
ン
法
」
に
補
筆
す
る
際
に
不
要
と
感
じ
ら
れ
た

の
で
削
除
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
思
わ
れ
る
|
|
因
み
に
、

H
Z
E
N
g
m百
戸
冨
a
F
B
E宣
言
広
庁
長
。
ロ

S
5
5
に
よ
れ
ば
、

z
z
g
の
語
(
そ
の
も
の
)

に
z
i
2
5
5
n
z骨
の
意
味
も
あ
る
と
い
う
)
。
@
「
レ

l
ン
法
」
の
対
応
条
項
で
は
、
こ
れ
ら
の
語
は
、

A
V
一
・
一
一
七
と
一
・
一
一
一
五
(
二
回
)

の
良
官
n
E
E
を
除
き
、
由
。
g
E
5
5
z
s
m
n
F
O
な
ど
の

(
H
「
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
権
者
」
を
指
す
)
語
を
も
含
め
て
、
す
べ
て

m
a
z
m白
の
語
な
い
し
そ
れ

を
含
む
表
現
に
改
め
ら
れ
(
統
一
さ
れ
)
て
い
る
。
①
右
の
@
で
例
外
に
数
え
た
二
つ
の
条
項
、
す
な
わ
ち

A
V
一
・
一
一
七

(
H
レ
l
ン
法
四
七
・

二
)
と

A
V
一
-
一
二
五
(
二
回
)
(
H
レ
l
ン
法
一

0

・
二
)
に
つ
い
て
は
、

A
V
で
は
ヨ
宮
n
g
E
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
に
「
レ

l
ン
法
」
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説5ι 
関岡

の
対
応
条
項
・
対
応
箇
所
に
は
開
a
g唱
の
語
が
姿
を
見
せ
な
い
。
な
ぜ
か
。

A
V
一
・
一
一
七
と
一
二
五
で
は
、

g
=
s
z
g
号
巴
m
盲
目
同
。
(
場
所

を
特
定
さ
れ
て
い
な
い
)
あ
る
い
は

-
o
g
n
R
a
号
丘
m
g
g
(特
定
さ
れ
た
場
所
が
な
い
)
と
明
記
さ
れ
て
お
り
、
認
可
mn霊
宮
の
語
は
(
「
レ
l
ン
法
」
の

用
語
で
言
え
ば
)
垣
島
区
吉
明
白
を
指
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
前
註

(m)
で
述
べ
た
こ
と
も
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。

(凶

)
m
a
E開
刊
の
語
は
、
前
註
(
則
)
で
挙
げ
た
レ

l
ン
法
五
・
一
(
一
一
回
)
(
H
A
V
-
-
二
O
)
、
六
・
二

(
H
A
V
一
・
二
五
)
、
一

0
・一

(
H
A
V

一
・
二
七
)
、
二

0
・一

(
H
A
V
一
・
四
四
)
、
三
二
・
一

(
H
A
V
一
・
八
四
)
、
五
七
・
一

(
H
A
V
一
・
二
こ
の
ほ
か
、

A

V
に
対
応
条
項
の

な
い

(
H
「レ

l
ン
法
」
で
新
た
に
「
補
足
」
さ
れ
た
)
レ

l
ン
法
二

0
・二

(
m
a
E明
色
。
)
、
二

0
・
三
、
二
0
・
四
、
三
一
・
一
(
島
詔
g
|
|
本
章

A
・
(
二
)
・

(1)
を
参
照
)
、
三
二
・
一
、
五
五
・
九
、
五
六
・
二
、
五
六
・
五
、
五
七
・
二
、
五
七
・
一
二
、
五
七
・
四
、
五
七
・
五
、
(
以
下
は

本
文
で
問
題
に
し
て
い
る
七
一
・
一
以
降
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
)
、
七
一
・
四
、
七
一
・
入
、
七
一
・
一
一
(
二
回
)
、
七
一
・
二
二
、
七
六
・

四
(
個
a
g明
色
伺
)
、
七
六
・
八
(
二
問
、
ほ
か
に
常
任
諸
色
町
)
に
も
現
れ
る
。
さ
ら
に
前
註

(m)
の
末
尾
で
指
摘
し
た
レ

l
ン
法
一
一
・
一
の
例

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
レ

i
ン
に
関
し
て
は
、
需
品
宮
唱
の
語
が
用
い
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、
(
た
と
え
ば
「
凹
2
R
n
を
も
た
な
い
」
と
い
う
表
現
で
)

そ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
条
項
が
(
現
に
あ
る
し
、
ほ
か
に
も
)
あ
り
う
る
。

こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
「
レ

l
ン
法
」
に
お
け
る
関
白
金
話
。
(
お
よ
び
者
向
含
呂
町
)
の
問
題
を
遺
漏
な
く
考
察
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を
問
問
垣

ma

の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

A

V
で
な
耳
切
お
の
語
に
対
応
す
る
語
は
ち
∞
お
邑
o
と

者
間
同
国
内
田
宮
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
が
、
(
そ
の
こ
と
が
私
に
と
っ
て
従
来
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ
l
ゲ
ル
成
立
史
に
関
す
る
異
説
に
与
す
る
こ
と
を
跨
路
さ
せ

た
蹟
き
の
石
に
な
っ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
前
稿
」
(
三
)
、
註

(m)
を
参
照
さ
れ
た
い
て
遠
か
ら
ず
本
稿
と
同
じ
手
法
で
、
す
な
わ
ち

A
V
か
ら
「
レ

l
ン
法
」
へ
の
テ
キ
ス
ト
の
発
展
を
辿
り
な
が
ら
、
「
ザ
ク
セ
ン
シ
ユ
ピ

l
ゲ
ル
(
レ

l
ン
法
)
に
お
け
る
ゲ
ヴ
ェ

l
レ
」
の
問
題
に

再
挑
戦
し
た
い
、
と
考
え
て
い
る
の
で
、
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
つ
い
て
の
網
羅
的
な
検
討
も
そ
れ
ま
で
お
待
ち
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

(
叫
)
「
裁
判
権
レ

l
ン
」
の
ゲ
デ
イ
ン
ゲ
に
つ
い
て
は
レ

l
ン
法
七
一
・
四

(
H
「
二
人
の
者
(
な
い
し
、
家
臣
)
は
(
同
じ
)
一
つ
の
開
g
n
z
o
(
H
裁
判
管

区
な
い
し
裁
判
権
)
を
(
レ
l
ン
と
し
て
)
も
つ
(
す
な
わ
ち
、
同
じ
伺
E
n
z
o
を
レ
l
ン
と
し
て
占
有
・
支
配
す
る
権
利
を
共
有
す
る
)
こ
と
を
え
な
い
。
人

(
H
主
君
)
は
、
し
か
し
‘
そ
れ

(
H
肘

E
n
z
o
)
に
つ
い
て
、
他
の
レ
l
ン
に
つ
い
て
と
同
じ
く
、

m
a
s
m刊
を
封
与
す
る
こ
と
は
で
き
る
」
)
‘
「
城
塞
レ
ー
ン
」

の
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
レ

l
ン
法
七
一
・
八

(
H
「
城
塞
レ

l
ン
に
つ
い
て
は
、
他
の
レ

l
ン
に
つ
い
て
と
同
じ
く
、
加
色
吉
明
が
あ
る

(
H
加
a
E
m
n
を
封

与
す
る
こ
と
が
で
き
る
)
」
)
、
お
よ
び
、
七
一
・
二
二

(
H
「
城
塞
レ
!
ン
に
つ
い
て
は
、
他
の
レ
i
ン
に
つ
い
て
と
同
じ
く
、
主
君
の
自
問
。
5
5
(
H
封
相

続
人
が
未
成
熟

(
H
一
一
一
歳
未
満
)
の
間
レ
l
ン
法
上
の
後
見
人
と
し
て
そ
の
所
領
か
ら
の
収
益
を
取
得
す
る
権
利
)
と
罰
金
、
お
よ
び
、
開
&
昌
明
。
が
あ
る
」
)
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ザクセンシュピーゲルにおけるヘールシルト制(2) 

を
参
照
さ
れ
た
い
。
間
色
吉
需
が
こ
れ
ら
の
「
特
別
な
レ

l
ン
」
に
つ
い
て
も
存
在
し
う
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
開
問

S
g開
ぽ
ロ
『
R
Z
に
属
す

る
こ
と
は
さ
ら
に
鮮
明
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
凶
)
第
一
章
・
(
二
)
・
@
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
出
)
向
上
・
⑬
と
前
註
(
剖
)
、
お
よ
び
、
本
章
・

B
、
合
乙
・

(2)
・
②
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
凶
)
者
同
富
島
区
(
H
O
伺
耳
目
『
白
)
の
用
語
法
に
つ
い
て
は
、
前
註
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
川
)
前
註
(
川
)
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
応
す
る
本
文
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
叩
)
「
前
稿
」
(
こ
、
註
(
沼
)
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。
な
お
、
対
応
す
る

A
V
一
・
三
七
で
は
、
「
(
そ
の
よ
う
な
家
臣
は
)
レ

l
ン
法
廷
で
証
言
か
ら

却
け
ら
れ
う
る

(
H
他
の
家
臣
が
そ
の
証
言
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
こ
と
さ
れ
て
お
り
(
因
み
に
こ
れ
は
、
第
一
章
・
(
二
)
・
⑤
に
訳
出
し
た
A
V
一
-

六
と
ま
っ
た
く
同
じ
表
現
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
応
す
る
レ
l
ン
法
二
・
二
で
は
、
「
人
は
彼
等
、
ヘ
!
ル
シ
ル
ト
を
欠
く
者
を
す
べ
て
、
証
言
(
な
い
し
、
証

人
)
お
よ
び
判
決
の
発
見
か
ら
却
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
な
っ
て
い
て
て
彼
等
の
レ
l
ン
法
廷
に
お
け
る
証
ニ
出
尽
か
(
相
手
方
が
容
認
す
れ
ば
)
必
ず
し

も
絶
対
に
不
可
能
で
は
な
い
、
と
い
う
含
み
も
残
る
の
に
対
し
て
、
レ
ー
ン
法
二
了
一
が
そ
う
し
た
含
み
を
残
さ
な
い
き
び
し
い
言
い
方
に

な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

(
削
)
ヒ
ル
シ
ユ

(E4
∞ニ
0
・
〉
白
ヨ
・
凶
)
は
、
(
た
と
え
彼
が
(
そ
の
)
主
君
か
ら
所
領
を
受
領
せ
ず
に
)
「
他
の
主
君
か
ら
受
領
」
(
し
て
い
て
も
)
と
補
っ
て

お
り
、
シ
ョ
ッ
ト
も
、
(
た
と
え
彼
が
)
「
ほ
か
な
ら
ぬ
」
(
こ
の
主
君
か
ら
彼
の
レ
1
ン
を
受
領
し
て
い
な
く
て
も
)
と
補
っ
て
、
ヒ
ル
シ
ユ
の
解
釈
に

追
随
し
て
い
る
(
臼

2
0月
回
-MUM)。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
は
、
あ
る
主
君
に
対
し
て
参
廷
義
務
を
負
い
そ
の
レ
l
ン
法
廷
に
参
集
す
る
の

は
(
基
本
的
に
は
)
そ
の
主
君
(
か
ら
授
封
さ
れ
た
彼
)
の
家
臣
に
限
ら
れ
る
、
と
い
う
レ

l
ン
法
上
の
大
原
則
に
抵
触
し
か
ね
な
い
し
、
ヒ
ル
シ
ユ

が
そ
こ
で
挙
げ
て
い
る
レ

l
ン
法
六
九
・
一
と
二
は
、
「
代
一
言
人
」
や
「
判
見
の
発
見
」
で
は
な
く
、
「
判
決
非
難
」
に
か
か
わ
る
条
項
で
あ
る
。
(
し

た
が
っ
て
、
こ
の
点
に
関
し
て
も
、
ヒ
ル
シ
ユ
が
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
ホ
l
マ
イ
ヤ
l
の
見
解

l
i
n・
。
・
出
O
玄開
J
E
F
u
a
r
n
F
8
5宮市開巳
ω

N
毛

g
q

叶

F
a
-
-
M
E
2
主
弘
-M三
-
ー
ー
の
方
が
正
し
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
)
。

(
則
)
前
註

(m)
お
よ
び
(
凶
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
こ
の
条
項
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

C
に
お
い
て
、
「
ア
イ
ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
と
の
関
連
で
改
め
て
後
述
す
る
。
な
お
、
本
章
・

C
で
は
、
「
ア
イ

ゲ
ン
・
レ

l
ン
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
例
外
的
な
扱
い
が
さ
れ
る
場
合
(
た
と
え
ば
、
前
註
(
問
)
で
論
じ
た
レ
1
ン
法
七
一
・
六
)
に
お
い
て
も
、
そ

れ
が
「
ア
イ
ゲ
ン
」
と
し
て
特
性
を
(
完
全
に
は
)
失
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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説

(
問
)
現
に
、
一
異
本

(
H
い
わ
ゆ
る
H
(
H
出

g
n
F
S
C
本
)
で
は
、
旨
n
E
S吉
田
で
百
官
。

5
2
Z
5
P
5
8
0
と
な
っ
て
い
る
箇
所
が
百
官
。

5
2

悶
陪
低
山
ω~
∞旨ロE。
と
な
つ
て
る
(
主
〉
ロ
REn2同。:。
Eι
号。

Fg。ロ5。
mPnεF岨同
戸
.
戸

Eω

は
、
〉
星

(
A
V
一
.
一
二
八
、
日
本
で
は
一
-
一
一
一
九
)
の
ほ
か
、
〉
昌
広
Z
N庄
内
の
意
味
で
も
用
い
ら
れ
て
い
る

(
A
V
一
・
一
一
一
七
、

H
本
で
は
A
V

一
-
一
二
八
)
。

(
印
)
私
が
お
n
Z
H
g
を
「
正
規
の
レ

l
ン
」
と
訳
す
の
は
(
主
と
し
て
)
こ
の
点
に
関
係
す
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
本
章
・

C
で
「
ア
イ
ゲ
ン
・

レ
ー
ン
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
を
も
参
照
さ
れ
た
い
。

(
印
)
前
出
第
二
章
・
(
四
)
・

(
4
)
・
(
C
)

を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
問
)
こ
の
点
、
お
よ
び
、
以
下
に
つ
い
て
は
、
本
章
・

A
の
末
尾
(
(
三
)
・

(
2
)
)
に
掲
げ
た
疑
問
を
参
照
さ
れ
た
い
。

きム
悶冊
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Die Heerschildordnung im Sachsenspiegel (2) 

- 1m Zusammenhang rnit der Entstehung des Rechtsbuchs -

Takeshi ISHlKA W A * 

1II. Exkurs - Zusammenhangende Probleme 

A. Die Leibzucht im Sachsenspiegel-Lehnrecht 

1m folgenden soll， im AnschluB an oben H， 3. 4)， c)， die Leibzucht im Ssp-Lehnrecht 

untersucht werden. 

1. Zu bemerken ist dabei zuerst folgendes: Das Wort lij(ge)tucht oder 1拘edingeer-

scheint n語mlichsowohl im Ssp-Lehnrecht als auch im Auctor vetus uberhaupt nicht， 

sondem die Leibzucht am Lehen ist nur substantiell im Zusammenhang mit dem Ge-

dinge behandelt， und zwar in wenigen Artikeln des Ssp-Lehnrechts， di巴imAV keine 

Parallele haben.57) So wollen wir uns zunachst dem Gedinge zuwenden. 

2. l) Lnr. 5 !i 1 besagt in dessen ersten Halfte wie foIgt: Twen mannen mach de herre en 

gut lien， also dat ene de gewere dar an hebbe unde de ander拘tgedinge， 01 de ane 

lenerve stervet de dat gut in geweren hevet. 

Danach stellt das gedinge zwar eine Art Belehnung dar， der damit Belehnte kann 

jedoch das Gut nicht sogIeich in Besitz nehm巴n，sondem erst nach dem Tode des-

jenigen， der es in geweren (= Besitz) hat， und zwar unter der Bedingung， daB dieser 

* Professor (emeritus) an der Hokkaido Universit詰t.

57) Lnr. 31 ~ 1， 31 ~2 (Ordnung Ic)， 2 ~3 (0凶nungIVc). 
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ohne Lehnserben stirbt. Das ist zweifelsohne das， was unser Spiegler im Landrecht mit 

dem Satz: (die Leibzucht an) len(e) bi eres mannes live is er gedinge gemeint hat. 

2) 1n der zweiten H誌lftesetzt sich der Artikel wie folgt fort: An deme gedinge n ‘is 

nene volge. Let it okjene de it in geweren heret， dat gedinge is gebroken， it ne si dat he 

it weder untva， de it ぬrgelaten hevet， unde dar an irsterve. 

Danach gibt es am gedinge keine volge (d.h. weder Erbrecht beim Mannfall noch 

Anspruch auf Belehnungsemeuerung beim Herrenwechsel).58) Auch falls derjenige， der 

das Gut初 geweren(= Besitz) hat， es aufgibt， ist das gedinge (im Prinzip) gebrochen. 

Damit ist such der Grund dafur klargestellt， das unser Spiegler im Landrecht die Leib-

zucht am Lehen fur etwas， was to maneger wis gebroken mach werden， er組員rthat. 

3) Uber das Gedinge als Mittel zur Einrichtung der Leibzucht am Lehen k仇Isten

aber zwei Fragen angeschnitten werden. a) Kann man es als Mittel zur Leibzucht 

uberhaupt nicht verwenden. falls man einen Lehnseぬen(= Sohn) hat? Das Gedinge ist 

doch nur unter der Bedingung， das der Besitzer des Guts ohne Lehnserben stirbt， ge-

schlossen und erfullt. b) Kann das Gedinge auch einer (eigentlich lehnsunfahigen) Frau 

uberhaupt verliehen werden? Denn im AV (sowie im entsprechenden Artikel des 

Ssp-Lehnrechts) ist zwar eine Bestimmung zu finden， das ein Herr eine Frau doch mit 

beneficia belehnen kann59J， dagegen ist nirgendwo im A V belegt， das er ihr auch das 

Gedinge verleihen kann. 

4) Zunachst uber die Frage a). Dazu lautet Lnr. 57 ~l wie folgt: Liet en herre wif 

58) In Lnr. 5 ~I 5ind im Verg1白chzu entsprechendem AV 1 19 (= Beneficio uno possunt inbeficiari duo， 

quod unus possesssionem habeat， et alter successor eius existat post mortem illius in ipsius bonis，) 

sowie 1 20 (= si heres b卸売声'cialis，scilicet filius， sibi desit in die obitus. Manus secunda non habebit 

beneficia，則siin benψ'ciis praedecessor eius in die sui obitus ea in s凶 habueritwarandia， et 
dominus adhuc vixerit， qui eum inbenψciavit) mehrere Korrigierungen zu finden. Davon時間hier 

nur zw白 zuerwahnen. Einmal erscheint namlich das Wort irsterven auch hier an der koπigi回en

Stelle (vgl. dazu o. Fn. 51). Zum zweiten er配heintauch das Wort volge副 derl<orrigierten Stelle 

Uhrigens kann d出 Substantivvolge (im Sinne von “Lehn5fo1ge")， d田 imAV kein en臼pr配hendes

Subsutantiv hat (dort ist nur mit dem Verbum von sequi gesprochen)，jedenfalIs in Ldr. 156 u. III 53 

~3 nicht nur die Belehnung5emeuerung beim Herrenwechse1， 50ndem auch die Erbfolge beim 

Mannfall bedeuten. Vgl. dazu auch Lnr. 11 ~l (= Swelk gut en man an sinen geweren nicht ne hevet 

unde eme nicht bewiset n 'is， deme ne mach he nicht volgen an enen anderen herren， noch erven an 

sinen sone) 

59) AV 16 (5. o. 1. 2. 6)). In diesem Fall erwirbt der mit benψ'cia Belehnte ben祈'ciorumiura (叩 dem

Gut). Er nimmt al回 diesebeneficia in B側 itz.

北法5l(I・373)373 E 



Vol.51 NO.l (2000) The Hokkaido Law review 

oder manne gedinge an enes mannes gu恥 stiψjenedar na de it in geweren hevet， de 

geももleredes gudes is irstorven oppe dene deme dat gedinge gelegen was. Er was it sin 

len under gedinge unde under deme bescede， of de ane lenerven sterve de dat in ge-

weren hadde: do he staポdowas it sin len sunder dinge... 

Besonders zu bemerken ist， das es sich dabei um eine im Ssp-Lehnrecht von Grund 

aus umgeschriebene oder sogar grosenteils erganzte Stelle handelt.60) Hier ist also zu-

erst ein Beleg dafur zu finden， das das Gedinge auch einer Frau verliehen werden kann. 

Was die Leibzucht am Lehen angeht， ist damit klargestellt， das die gewere (= Besiか

recht) am Gut zugleich mit dem Tode des Mannes ohne weiteres der Frau zufallt und sie 

es nunmehr bedingungslos in g剖何ren(=Besitz) haben darf.61) Dies ist ubrigens eben das， 

was unser Spiegler im Landrecht mit dem Satz: na eres mannes dode is it (= len oder 

gedinge zur Leibzucht) er rechte len zum Ausdruck bringen wollte. 

3. Nun zur Frage a). 

1) Der Artikel Lnr. 31 91， der ubrig巴nsim A V keinen entsprechenden hat， lautet wie 

folgt Dinget en man sime wi陀 milsiner sone geloν'e de 10 eren jaren komen sin， dat ne 

Iwn de herre noch de kindere gebreken， of se des getuch hevet. Lρνet it de kindere bin-

nen erenjaren， dat mogen se breken， unde nicht de herre. 

Es ist zwar nicht ganz klar alles， was in di巴semArtikel dargestellt ist. 62) Soweit wir 

aber davon ausgehen， das das Wort dingen hier“die Leibzucht (am Gut = Lehen) 

bestellen" bedeutet，63) so muste vor allen anderen Dingen auffallen， das es mit siner 

60) Vgl. dazu AV 1 21 (= ')Dum moritur ille， qui bona habuerit in possessio， qui praedicto modo 

secundus est in beneficio，"J inj干'asex hebdomadas et annum bJνadαt ad suum dominum et roget， ut 

confiteatur de concessio sibi beneficio. b) Quod si faciat， non eget testimonio; si autem negat 

dominus h咽mini，testificabitur homo tertius). Damit ist festzustellen， das im oberen Zitat der Text 

im AV旬、aund b-b) von Grund aus umgeschrieben oder sogar grosenteils erganzt ist. Nicht zu 

ubersehen ist auch， das AV I 21 (= Lnr. 57 ~1) weit nach hinten (= jedenfalls hinter AV I 126= 

Lnr.54 ~ 1) verlegt ist， um eine Seri.e von erg如ztenArtikeln einzu1eiten. 1m ubrigen erscheint das 

Wort irsterven auch hier an der (im Ssp.) korrigierten Stelle (s. o. Fn. 51 u‘58). 

61) Durch die Korrigierung im Lnr. 57 ~ 1 ist. wohl gemerkt， eben dies klar und deutlich zum Ausdruck 

gebracht (s. o. Fn. 60). 

62) Auser der gleich unten zu behandelnden Art und Weise der Belehnung k凸nntebesonders (aus dem 

Satz: Dinget en man sime wive gut mit siner sone gelove) ein folgedes Zweifel entstehen， ob die 

Bestellung der Leibzucht am Lehen auch unabhangig vom Herren durchfuhrbar seI. V gl. dazu den 

gleich unten in 2) anzufuhrenden Artikel Lnr. 31 ~2. 

63) VgI dazu H. Chr. HIRSCH， Eike von Repgow， Sachsenspiegel Lehnrecht， 1939， S. 135 sowie Cl. 

間
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sone gelove de to erenjaren komen sin geschiet.64) Ist es doch daraus zu schliesen， das 

diese BesteIIung der Leibzucht， wenn auch in Gestalt vom Geding巴， doch etwas anders 

als das ublich巴erfogt.Ubrigens ist etwas Konkretes dar品beraus dem 凶chsten(nach-

eikisch erganzten) Artikel klarzusteIIen. 

2) Lnr. 31 ~2 (Ordnung Ic) lautet namlich wie folgt: Liet aver en herre ener vrowen 

gut， nicht附 gedingesrecht mer mit den benumenden worden to erme live， dat len dat 

scal he er stede halden to erme !ive，a) al winne se ok wol sone dar na， deste er man mit 

deme gude in rechten geweren beste円 e.a)65) 

Bei der BesteIIung der Leibzucht am Lehen， die mit EinwiJIigung der Sohne (= 

(moglicher) Lehnserben) geschiet， verIeiht also der Herr der Frau das Gut， und zwar 

nicht nach dem (gew凸hnlichen)Gedingesrecht， sondem mit bestimmt und genau an-

gegebenen Worten to erme live. Ist sie ubrigens einmal auf soIche Weise besteIIt， so darf 

der Herr nicht mehr sie brechen， soweit die Frau noch lebt66) und ihr Mann das Gut bis 

zu seinem Tode richtig in Besitz gehabt hat.67) 

3) Noch ein anderer nach-eikische Artikel， Lnr. 2 93 (= Ordnung IVc)， beruhrt die 

Leibzucht am Lehen wie folgt‘Kumt aver en wif in de gの何redes gudes mit rechte 

oder mit eres herren minnen， na des dode de it er gedinget hadde to erme liνe， se scal 

SCHOπ(hrsg.)， Eike von Repgow， Der Sachsenspiegel， 1984， S. 281 

64) In Ldr. 121 l}l (0.1. 3. 4)， a)) ist zwar ohne Relativsatz (= de (0 erenjaren komen sin) einfach von 

mit der erven gelove gesprochen. Vgl. dazu aber auch Ldr. 1 25 li2 (= Moneket men en kinf binnen 

sinen jaren， it mut wol binnen sinen jaren UI varen， unde behalt lenrecht unde lantrecht). Wぬr-

scheinlich w誌realso， das dieselbe RegeJ auch im Landrecht gilt 

65) ln einer anderen Handschrift (ebenfalls Ordnung Ic) ist an der Stelle a)-a) folgendes zu lesen: unde 

ne mach he er nichf gebreken， weder de ，回 nsone hevel oder se dar na gewint， deste ere man dar 
gut in sinen weren behalde bit an sinen dot...) 

66) Den Satz: dallen dat scal he er stede halden to erme /ive ubert凶gtHIRSCH in: so mus er ihr das 

lehn auf帥 lebenszeittreu出sen(3. a. 0.)， SCHOTI in:印刷ser ihr auf Leb叩 szelt巴竺生出en
(a. a. 0トSiehaben also beide so gedacht， das der Satz auch die Zeit nach dem Tode ihres Manns 

mit einbegreift. Der nachfolgende Satz: deste er man mit deme gude in rechlen geweren besterve 

paβt sich dieser Auslegung nicht so gut叩 Vielmehrdeutet er einen Zusammenhang mit der 

Erfullung der versprochnen Leibzucht beim Tode ihres Manns叩 Auchdie Worte: dat len stede 

halden sollen， meines Erachtens，“das (zur Leibzucht bestimmte) Lehen fest (= bes， ohne es dem 

Oberherren zuruckzugeben) behalten" heisen. Vgl. dazu gleich unten zu behandelnden Artikel Lnr. 

2 li3 (der sich eb印刷tder Leibzucht nach dem Tode des Menns befast) 

67) Die Worte: (in) rechten geweren ist hier nicht als Terminus techncus (also Jahr und Tag besessen) 

auszuleg叩.Vgl. dazu auch den Text aus der anderen Handschrift (0. Fn.65) 
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dar mede besitten to erme live， dat it er mit oplatene noch mit eres herren dode nicht 

gebroken ne mach werden， deste se's (t?) sinne na ereme rechte， unde hevet volge dar 

an an iewelken herren， an den dat gut kumt; nicht ne ervet se it aνer na erme dode op 

e re kinde re. 

Dazu sei zuerst zu bemerken， das es hier um die Leibzucht nach dem Tode des 

Manns， also nach der Besitznahm巴durchdie Frau geht臼)Dies巴mArtikel zufolg巴soll

die Frau beim Herrenwechsel sogar einen Anspruch auf Belehnungserneuerung der 

Leibzucht haben. Hier sei daran erinnert， das eine Frau trotz ihrer Lehnsunfahigkeit 

von einem Herren mit einem Gut belehnt ist， keinen so1chen Anspruch hat.691 Die Frau， 

die mit den benumenden worden to erme live mit dem Gut zu Leibzucht b巴l巴hntist， hat 

also in dieser Hinsicht ein besseres Recht an dem Gut als eine mit dem (gew凸hnlichen)

Gut belehnte Frau. Auch jene wie diese hat jedoch， wie ausdrucklich erw証hnt，kein 

Recht， es auf ihre Kinder zu vererben.70) 

4‘Aufgrund der bisherigen Ausfuhrung konnen wir di巴 Leibzuchtam Lehen im 

Sachsenspiegel nach der Reihenfolge vom Alter des Belegs etwa wie folgt zusam-

menfassen: 

1m Auctor vetus erscheint die L巴ibzuchtam Lehen noch nicht， ferner巴rwahntder 

A V nicht einmal， das das Gedinge auch einer Frau verliehen w巴rdenkann. Erst im 

Landrecht (III 75 ~2) erscheint sie， und zwar auf folgende Weise: (die Leibzucht an) 

len(e) bi eres 附 nneslive is er gedinge; na eres mannes dode is白errechte len. Dabei 

68) Vgl. dazu o. Fn. 67 

69) Vgl. dazu 0.1. 2. 6) 

70) Der Satz: nicht ne ervet se it na erme dode op ere kindere ist etwas misverst詰ndlich.Falls sie S凸hne

h且tte，sollen sie in der Bestellung der Leibzucht mit ausdrucklichen Worten to erme live ein-

gewilligt haben. Hier sei daran erinnert. das die Ubergabe des Eigens zu Leibzucht ebenfalls mit Ein 

willigung der Erben (= meistens der Kinder) erfolgt， und zwar eben deshalb. weil sie an dem Gut 

口呂田ltlichdas Erbr配htan dem Gut haben und das Gut nach dem Tode der Frau (= meistens der 

Mutter) ihnen zufallen sollte. Auch in diesem Fall “erben" sie aber. rechtlich gesehen. das Eigen 

nicht von der Mutter. sondern vom Vater (vgl. dazu o. I. 3. 4) u. 5)). Nun mussen wir uns fragen. 

wamm bei der Bestellung der Leibzucht am Lehen die Einwilligur】gder 5ohne verlangt ist. Der 

Grund dafur ist ebenfalls darin zu suchen. das die 5ohne (mogliche) Leh四serbendes Vaters sind 

und das Gut. das die Leibzucht derMutter war. nach ihrem Tod ihnen zufallen sollte. Der obere 

5atz gilt. so gesehen. entweder nur in rechtlicher Hinsicht oder. in sozialer Hinsicht. nur fur die 

5ohne (Tochter kommen ars Lchnserbe von Anfang an uberhaups nicht in Frage). die die Mutter 

von der zweIten Ehe bekommen hat. 
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ist be伽 t，daB 1持etuchtan lene en (= den Frauen)ω maneger wis gebroken mach 

werden (III 75奇1).An einer korrigierten Stelle des Ssp-Lehnrechts ist zum erstenmal 

erw語hnt，daB das G巴dingeauch einer Frau verIiehen werden kann. In einem erganzten 

Artikel erscheint auch die Leibzucht， die mit siner (= des Manns) sone gelove bestelIt 

ist. Aus einem nach-eikisch erg加ztenArtikel ist zu entnehmen， das es sich dabei um 

die Leibzucht handelt， die nicht na (gewohnlichem) gedinges recht， sondem mit den 

benumenden worden to erme live erfolgt. Dabei ist betont， daB der He町，nachdem er sie 

einer Frau einmal verliehen hat， nicht mehr sie brechen sol1. 

Daraus w五realso ungezwungen zu schIiesen， das unser Spiegler， nachdem er im 

Landrecht die (巴rb)rechtlicheStellung der Frau.巴nn誌herbetrachtet hat， es fur notig 

gefunden hat， auch im Lehnrecht uber die Leibzucht am Lehen einige Erganzungen 

auszufuhren. 

Was die Leibzucht am Lehen nach dem Tode des Manns angeht， so ist in einem 

jungsten， ebenfaIls nach-eikischen Artikel ausdruckIich erklart， das die Frau nunmehr 

das Gut in geweren hat. Das hilft uns zu schliesen， dies sei eben das， was unser 

Spiegler im Landrecht mit den Worten de rechte len gemeint hat. Der Artikel gew泌氏

femer der Frau sogar einen Anspruch auf Belenungsemeuerung beim Herrenwechsel. 

Dies hilft uns sicher， die Entwicklung der Leibzucht am Lehen (jedenfaIls im Texte des 

Ssp-Lehnrechts) zu erkennen， eine Entwicklung in die Richtung darauf， d必 siesich 

dem rechte len immer naher kommt. Aber auch dieser Artikel verleugnet ausdrucklich 

das Erbrecht an der Leibzucht am L居hen.So erhebt sich uns eine Frage， ob das Lehen， 

das ein Vasall in ge¥何 renhat， in unserem Rechtsbuch alles mit recht len bezeichnet ist. 

Um diese Frage zu beantworten， wollen wir uns nunmehr mit dem Begriff recht len 

besch証ftigen.

B. recht len im Sachsenspiegel 

1.1) 1m Ssp-Lehnrecht erscheinen die Worte recht len in den 13 Artikeln (an den 14 

SteIlen).711 Die 8 davon haben im AV keinen entsprechenden Artikel， sind also erst im 

Ssp-Lehnrecht erganzt.721 Die ubrigen 8 haben zwar im AV eine ParalIele， in einem 

71) Lnr. 13 ~I ， 55 ~9 ， 56 ~2， 57 g4， 63 gl， 65 g4， 71 gl2 (2mal)， gl9、7296， s7、98、99，9¥0.

72) Lnr. 55 99，56 g2， 57 94， 7i 912 (2mal)， 72 96， 98、99，9¥0.
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davon sind die Worte jedoch von neuem an einer erganzten Stelle gebraucht.73J 

2) InfoJgedessen ist im A V ein Ausdruck， der dem recht len im Ssp. entsprechen 

sollt巴， in den 4 Artkeln zu finden. In den 2 davon heist er schlechthin beneficium，14) in 

den ubrigen 2 dagegen vulgare beneficium.75) Auserdem kommen die Worte vulgare 

benψcium vor auch in den weiteren 2 Artikeln， in derer ParalleJe im Ssp-Lehnrecht die 

Wo抗:erecht len nicht zu finden sind.76) So wollen wir uns zun詰chstmit dem vulgare 

beneficium im A V beschaftigen. 

2. 1) Das vulgare beneficium， das in der Parallele im SSp. dem recht len entspricht， ist 

jeweils dem urbanum beneficium gegenubergestellt (III 3， 11).77) 

2)Di巴2weiteren Artikel lauten aber wie folgt: Omnis suprascr伊iode vulgari trac-

tat beneficio (II 65) und Adhuc distinguam tria beneficiorum genera， quae quantum a 

vulgari (beneficio) d俳 rant，audietis in sequenti (II 66). Ub巴rdie triαbeneficiorum 

genera， die vom vulgarae benefium ausgenommen sind， ist in den gJeich danach foJgen-

den Artikeln wie folgt erklart: 

a) ludicandi beneficium (= Gerichtsleh巴n)soll nicht bis an die vierte Hand hinab-

stelg巴n，auser praefectura (= Schultheistum)， q山 esuper iudices habet iura (zu richten) 

(II 67)‘Niemand darf nicht ein ihm verliehenes iudicium (weiter) verleihen， auser 

singulare iudicium， das dazu gehort; er darf es sogar nicht solutum (= ledig， unver・

liehen) behalten (II 68). 

b) 1st jemand mit der proprietas eines Anderen (= He町巴n)belehnt， so kann er diese 

weder an den Erben (des He汀en)，noch an jemand anders (= einen andenen neuen 

Herren) folgen.78) Aber dieses prorietatis beneficium soll bis an die sechste Hand 

hin畠bsteigenund von diesen (mehreren Zwischenherren) darf niemand anders als 

der oberste He汀 beneficium(= Belehnungserneuerung) verweigern (II 69). Derselbe 

73) Lnr. 13 *1= AV 1103， 63 ~I= 1130， 65 ~4= 116， 71 ~19= 1114， 72 ~7= 1ll11.In Lnr. 13 ~I sind 

aber die Worte in dessen letzten， erganzten Satz zu finden 

74) AV 1 130 (= Lnr. 63 ~I) ， 116 (= 65 ~4) (g印刷ergesagt， ist hier von: in quolibet beneficio suo. nisi 

tantuml即 dein beneficio urbano gesprochen) 

75) AV 1lI 4 (= Lnr. 71 ~19)，llI ll (=72 ~7) 

76) AV1l65 (=Lnr.7HIり)，1166 (= ebd.) 

77) Vgl. dazu auch 11 6 (0. Fn. 74)， woraUf noch unten einzugehen sei 

78) Vgl. dazu den entsprechenden Artikel des Ssp-Lehnrechts (= 71 ~6) ， wo davon gesprochen ist: Swe 

egen to lene hevet， dar n‘is nen volge an. Vgl. dazu o. Fn. 58 (das Wort volge bedeutet aber in Lnr. 

71 ~6 nurden “Anspruch auf Belehnungserneuerung (beim Herrenwechsel)"). 
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(oberste) Heη， der den Vasallen seine proprietas verliehen hat， kann， falls er郎 bedarf，

sie libere resumere， sogleich danach soll er ihm sie (aber) cum bonis imperialibus 

modo beneficii erstatten (II 70). 

c) Urbanum beneficium soIl nicht in die zweite Hand hinabsteigen (= weiter ver-

Iiehen werden). Davon ist zwar ein folgender FaIl ausgenommen， das ein B町gmann，

faIls er (urbanum) beneficium weiter verliehen hat， von illo domino (=Burgherren) 

beneficiale ius daran介uatur( = anerkannt wird oder erhalt). Aber auch in diesem FaIl 

kann es der damit Belehnte (beim Herrenwechsel) nicht組 einenanderen (=neuen oder 

oberen) He町enfolgen (IlI 1).79) D巴rBurgmann ist (von diesem urbanum beneficium) 

zwar nicht dem Heσen verpflichtet， (auf品blicheWeise) zu dienen， er soIl aber auf der 

Burg wohnen， um sie gegen ihre Feinde zu wehren， und dem H巴町en(in seinem Burg-

gericht) Urteil finden， wenn dieser es bedarf (IIl 2).80) 

3) Aus dem eben Ausgefuhrt印刷出erden Begriff vulgare beneficium im A V etwa 

folgendes zu schliesen. 

Vulgare beneficium hat zum Lehnsobjekt weder Gericht noch Eigen des Herren， 

sondem ein gewるhnlichesGut (dabei ist aber nicht so leicht wie im Ssp-Lehnrecht 

festzusteIlen， das es sich dabei um ein Reichsgut handelt). Dieses vulgare beneficium 

kann der damit Belehnte nicht nur seinen eigenen Vasallen weiter verleihen， sondem 

auch auf seinen Sohn vererben sowie (beim Herrenwechsel) an einen anderen 

Herren folgen. Davon ist er dem He汀'enverpflichtet， (gewohnlichen) Gerichts-und 

Militardienst (auser der Burgbesatzung und dem Gerichtsdienst im Burggericht) zu 

leisten.8I) 

Dabei ist ubrigens folgendes besonders zu bemerken: Es ist nicht nur (stillschwei-

gend) vorau静岡zt，das 印刷rebeneficium namlich der damit Belehnte in Besitz 

hat，82) sondem aus dem Vergleich zum Eigenlehen ist leicht zu schliesen， auch das er 

79) Vgl. dazu die de明 entsprechenden，aber etwas konigi師団ArtielLnr. 71 ~9 u旧d~ 14， zugleich aber 

auch den erganzten Artikel Lnr. 71 ~ 15 (~ De man叩'lgetTo町hleneunde Tee"作sinensone dar 

mede， al si Teide To町h即 deTorchlen egen des herren， de it eme ge/egen hevet oder er ander. 

80) Vgl. dazu d岡田tsprechendenA口.Lnr. 71 ~18 (附auffolgende Weise konigiert ist: Van /Jroch帥

n • is he nicht plichtich sineme herr，倒的d同沼nnewederhofvart noch he阿凶r'1).
81) V gl. dazu Lnr. 71 ~ 18 (gleich o. Fn. 80). 

82) Vgl. dazu z. B. Lnr. 11 ~I (0. Fn. 58). 
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uber ein lebenslangliches Besitzrecht daran verfugt目

3. Nunmehr wenden wir uns dem recht len im Ssp-Lehnrecht zu. Dabei d品ば巴nwir 

Gemeinsarnkeiten mit dem vulgare beneficium im A V m匂lichstv巴rkurzen，um in der 

Hauptsache auf Unterschiede davon einzugehen. 

1) Auch im Ssp-Lehnrecht ist das recht len am h釦figsten(::: an 9 SteJlen) dem 

borchlen gegenubergestellt. 83) Es ist nur an einer Stelle， doch ausdrucklich， auch dem 

Eigenlehen gegen品bergesteJlt.84) Obwohl es dem Gerichtslehen nicht ausdrucklich 

gegenubergestellt ist (was ubrigens aus der gleich unten zu erw詰hnendenKo汀igierung

erfolgt ist)， so andert dies doch nichts dar加1，daB auch das recht len im Ssp-Lehnrecht 

im grosen und ganzen den drei Arten von Sonderlehen gegenubersteht. 

2) Dem recht len im Ssp-Lehn閃chtsind aber von neuem gegenubergestellt auch 

swelk gut dem manne ane ~叩nscapgelegen wert (an einer Stelle)8S) und erflen (an einer 

Stelle)86) sowie gedinge (an 3 Stell巴日)87)und wardunge (an 2 Stellen).88) Von diesen 

waren die letzten beiden， gedinge und wardunge， besonders zu bemerken. Sie kommen 

doch kein巴swegszuf五lligdazu， neu im Ssp-Lehnrecht dem recht len gegenubergestellt 

zu werden. 

a) Fur diese beiden B巴griffegilt im Grunde dasselbe， wie es beim herscilt der Fall 

ist. Sie gehるrennamJich zu den Hauptthemen der Korrigierung und Ergぬzung1m 

83) Lnr. 13 sl， 55 s9， 71 S12， s19， 72 s6， S7， s8， s9， slO. Bei den 2 Artikeln davon (71 s19， 72 S7) 

handel es sich um diejenigen， in der町 Paralleleim AV die Worteνulgare b四祈cn仰 vorkommen

(III 4， III 11 -s. o. Fn. 73). 

84) In Lnr. 13 sl erscheinen die Worte， wie in o. Fn:'73 erwahnt，四 der(im Ssp-Lehnrecht neu) 

erganzten Stelle. Die ubrigen 6 Artikel haben im A V keine Parallele. 

85) Lnr.63昔1.Der Artikel hat zwar im A V 1 130 eine P剖祖lIele，aber das dem recht len entsp同chendes

Wort heis dort einfach beneficium. Der Grund fur die Weglassung desjenigen Satzes in Lnr. 71 s20， 

der dem: quod ho脚 perhominium suscepit in A V III 4 entsprechen sollte， ist ubrigens darin zu 

suchen， das die Wote recht len im vorangehenden Lnr. 71 S 19 gebraucht sind und der Spiegler 

infolgedessen solch einen Satz釦ruberflussig gehalten hat (vgl. dazu auch u. Fn.90) 

86) Lnr. 55 s9， der im A V keine Parallele hat (8. 0、Fn.83). Al8 Rechte d田 Vasallenam erflen kommt 

aber nur folgendes in Frage: a) Auch ein Lehnserbe， der binnen sinen jaren is， kann vom Herren 

damit belehnt werden (Lnr. 26 s5， s6). b) Er “erbt" vom Vater nicht nur das Gut selb8t， sondem 

auch die rechte gewere daran (Lnr. 26 s9 -vgl. dazu auch meinen Aufsatz， wie Fn. 46， S. 80f.) 

Jedenfalls Jabr un Tag nach der Belebnung vereinigt sich also das eヴZensubstantiell mit dem recht 

len. 

87) Lnr. 55 s9 (s. o. Fn. 83. 86)， 56 ~2， 57 s4. Diese Artikel haben alle im AV keine Parallele. 

88) Lnr. 55 s9， 57 s4. Auch di田ehaben im A V keine Parallele (s. o. Fn. 87). 
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Ssp-Lehnrecht. 89) Sowohl vereinheitlicht als auch klar und deutlich ausgearbeitet sind 

also die Begriffe gedinge und wardunge noch nicht im AV， sondem erst im Ssp-

Lehnr百cht.90)Dabei fehlt es auch nicht an inhaltlichen“Verbes鉛rungen'¥

b) Zu den Beispielen solch einer Verbesserung gehケteben die Korrigierung in 

Lhr. 71 S 1. Vergleicht man diesen Artikel ( = Allet ぬthir vor geredet is， dat is van 

gemeneme lenrecht，e geredet; noch scal ek juk d陀 lenungebesceden unde seggen， war 

se tweit van gemeneme lenrecht，e) mit den oben zitierten AV II 65 und 66， so kann man 

ohne w巴iteresfeststellen， das hier die Wo託巴 vulgarebeneficium der Vorlage (nicht in 

recht len， sondem) in gemene lenrecht ubertragen ist. Worin besteht denn der 

Unterschied zwischen gemene len陀 chtund recht 1叩 oderzwischen vulgare beneficium 

und recht len? Besonders zu b巴merkenist dabei， das sowohl im A V als auch im 

89) 1m Ssp-Lehnrecht erscheint das Wort gedinge auser den 6 Artikeln， die im AV eine Parallele haben 

(5 ~I (2mal) ~ AV I 19 u. 20. 6 ~2~ I 25， 10 ~I= I 27， 20 ~I= I 44， 32 ~I= 184， 57 ~I 121)， 

in den 17 Artikeln， die im AV keine Parallele haben (20 ~2 (gedingede)， ~3 ， ~4， 32 ~I ， 55 ~9， 56 

~2 ， ~5 ， 57 ~2 ， ~3 ， ~4 ， ~5 ， 71 ~4， ~8 ， ~ II (2mal)， ~ 13， 76 ~4 (gedingede)， ~8 (2mal， auserdem auch 

gedingede); zudem ist in 31 ~I auch das Wort dingen gebraucht -s. o. A， 3， 1)); das Wort war-

dunge erscheint nur in den Artikcln， die im A V keine Parallele haben (s. o. Fn. 88). 

90) 1m A V ist， um den Inhaber d邸 Geding田 zubezeichnen， der Ausdruck secundus (od. secundi) in 

benψcio (AV I 21= Lnr. 57 ~I -s. o. Fn. 60 -sowie 144= 20 ~I)， successor eius (= desjenigen， 

der beneficium in possessionem hat) (1 19 = 5 ~ 1 -s. o. Fn. 58)，間nussecuflda (120 = 5 ~2 -ebd.) 

oder expectamles (1 88 -s. gleich unten). Das Wort expeclalio (ben祈ciiod. in benψcio)， das d拙
Gedinge selbst bezeichnet， erscheint in den 6 Artikeln (A V I 25 = Lnr. 6 ~2， 1 27 = 10 ~I ， 1 84 = 32 

~I ， I 88 (keine P町alleleim Ssp-Lnr.)， 1 1¥7 = 49 ~2 ， I 125 (2mal)= 10 ~2). Dazu s白色Igendeszu 

bemerken: a) Die hier genannten Artikel des A V haben叫 serI 88 (vg1. dazu o. Fn. 56) alle im 

Ssp-Lehnrecht eine Parallele， wo nicht nur das Wort expectatio， sondem auch das Wort， d国 dessen

Inhaber bezeichnet， alle， expectatio in I 117 u. 125 (2mal) ausugenommen， ins Wort gedinge oder 

in den Ausdruck， der das Wort in sich h副t，ubertragen ist. b) Die Artikel I 117 u. 125， in derer 

ParaIlele im Ssp-Lehnrecht (= 49 ~2 ， 10 ~2) das Wort gedinge nicht vorkommt， beziehen sich beide 

auf die wardunge. wie es die Worte non in /oco designato (1 117) oder /OCO caret designato (1 125) 

deutJich zeigen. Daraus ist zu schliesen， das im AV das Wort expectatio nicht nur im Sinne von 

gedinge， sondem auch von wardunge gebraucht ist， oder， das白nklarer begrifflicher Unterschied 

zwischen gedinge und w山dungenoch nicht zu finden ist. c) Der o. in Fn. 58 erwahnte Artikel Lnr. 

JI 自1sowie die beiden Artikel Lnr. 49 92 u. 1 0 ~2 ， wo weder das Wort gedinge noch wardunge 

uberhaupt nicht erscheim， gehoren ubrigens zu den Beispielen， wo ohne diese Worter doch sachlich 

uber gedinge oder wardunge gesprocher】ist.Um gedinge oder wardunge im Ssp-Lehnrecht er-

schopfend zu untersuchen， mus m叩 nichtnur die Artikel， wo die beiden Worter gebraucht sind， 

sondern auch die anderen， die sich besonders mit der Gewere am Lehen beziehen， in Betracht 

ziehen. Auch in dieser Hinsicht sei unentbehrlich， die Frage der Gewere im Ssp-Lehnrecht 

nochmals im Zusammenhar 

北法510・365)365 X 



Vol.51 NO.l (2000) The Hokkaido Law review 

Ssp-Lehnrecht bis dahin auch uber Gedinge (und wardunge) geredet iSt.91) Daraus sei 

(jedenfa¥ls logisch) folgendes zu schliesen: W泊renddas Gedinge (und wardunge) im 

Begriff vulgare beneficium mit einbegriffen sein kann， gehるrtes dagegen nicht zum 

recht len; unser Spiegler hat ubrigens， eben um dies zu verdeutlichen， in Lnr. 71 !i 1 

einen neuen Begriff gemene lenrecht g巴W証hlt.

Wenn dem so ist， so ist es damit selbstverst員ndlichum so klarer und deutlich巴r

geworden， das es sich beim recht len ausschlieslich um das von einem Vasallen 

besessene Gut handelt. 

3) Zu erwahnen s巴 nochein Artikel， wo ein anderer Unterschied zwischen den 

beiden Begriffen，ν山ul伝'garebe仰n吃eficα1山1

Ln町r.65!i4lau叫lte伐tn誌加mlichwi旬巴fおolgt仁:Heνetde mη1ωαn des ri此keωsgut νan enemηle hem陀'en凡1，he 

scal eme degedi，的'ngenop des r，げikesgut. Hevet aver he sin egen to lene， he scal eme 

degedingen op sin egen. Hevet aver de man gut van eneme herren， al si it egen dat 

sines herren egen is， dar umme mut eme de herre wol degedingen oppe iewelk suz 

rechte len. 

Danach soll ein Herr seinen Vasallen， der von ihm mit einem Reichsgut belehnt ist， 

(nur) vor Lehng巴richtauf dem Reichsgut (das dem Herren vom Ob巴rh巴rrnverliehen ist) 

vorIaden， denjenigen Vassa¥len， der von ihm mit seinem Eigen bel巴hntist， dagegen 

(nur) vor Lehngericht auf seinem Eigen. Soweit steIlt der Artikel ungefahr eine treue 

Wiedergabe der entsprechenden Artik巴1im AV (II 4 u. 5) dar.92) 1m letzten Satz istjedoch 

im Vergleich zur Vorlage im A V (II 6) eine Korrigierung zu finden 

Der letzte Satz des Lnr. 65 !i4 bezieht sich auf den Fall， das dem Vasallen von 

S巴inemHerren das Eigen des Oberherren， das der Herr von dem Ob巴rherrenzu Lehen 

erhalt巴nhat， weiter v巴rliehenist. Dabei handelt es sich selbstverstandlich weder um巴in

Eigen des Herren selbst， noch um ein Reichsgut. Nach diesem Artikel darf der Herr in 

solch einem Fall seinen Vasa¥len vor Lehngericht auf jedem rechte len vorladen， sinn-

gem泌 also，nicht nur auf d巴mLehnsgut， das das Eigen des Oberherren ist， sondern auch 

91) Vgl. dazu o. Fn. 89 u. 90 

92) Vgl. dazu AV 11 4 = Hô即日開'perialibenefiocio sit inbeneficiatu.f a domino， in beneficiis 

imperialibus proseqltator ill.附'1dominus. 11 5 = Si autem proprie，如 dominibeneficiltm sit homini， 

hominem secundum ius in proprietlαte sua prosequatur dominus 
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auf d巴mvom Herren zu Lehen besessenen Reichsgut. Daran犯ials eine Tend回zoder 

Neigung zu erkennen， das Eigenlehen，ぬ1Ises weiter verliehen ist， moglicht an das 

Reichsgut anzugleich訓1.93)

Der entsprech回配 Artikelim A V (II 6) scheint zwar beim釘stenAnblick dasselbe 

wie Lnr. 65 ~4 zu besagen (= Si proprietatem alicuis al匂uisin beneficio habuerit 

do明 inus，et alter ab eo ipsa proprietate inbeneficiatur， dominus hunc hominem in 

quolibet beneficio suo prosequatur， nisi ωntummodo的 beneficiourban0). Hier ist 

jedoch von diesem b官tefic山首nururbanum beneficium側 sgenommen(wenn man also 

diesen Artikel buchstablich nimmt， so ware em "Misverstandnis" nicht ganz ausge-

scholossen， daβder H巴町民inenVasall岡町rLehngericht auch auf seinem Gerichts-

lehen (= uberall in seinem Gerichtsbezirk) hatte vorladen d品rfen.Uberdies ist hier， wohl-

gemerkt， nicht von vulgare beneficium， sondern einfach vom beneficium gesprochen. 

Infolgedessen ist in Bezug auf den Begriff vulgare ben祈ciumsolch eine Tendenz oder 

Neigung， wie oben in Bezug auf das陀 E舟tlen hingewiesen， aus dほnTexten (selbst) 

nicht (unmittelbar) zu entnehmen. 

4. Die bisherige Untersuchung uber den Begriff recht len durfen wir etwa wie folgt 

zusammenfassen: 

a) Auch das recht len im Ssp-Lehnrecht ist den drei Arten von Sonderleh巴n(= 

Gerichts-， Eigerト， und Burglehen) gegenubergestellt. Es stellt also (im Grunde) ein 

Reichsgut auser (Gerichts-und) Burglehen dar， das einem Vasallen von seinem He町en

zu Lehen verliehen ist. Der Vasall kann es seinem eigenen Vasallen weiter verleihen， 

auf seinen Sohn vererben und (beim Herrenwechsel) die emeute Belehnung damit 

verlangen. Davon ist er aber seinem He打'enverpflichtet， Milit詰f-und Gerichtsdienst 

(auser Burgbesatzung und Gerichtsdienst im Burggericht) zu leisten. 

b) Jndem das recht len im Sachsenspiegel aber aufs neue auch dem gedinge und der 

wardunge gegenubergestellt ist， ist bei weitem klarer und nachdriicklicher betont， daβ 

der Vasall dabei das Gut (wirklich) in Besitz hat. Nicht zu ubersehen ist aber， das diese 

nachdruckliche Betonung des Besitzes bereits mit dem Ssp-Landrecht (I1I 75 ~2) 

93) Zu bemerken se; dazu， das n;cht alle Unterschiede zwisch叩 demEigenlehen und Reichsgut 

trotzdem restlos beseitigt sind. Wie田 nochunten (1Il， C) ausgefuhrt wird， bleibt in Bezug auf die 

Urte;lsschelte j吋enfallsein Unterschied zwischen derγbeiden ubrig 
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begonnen hat. 

c) Freilich bleibt es fragwurdig， ob man auch die L巴ibzuchtam Lehen oder im 

Gestalt vom Lehen， woran die lnhaberin weder Erbrecht noch Anspruch auf die 

B巴lehnungserneu巴runghat， recht len (in einem strikl巴nSinne) nennen darf. Dazu sei 

jedoch zugleich zu bemerken. das die Entwicklung in den nach-eikischen Texten， 

soweit es die Belehnungserneuerung angeht， einen Weg， der bereits im Ssp-Landrecht 

angedeutet ist， einnimmt.94) 

d) Am recht len des Sachsenspiegels ist uberdies noch eine Tendenz oder Neigung 

zu erkennen， das Eigenlehen， falls es weiter verliehen ist， moglichst an das Reichsgut 

anzugleichen， was im vulgare beneficium noch nicht zu finden ist. Um die Bedeutung 

dieser Tatsache zu begreifen， mussen wir aber die Frage des Eigenlehens im Ssp-

Lehnrecht selbst weiter verfolgen 

94) V gl. dazu o. lII， A. 
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